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１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員
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１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

２番 富 岡 達 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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令和５年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

ただいまより令和５年〇議長（山田典幸議員）

第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に２番、富岡達彦議員から欠席の届

出がありました。

ただいまの出席議員数は１５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（山田典幸議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月２７日まで

の１９日間としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より６月２

７日までの１９日間と決定いたしました。

日程第３ これより行〇議長（山田典幸議員）

政報告を行います。

加藤市長。

おはようございます。本〇市長（加藤剛士君）

日、令和５年第２回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、市民主体のまちづくりの推進につい

て申し上げます。

町内会活動の拠点である町内会館について、砺

波町内会館の屋根修繕に対して、名寄市町内会館

建設費等補助金による支援を予定しています。

次に、総合計画及び地方創生について申し上げ

ます。

本年度から４年間を計画期間とする「名寄市総

合計画（第２次）後期基本計画」で示した重点プ

ロジェクト、主要施策ごとに定めた成果指標（Ｋ

ＰＩ）の目標値達成に向けた取組を着実に推進し

てまいります。

市民の皆様にわかりやすく、身近な計画として

関心を持っていただけるよう、イラストを用いた

対話形式のダイジェスト版を作成し、広報４月号

別冊として全戸配布しました。名寄市ホームペー

ジに掲載するなど、今後も様々な機会を捉えて市

民周知に努めてまいります。

また、地方創生・交流自治体連携フォーラムが、

５月２０日に山梨県忍野村で開催され、東京都杉

並区や福島県南相馬市など全国９市区町村長が参

加し、自治体間連携による関係人口の創出や拡大

について議論が行われました。

また、国においては企業版ふるさと納税を活用

した地方創生の推進を推奨しており、本市におき

ましても、募集プロジェクトに対して多くの寄附

をいただきました。こどもの遊び場整備事業、冬

季スポーツ拠点化推進事業、北海道ジュニアスポ

ーツエコシステム形成事業の取組に対して活用さ

せていただき、着実に事業を推進してまいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

市民サービスの向上や行政運営の効率化を図る

ため、本年３月に名寄市ＤＸ推進計画を策定しま

した。本計画に基づき、国が示す標準化システム

への移行や行政手続オンライン化の促進、デジタ

ル技術を活用した業務改善（ＢＰＲ）を進めると

ともに、搭載事業の実装に取り組んでまいります。

今後もデジタルに関する高度な知識や経験を有

する民間人材を活用しながら、地域課題の解決や

庁内業務の効率化などに努めてまいります。

国内交流では、名寄・藤島交流友の会、都市交

流実行委員会において、それぞれ本年度事業につ

いて検討され、山形県鶴岡市との交流では、物産
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交流や互いの産業まつりへの出店のほか、少年少

女交流事業でのサッカー少年団受入などの事業が

予定され、東京都杉並区との交流では、物産販売

やＰＲ事業、阿波おどりを通じた人的交流などに

取り組むことが確認されました。

ふるさと会との交流では、札幌風連会の総会が

５月２５日に開催され、会員相互の親睦を中心に

各種事業に取り組むことが決まりました。

また、６月２３日から２６日まで、東京なよろ

会のゴルフツアーが、４年ぶりに開催されます。

会員など２４人が本市を訪れ、ゴルフや市民交流

パーティーなどを予定しています。

国際交流においても、本年度事業について検討

され、カナダ国カワーサレイクス市リンゼイとの

交流では、イングリッシュキャンプのほか、リン

ゼイ名寄提携委員会とのオンライン交流などが予

定され、台湾との交流では、農業青年派遣・受入

事業や中学生台湾派遣事業のほか、台湾国立中山

大学西湾学院交流事業などに取り組むことが確認

されました。

次に、移住・定住について申し上げます。

「名寄市移住促進協議会」では、地域の方々、

企業や団体などと連携し、移住・定住及び関係人

口創出につながるようプロモーションに取り組み

ます。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

地域おこし協力隊・農業支援員として、新たに

４月１日付けで佐藤岳さんを委嘱しました。

現在は、農業支援員２年目となる西川僚さんと

ともに風連地区において農業研修に励んでいます。

今後は農業研修だけでなく、協力隊として地域

活動への参加も期待するところです。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

昨年度、名寄商工会議所から今後の士別剣淵、

名寄間の高規格道路開通を見据えた「名寄インタ

ーチェンジ拠点整備構想」の提案がありました。

道北の物流拠点や賑わい施設など名寄インター

チェンジ周辺での整備による市内経済への影響な

どが示されており、現在、庁内で情報共有し関係

部局と構想について意見交換を進めています。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

新型コロナワクチン接種については、令和４年

秋に開始したオミクロン株対応ワクチン接種を４

月末に終了しました。市内医療機関の御協力をい

ただき集団接種及び個別接種を行った結果、希望

する１５，９１８人の方の接種を終えることがで

きました。

なお、国において特例臨時接種の実施期間が延

長となり、本年度も無料での接種を継続すること

となりました。

初回接種を終了した５歳以上の方は、令和５年

秋開始接種として本年９月以降に接種が可能とな

りますが、高齢者等重症化リスクが高い方などは、

春から夏にかけて前倒ししてさらに１回の追加接

種を行うことができます。

今後も、希望する方が接種期間内に接種できる

体制の整備を進めてまいります。

次に、５月３１日に開催しました「チャレンジ

デー２０２３」について申し上げます。

本年は長野県東御市を対戦相手に、晴天の中、

市民の健康づくり及び地域のコミュニティづくり

を目的に行いました。

当日は、早朝ラジオ体操を皮切りに、ランニン

グやウォーキング、軽スポーツなど、市内各所に

おいて市民それぞれが健康づくりを意識した運動

やスポーツに取り組みました。

また、夕方からは、４年ぶりの開催となった

「市民綱引き大会」に、９００人を超える多くの

市民の皆様が参加をし、大会を盛り上げていただ

きました。

平成５年から実施をしてきました「チャレンジ

デー」も、本年が最後となりましたが、参加者合

計数１３，２５１人、参加率５０．９％と、多く

の市民の皆様に御参加を頂きましたことに感謝を

いたします。

今後も、市民が安心して健康で自立した生活を
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送ることができるよう、各種取組を推進してまい

ります。

次に、病院事業について申し上げます。

５月９日に手術室増改修工事の入札が行われ、

５月下旬から増築に伴う解体工事が始まりました。

本院の役割である高度急性期、救急医療の機能を

維持・強化し、広域の住民要望に応えるため、手

術室等の機能充実・再整備を進めてまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

本年１１月完成予定の認定こども園等の建設に

ついては、工期の半分を経過し、建築工事が約６

７％の進捗率となっています。引き続き、令和６

年春の市立認定こども園「あいあい」のオープン

に向けて準備を進めてまいります。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支

援特別給付金については、児童１人当たり一律５

万円を給付しました。申請が必要な世帯について

は、令和６年２月２９日まで随時受付を行い、審

査のうえ給付してまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

令和４年中の火災件数は、６件で前年と比較し

て５件減となっています。火災による死傷者は発

生していません。

火災種別では、建物火災が２件、車両火災が４

件となっています。

救急出動件数は、１，２２６件で前年と比較し

て１１７件増加し、事故種別では、急病８７０件、

一般負傷１５４件、交通事故４６件、転院搬送１

１２件、そのほか４４件となっています。

このほか、ドクターヘリの要請は２件、ドクタ

ーカーの要請は５件となっており、多様化する救

急現場において関係機関と円滑な連携体制のもと

対応しています。

救助出動件数は、４６件で前年と比較して１１

件増加し、主な事故種別は、交通事故が２０件で

救助出動の約半数を占めています。

救急業務の高度化については、現在、救急救命

士２１人を配置し、市立総合病院等の医療機関で

研修を実施しており、継続的に知識と技術の向上

に努めています。

住宅防火対策の推進については、引き続き住宅

用火災警報器の設置率向上と維持管理について、

補助事業等を活用しながら取組を進めてまいりま

す。

次に、交通安全対策について申し上げます。

４月６日から１４日までを「新入学・入園期の

交通安全運動」、５月１１日から２０日までを

「春の全国交通安全運動」として、関係団体や地

域住民による街頭啓発、早朝パトロールやパトラ

イト作戦を実施しました。

５月１９日の「交通事故ゼロを目指す日」には、

西條デパート前において「旗の波作戦」を実施し、

沿線通行車両や市民に交通事故防止を呼びかけま

した。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、適正な施設管理と

居住環境の向上を図るため、瑞生団地は２棟６戸

の建て替え工事を４月に着工し、緑丘第１団地５

号棟は建物長寿命化の改修工事を６月に着工して

います。

民間住宅の整備については、戸建て住宅などの

耐震化を支援する耐震診断及び耐震改修補助事業

を５月から開始しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園における施設整備については、名寄公

園と浅江島公園の施設補修に向けた点検業務を６

月に着手し、大学公園の照明灯をはじめとした設

備更新は、７月に入札を予定しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、南１０丁目右仲通ほか１路線を着工

し、計量法に基づく水道量水器取替工事について

は、対象量水器１，５８２台を５工区に分けて着

工しています。

浄水場設備の工事については、緑丘浄水場薬品

設備更新工事ほか１工事を６月に、瑞穂浄水場井
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戸改修工事ほか２工事は７月に入札を予定してい

ます。

また、有収率向上に向けた漏水調査業務は５月

に着手しています。

次に、下水道・個別排水事業について申し上げ

ます。

公共下水道ストックマネジメント計画に基づく

施設整備については、下水道管渠の更新工事を７

月に入札予定しています。

また、公共桝取替工事は２工区に分けて着工し

ています。

個別排水処理施設整備事業については、３基の

合併浄化槽設置工事の発注を終えています。

次に、道路の整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金を活用し整備を進めて

いる、徳田１８線緑丘連絡線の歩道設置工事は５

月に、北３丁目通の改良舗装工事は６月に着工し

ています。

また、東５号線、風連２６線、風連東４号線の

舗装改築工事は、７月に入札を予定しています。

次に、橋梁の整備について申し上げます。

名寄市橋梁長寿命化修繕計画に基づく、吉岡橋

の実施設計、古木橋ほか２４橋の近接目視点検、

旭東橋ほか９橋の塗膜調査については、６月に着

手しています。

次に、除排雪事業について申し上げます。

昨年度は、３月末までの累積降雪量が５３５セ

ンチメートル、最大積雪深は１１８センチメート

ルとなり、令和３年度との比較では、累積降雪量

で２２センチメートル、最大積雪深では２センチ

メートル多くなりました。

除雪作業については、市街地・郊外地路線を合

わせて４３５キロメートル実施し、出動日数は１

５６日となり、令和３年度と比較して、名寄、風

連の両地区で１日の減となりました。

排雪作業については、カット排雪を市街地生活

路線において１回、積込運搬排雪を幹線道路及び

通学路において１回から３回、交差点排雪を３０

１カ所実施し、路線の維持や確保に努めてきたと

ころです。

また、排雪ダンプ助成事業については、利用総

台数４，３８５台で、概ね平年並みの利用となっ

たところです。

引き続き、効率的で効果的な除排雪体制の確立

を目指し、除排雪のあり方について研究を進める

とともに、市道及び私道除排雪助成事業や排雪ダ

ンプ助成事業の継続など、除排雪水準の向上が図

れるよう取り組んでまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

国からＪＲ北海道への経営支援策として１，３

０２億円の支援がなされており、令和５年度はそ

の最終年度として総括的な検証と抜本的な改善方

策の検討が求められています。

本市では、地域の関係者とＪＲ北海道が一体と

なって取り組む第２期アクションプランに基づき、

宗谷本線活性化推進協議会を中心に沿線自治体と

連携・協力した取組を進めてまいりました。

本年度は、国や北海道の支援制度を活用しなが

ら、鉄道と地域の公共交通が共存して、宗谷本線

が持続的な公共交通となるよう調査・実証事業を

実施してまいります。

また、デジタル田園都市国家構想交付金を活用

した新たな交通モードの導入について、名寄市地

域公共交通活性化協議会の議論をもとに準備を進

めています。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

基盤整備については、道営事業の「ちえぶん地

区」において、春の発注が終了し、整地工や暗渠

排水工事が実施されています。

また、報徳川の改修については、７月以降の工

事予定となっています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

本年の融雪期は４月４日で平年より７日早くな

りました。

５月１５日現在、水稲の播種作業は順調に進み、
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生育については、平年並で推移しています。

畑作物では、秋小麦・春小麦の生育は平年より

早く推移し、大豆・てん菜・馬鈴薯の播種・移植

作業はやや早く進んでいる状況です。

次に、米政策について申し上げます。

令和５年産米の生産の目安については、前年度

より１５１トン減少し、うるち米１，４８９トン、

もち米１万７９４トンとされ、作付面積に換算す

ると、うるち米２６１ヘクタール、もち米１，８

９０ヘクタールとなりました。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

土壌診断事業では、令和４年度で２，７４１点

の実績となり圃場の土壌改良に活用されています。

実証試験・展示事業では、水稲の育苗期間短縮

による労力削減と生育比較する栽培試験や、肥料

高騰に対する化学肥料低減に向けた堆肥等の施肥

比較試験を進めています。

また、近年の薬用作物での病害虫による減収に

対応するため、企業版ふるさと納税を活用し、培

養苗育成の取組をさらに加速させてまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

農業被害の防止対策については、名寄市有害鳥

獣農業被害防止対策協議会を中心としてエゾシカ

駆除やアライグマ用の箱罠の貸し出しなどを進め

ています。なお、エゾシカ駆除頭数については、

４月１日から駆除を開始し、４月３０日現在で１

１６頭となっています。

ヒグマ対策については、全国的な課題であるハ

ンターの担い手育成のため、融雪前の３月中旬か

ら約２カ月間、技術の伝承を図る「ヒグマ対策技

術者育成事業」を実施しました。

また、４月１日付けで「名寄市ヒグマ駆除隊

員」１４人の委嘱を行い、本年度の活動に従事い

ただいており、引き続き、関係機関・団体と十分

に連携し、被害防止に取り組んでまいります。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

本年度の市有林、私有林の造林、間伐などの森

林整備に対する国の補助金は、要望額に対し８４

パーセントの内示額となりました。

減額分の森林整備については、森林環境譲与税

の活用による市単独事業として取り組んでまいり

ます。

次に、商工業の振興について申し上げます。

市民の住宅改修のニーズに応える「名寄市ずっ

と住まいる応援事業」については、４年間の成果

や効果を検証し、要綱に規定する最長４年間の延

長のほか、加算項目の見直しや新設など、制度の

改正を行いました。また本年度は、経済団体の要

望や審議会の意見、事業者アンケートの結果を踏

まえ、広く市民の利用に資するよう、上期と下期

に分けて申請を受け付けることとしました。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワークなよろ管内における本年３月時点

の新規高等学校卒業者の就職状況は、学校・安定

所の紹介を希望する求職者１０１人、そのうち管

内就職希望者は６０人で、就職内定率はともに１

００パーセントとなっています。

また、同管内における雇用情勢は、求職者に対

し求人数が上回る状況が継続しており、本市にお

いても人材確保は喫緊の課題であることから、事

業者へ人材の育成・確保に係る支援制度の利用促

進に向け、さらなる周知等に努めてまいります。

また、大学・高校などの卒業生の就職支援につ

いては、職業体験や企業説明会などを、ハローワ

ークをはじめ関係団体と連携して実施し、新規学

卒者の地元定着につなげるための施策を推進して

まいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症による行動制限等の

措置が解除された昨年３月以降、全国の国内旅行

者数やインバウンドは回復傾向にあり、名寄ピヤ

シリスキー場においても、インバウンドの利用は

回復しつつあります。また、ツリーランエリアを

開設するなどの新たな取組により、初めてピヤシ

リスキー場を訪れたスキーヤー・スノーボーダー
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のグループも見られるなど、新規顧客も獲得でき、

昨年大規模改修した温浴施設は利用者から好評を

得ており、それらの相乗効果により、今後のさら

なる利用者拡大に努めてまいります。

５月１３日から６月４日までの土日の計８日間、

ＪＲ北海道による観光列車「花たびそうや」号が

運行され、市内料理研究家による特製惣菜が好評

を得たほか、市民が名寄駅のホームでお出迎え・

お見送りをするなど、乗客へのおもてなしを行い

ました。

５月２７日に「なよろアスパラまつり」が１０

年ぶりに６丁目商店街特設会場で開催され、各店

舗との連携や、市民団体による子ども向け企画と

一体となり、街なかの賑わい創出に寄与したとこ

ろです。

引き続き、なよろ観光まちづくり協会、風連ま

ちづくり観光等関係団体と連携し、賑わいの創出

・交流人口の拡大を目指すとともに、観光振興計

画に基づき、アウトドア観光やスポーツツーリズ

ムの推進など、アフターコロナ・ポストコロナの

観光振興に取り組んでまいります。

次に、小中学校教育の充実について申し上げま

す。

４月７日に智恵文小学校を除く市内小中学校の

入学式が行われ、小学校では１６９人、中学校で

は１７５人の児童生徒が入学し、本年度の教育活

動が始まりました。

生きる力を育てる教育の推進として、確かな学

力を育てる教育の推進については、４月１８日に

本市の小学校６年生と中学校３年生が令和５年度

全国学力・学習状況調査に参加しました。各学校

においては、調査終了後、その結果の分析を行い、

学習指導の改善策や児童生徒への育成を目指す資

質・能力を明確にした授業づくりを講じ、学力向

上の取組をさらに進めてまいります。

５月１５日には、第１回目の名寄市教育改善プ

ロジェクト委員会を開催し、全体会議及び教育経

営、教育研究、教育指導の３つの研究グループ会

議を行いました。それぞれのグループでは、スク

ールリーダーの育成や、ＩＣＴの効果的な活用、

不登校対策など学校教育の今日的な課題に適切に

対応するため様々な取組を進めてまいります。

また、本年度も、北海道教育委員会の指定事業

「学力向上に関する総合実践事業」に取り組み、

名寄市教育改善プロジェクト委員会の取組と連動

を図り、学力向上に係る授業改善を進めてまいり

ます。

豊かな心を育てる教育の推進については、各学

校において、いじめの早期発見・早期対応のため

児童生徒が不安や悩みを抱えたときの対処方法の

指導の工夫や、家庭、スクールソーシャルワーカ

ー、名寄市児童センターなど関係機関との連携な

どによりいじめ防止対策の強化に努めてまいりま

す。

学校給食については、安全・安心な食材の選定

に細心の注意を払い、栄養量を保ちながら可能な

限り、地場産食材を使用し、子どもたちが喜ぶ給

食献立の提供に努めてまいります。

信頼される学校づくりの推進については、市内

の全学校運営協議会に配置した地域コーディネー

ターを中心に、学校と地域がパートナーとして連

携・協働しながら学校運営に取り組むコミュニテ

ィ・スクールの一層の推進に努めてまいります。

社会の変化や多様な教育ニーズへの対応として、

特別支援教育の推進については、４月２６日に第

１回目の名寄市特別支援連携協議会と名寄市特別

支援教育専門家チーム委員会議を開催しました。

名寄市特別支援連携協議会では、個に応じたき

め細かな支援方法に係る研修のあり方などについ

て、また、名寄市特別支援教育専門家チーム委員

会議では、学校と専門家チームにおいて、共有す

る必要がある児童生徒の情報などのあり方につい

て協議しました。

不登校児童生徒への対応については、各学校で

は、保護者や関係機関及びスクールソーシャルワ

ーカーと連携を図り、不登校の解消に向けた相談
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体制づくりを進めるとともに、不登校児童生徒の

様々な状況やニーズに対応できるよう、学校にお

ける別室登校などの受入体制の工夫や、不登校児

童生徒の学びの継続のため、一人１台端末を活用

した遠隔による学習支援など、きめ細かな支援体

制の充実に努めてまいります。

部活動改革については、国が示した「段階的な

地域部活動への移行」に向け、「ＮＡＹＯＲＯス

タイル部活動改革推進事業」の取組について保護

者に説明し、理解を図っているところです。引き

続き、名寄市教育改善プロジェクト委員会と連携

し、教職員の負担軽減と生徒の活動機会の確保に

向け、地域の競技団体や関係者などと協議を進め

てまいります。

安全・安心な教育環境の整備として、名寄中学

校整備事業については、教職員や市民の方で組織

した名寄中学校校舎等改築検討委員会を立ち上げ、

基本設計について検討協議を進めています。

智恵文小中学校整備事業については、智恵文中

学校校舎に増築した新棟が４月に完成しました。

引き続き、中学校校舎の改修工事、グラウンド整

備を含めた外構工事を進めてまいります。

学校給食センターについては、職員休憩室や食

材検収室などの増改修工事を５月に着工していま

す。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

新生・名寄高等学校の入学式が４月１０日に行

われ、１期生となる１２９人が新たな一歩を踏み

出しました。

名寄高校は、本年度より学校運営協議会が設置

され、コミュニティ・スクールとなったことから、

本市としては、今後、学校運営協議会や北海道教

育委員会と十分に連携し、地域一体となって支援

体制の構築を図ってまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

令和４年度卒業式を３月１７日に行い、保健福

祉学部栄養学科３９人、看護学科４７人、社会福

祉学科４８人、社会保育学科５１人、合計１８５

人が卒業しました。

卒業生の４月１日現在の就職率は、保健福祉学

部栄養学科及び看護学科が１００パーセント、社

会福祉学科が９５．６パーセント、社会保育学科

が９８．０パーセントとなり、全体で９８．３パ

ーセントと高い就職率となりました。

なお、地元定着化促進事業の推進により、１０

人の学生が本市内にて就業しています。

国家試験の結果については、管理栄養士は３３

人が合格し、合格率８６．８パーセントで新卒の

全国平均８７．２パーセントを下回ったものの、

看護師は受験者４７人全員が合格、保健師も受験

者１５人全員が合格し、それぞれ新卒の全国平均

９５．５パーセント、９６．８パーセントを上回

りました。社会福祉士は２５人が合格し、合格率

は５６．８パーセントで新卒の全国平均６５．０

パーセントを下回りました。また、精神保健福祉

士は受験者１２人が合格し、合格率は８５．７パ

ーセントで、新卒の全国平均７８．８パーセント

を上回りました。

令和５年度入学式については、４月５日に行わ

れ、栄養学科４３人、看護学科５２人、社会福祉

学科５３人、社会保育学科４６人の保健福祉学部

全体では１９４人の新入学生を迎えました。

今後も、複雑化・多様化する保健・医療・福祉

の現場に対応できる豊かな人間性と専門性を備え

た職業人を育て、社会に送り出せるよう取り組ん

でまいります。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

名寄ピヤシリ大学は新入生１人と大学院生１人

を、風連瑞生大学は新入生４人と大学院生４人を

迎え、それぞれ４月１８日と２７日に入学式を行

いました。また、智恵文友朋学級は８人の受講生

を迎え、４月１３日に開講式を行いました。

本年度も、それぞれの地域の特性を生かした学

習活動に取り組んでまいります。
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次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日に「本の修理講座」を開催し、大切

な本を長く愛読するための基本的な修理方法につ

いて理解を深めました。

また、４月２３日から５月１２日までの「こど

もの読書週間」の企画として、５月１３日に「春

の絵本まつり」を開催し、絵本の読み聞かせや紙

芝居を実演しました。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成８年２月の開館以来積み上げてきた来館者

数が、４月１１日に３５万人を達成しました。こ

の間、多くの市民、観光客の皆様の利用に感謝申

し上げるとともに、今後も多くの方に足を運んで

いただけるよう魅力ある行事やイベントの開催に

努めてまいります。

ＳＬ排雪列車「キマロキ」については、４月２

２日にシート撤去作業を行い一般公開を開始し、

多くの家族連れや鉄道ファンがその雄姿を見学し

ていました。

４年ぶりに開催したゴールデンウイーク企画

「博物館で遊ぼう！」では、９日間で延べ１，６

８９人の入館者があり、多くの家族連れで賑わい

ました。期間中は、名寄市立大学の学生ボランテ

ィア、名寄自動車学校に御協力いただき、木製玩

具、リサイクル遊具などの体験や、ポニー、ヤギ

などの動物との触れ合いを楽しんでいただきまし

た。

５月から実施している「小さな自然観察クラ

ブ」については、小学校４年生から６年生までを

対象とし、２０人の応募がありました。全７回の

メニューで、四季を通して自然との触れ合いや体

験を提供する取組を行ってまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

４月２８日から５月７日まで「ピリカウィー

ク」として、北海道大学のピリカ望遠鏡を使用し

て観望会を行いました。観望会には２１２人が参

加し、多くの天体を見ていただくことができまし

た。

５月１３日には「春眠プラ寝たリウム」を開催

しました。２５人の参加があり、参加者は、星空

とＢＧＭを主体とした投影内容でゆったりリラッ

クスした時間を過ごしていました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

本年度も市内２つの幼稚園の家庭教育学級の活

動を支援するとともに、家庭教育支援講座を開催

するなど、親子の触れ合いや保護者の交流を通じ、

保護者が家庭教育を学ぶ機会づくりに取り組んで

まいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の整備において、なよろ健康の森

クロスカントリーコースでは、開設以来、多くの

大会が開催され、冬季スポーツの交流拠点となっ

ていますが、競技の安全性に支障があることから、

中期的な整備計画を策定しました。

今後は、全体のバランスを考慮しながら、効率

的な施設整備を進めるとともに、安全なスポーツ

施設を市民に提供できるよう努めてまいります。

また、全日本スキー連盟公認大会の競技規則が

厳格化されたことから、クロスカントリースキー

の競技成績を計時する装置やリザルトシステムを

増設し、さらには、寄附を活用した管理棟放送設

備の更新により、競技環境の整備を行いました。

スポーツ振興事業では、国の補助金を活用した

スポーツによる地域活性化・まちづくり担い手育

成総合支援事業が終了し、将来を見据えたスポー

ツによる地域振興につながる事業に取り組んでき

たところです。

本事業では、一般財団法人名寄市体育協会、風

連町スポーツ協会、Ｎスポーツコミッションの役

員、及び有識者で構成された検討会議を設置し、

３団体が統合した新組織の経営計画の策定や、ス

ポーツツーリズム等による収益事業等の検証を行

いました。

検討会議は、昨年７月から今年２月まで計７回

の協議を経て、３団体が統合した場合の新たな組
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織体制や、事業、予算等の協議が行われるととも

に、スポーツ環境の変化に対応した新たなサービ

スについても検討が行われ、最終的な結論として

は、令和５年度中に統合した新組織を設立するこ

とで意見がまとめられました。

今後は、検討会議の決定を踏まえて、名寄市体

育協会、風連町スポーツ協会、Ｎスポーツコミッ

ション、それぞれの団体において、組織統合の可

否が判断されますが、判断が整った段階で、新組

織の設立に向けた本格的な準備を進めてまいりま

す。

また、株式会社三菱ＵＦＪ銀行が、地域課題解

決プロジェクト事業に対し企業版ふるさと納税に

よる寄附を行う「ＭＵＦＧ北海道推しごとオーデ

ィション」において、本市の「北海道ジュニアス

ポーツエコシステム形成事業」が寄附対象に選考

され、同行から１億１，１７２万６，０００円の

寄附をいただきました。

今後は、Ｎスポーツコミッションが主体となり、

地域内で一貫した長期的なジュニア育成体制の構

築を目指します。

次に、放課後子ども教室について申し上げます。

名寄市放課後子ども教室は、５月に名寄地区と

風連地区において、小学生を対象に開講しました。

現在、２教室合わせて２４人の児童が、自ら学

び、考える力を身に付けるため、各教室で自学自

習やテーマ学習に取り組んでいます。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

児童生徒や保護者などからの悩みや相談につい

て、学校や関係機関と連携し、相談体制の一層の

充実に努めてまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市内で鑑賞することができない文化芸術に接す

る機会を提供する文化芸術鑑賞バスツアーを、５

月１７日に行いました。はじめてとなる映画鑑賞

ツアーには９人の市民が参加し、シネプレックス

旭川において、その日上映されていた映画を鑑賞

しました。

６月３日から４日には、市民文化センターＥＮ

―ＲＡＹホールで、なよろ舞台芸術劇場実行委員

会との共催事業として、市内のアマチュア劇団

「スワンク企画」の定期公演が行われました。

引き続き、質の高い優れた文化芸術鑑賞の機会

を提供できるよう、事業の充実に努めてまいりま

す。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

以上で行政報告を終わ〇議長（山田典幸議員）

ります。

日程第４ 議案第１号〇議長（山田典幸議員）

名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律に規定をする新型インフルエ

ンザ等感染症とされた新型コロナウイルス感染症

の位置づけが令和５年５月８日以降は５類感染症

に移行されることに伴い、職員が同感染症の防疫

作業等に従事をした場合に支給される特殊勤務手

当が人事院規則の改正により廃止をされたことか

ら、本条例の一部を改正しようとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第５ 議案第２号〇議長（山田典幸議員）

財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 財産の取得〇市長（加藤剛士君）

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄ピヤシリスキー場にスマートゲー

トを導入し、自動改札、自動発券、ウェブ販売シ

ステムサービスを利用者へ提供し、利用者の利便

性向上を図るとともに、利用者データ分析による

満足度向上とスマートゲート導入スキー場との広

域連携サービスの展開による利用促進につなげ、

利用者の増加を図るものでございます。本年５月

１６日に２者により指名競争入札を執行した結果、

ＡｘｅｓｓＪａｐａｎ株式会社が１，８９５万４，

８７５円で落札をし、これに消費税及び地方消費

税１８９万５，４８７円を加え２，０８５万３６

２円で契約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第６ 議案第３号〇議長（山田典幸議員）

財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 財産の取得〇市長（加藤剛士君）

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成９年に取得をした除雪トラックが

老朽化をしていることから、新規購入し、除雪車

量の増強を図ろうとするものでございます。本年

５月１６日に３者により指名競争入札を執行した

結果、北海道川崎建機株式会社名寄支店が４，３

８４万７，０００円で落札をし、これに消費税及

び地方消費税４３８万４，７００円を加え４，８

２３万１，７００円で契約を締結しようとするも

のでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第４号〇議長（山田典幸議員）

財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 財産の取得〇市長（加藤剛士君）

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市立大学で使用している仮想サー

バーが令和５年度をもって導入から６年目を迎え、

仮想ソフトウエアの脆弱性に伴うセキュリティー

の面からもリスクが上がってきていることから、

更新を行うものでございます。本年４月２７日に

物品等審議委員会の審議を経て、５月１０日に見

積り合わせを実施をし、２，８２６万円で東日本

電信電話株式会社北海道事業部に決定をし、これ

に消費税及び地方消費税２８２万６，０００円を

加え３，１０８万６，０００円で契約を締結しよ

うとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第５号〇議長（山田典幸議員）

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和４年度名寄市一般会計補正予算に

係る専決処分であり、歳入歳出それぞれ２億８，

８０８万３，０００円を減額をし、予算総額を２

４４億４，５６１万２，０００円にしたものでご

ざいます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして名寄市企業版ふるさと納税基

金積立金１億１，３２２万６，０００円の追加は、

いただきました寄附金を後年度の事業に活用する

ため積み立てたものでございます。

７款商工費におきまして中小企業運転等融資事

業費１億１，９９０万円の減額は、各預託金の不

用額を見込み、減額をしたものでございます。

このほか、各款において見込まれる事業の不用

額を減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款市税８，

９５９万６，０００円の追加は、徴収状況を勘案

し予算を追加したものでございます。

１２款地方交付税４億５，２６９万９，０００

円の追加は、特別交付税の交付額の確定に伴い追

加をしたものでございます。

令和５年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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次に、第２表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない出産・子育て応援事業を繰り越

したものでございます。

第３表、地方債補正につきましては、町内会活

動支援事業ほか計３２事業について限度額を変更

したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分したので、同条第３項の規定により報告を

し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第５号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第５号は承認することに決定いた

しました。

日程第９ 議案第６号〇議長（山田典幸議員）

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和４年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算に係る専決処分でありまして、保険事

業勘定において国民健康保険税収入等が予算額を

下回る見込みとなったことから、歳入予算の調整

を行ったものであり、予算総額の変更はございま

せん。

補正の内容について申し上げます。１款国民健

康保険税におきまして１，３５６万４，０００円、

７款諸収入におきまして２４３万６，０００円の

減額は、後期高齢者医療への移行による被保険者

の減少などにより想定を上回る保険税収入等の減

少が見込まれたことから減額をしたものであり、

５款繰入金において一般会計繰入金１，６００万

円を追加をし、収支の調整を図っております。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。

日程第１０ 議案第７〇議長（山田典幸議員）

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

令和５年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和４年度名寄市立大学特別会計補正

予算に係る専決処分でございまして、歳入歳出そ

れぞれ１，１１５万６，０００円を減額し、予算

総額を１８億２，７８９万８，０００円にしたも

のでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

教育費におきまして基金積立金９４万５，０００

円の追加は、いただきました寄附金を後年度の事

業に活用するため、寄附者の意向に沿って基金へ

積み立てたものでございます。

このほか１款教育費におきまして見込まれる各

事業の不用額を減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。５款寄附金

におきましていただきました寄附金を計上すると

ともに、６款繰入金におきまして各事業費の確定

に伴い一般会計繰入金、基金繰入金を減額をし、

収支の調整を図ったものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

日程第１１ 議案第８〇議長（山田典幸議員）

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和４年度名寄市病院事業会計補正予

算に係る専決処分でありまして、昨今の新型コロ

ナウイルス感染症に関する動向の変化により受入

れ患者数について想定を超える増加があったこと

で当該感染症への対応を踏まえた予算について不

足が生じることになったことなどにより必要な調

整を行ったものでございます。

補正の主な内容について収益的収入及び収益的

支出から申し上げます。１款病院事業収益では、

医業収益におきまして患者数の増加に伴う入院収

益の増などで２億６，０７７万４，０００円を追

加、医業外収益におきまして新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金事業補助金等の増によ

り４億７，９４７万８，０００円を追加をし、病

院事業収益の総額を１１０億５０７万１，０００

円にしたものでございます。

２款病院事業費用では、医業費用におきまして

業務量の増加に伴い材料費で２億４，０９７万５，

０００円を追加し、経費で２，６１５万６，００

０円を追加し、病院事業費用の総額を１０７億９，

５９０万６，０００円にしたものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では事業の確定に伴う

調整を行い、２億７，４６９万２，０００円を減

額をし、総額を６億４，７２５万６，０００円に、

また４款資本的支出では５，０９０万１，０００

円を減額をし、総額を１０億９，６４８万６，０

００円にしたものでございます。なお、資本的収
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支の不足額につきましては、過年度損益勘定留保

資金で補填をするものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

日程第１２ 議案第９〇議長（山田典幸議員）

号 令和５年度名寄市一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 令和５年度〇市長（加藤剛士君）

名寄市一般会計補正予算について、提案の理由を

申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ４億１，８８３万２，０００円を追

加し、予算総額を２４２億１６５万２，０００円

にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして電力・ガス・食料品等価格高

騰重点支援給付金給付事業費１億５，４６０万円

の追加は、電気料金等の高騰の影響を強く受ける

低所得世帯に対し給付金を支給しようとするもの

でございます。

４款衛生費におきまして新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業費３，５１４万２，００

０円、新型コロナウイルスワクチン接種事業費２，

０８９万９，０００円の追加は、ワクチン接種に

際し従事をする医師、看護師等の派遣委託料、事

務費等の必要な経費を追加しようとするものでご

ざいます。

８款土木費におきまして道路新設改良費８，５

００万円の追加は、道路の損傷が激しく、交通量

も多い南２丁目通において市単独事業にて改良舗

装工事を実施し、安全、安心な道路空間の整備に

努めようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加に伴う特定財源を計上したほか、収支の調整

を財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入金

で実施をしようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。細

部につきましては総務部長より説明させますので、

よろしく御審議くださいますようお願いを申し上

げます。

追加説明を渡辺総務部〇議長（山田典幸議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（渡辺博史君）

の補正予算につきまして、市長より申し上げた分

の重複を避けて追加説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明させていただきます。議

案第９号の８から９ページをお開きください。２

款総務費、１項３目情報化推進費１，１２０万円

の追加は、地方公共団体が民間企業等の職員を受

け入れ、そのノウハウや知見を生かしながら地域

活性化を図る事業に取り組む地域活性化起業人制

度を活用するべく必要な経費を追加しようとする

ものであり、財源につきましては同額を地方交付

税に計上しております。
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３款民生費、１項１目社会福祉総務費における

社会福祉一般行政経費１，９３６万３，０００円

の追加は、令和３年度、令和４年度における住民

税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費が確定

したことに伴う国への返還金を追加しようとする

ものであります。

１０から１１ページをお開きください。３款民

生費、３項１目生活保護費７９６万６，０００円

の追加は、本年１０月より生活保護基準が見直し

されるため、生活保護扶助費及びシステム改修に

係る委託料を追加しようとするものであります。

１２から１３ページをお開きください。６款農

林業費、１項２目農業振興費における防衛施設周

辺整備事業費３，５４６万７，０００円の追加は、

農業機械整備に係る補助金を追加しようとするも

のであり、財源につきましては同額を国庫補助金

に計上しております。

６款１項５目畜産業費における酪農生産基盤強

化支援事業費７９２万５，０００円の追加は、配

合飼料等の高騰により経営に著しい影響を受けて

いる酪農事業者に対し支援金を給付しようとする

ものであります。

１４から１５ページをお開きください。１０款

教育費、８項２目給食センター費における給食セ

ンター運営事業費、学校給食食材費高騰対策補助

金８００万円の追加は、食材費高騰による学校給

食への影響を軽減するため、学校給食会に対し補

助しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。４から５ペ

ージにお戻りください。１２款１項１目地方交付

税１，１２０万円の追加は、地域活性化起業人制

度の活用に算定される特別交付税を追加しようと

するものであります。

１６款２項１目総務費補助金における新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億７，

０５２万５，０００円の追加は、さきに御説明し

た電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

給付事業、酪農生産基盤強化支援事業、学校給食

食材費高騰対策補助金の財源として活用すべく計

上したものであります。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

２点ほどお伺いをした〇８番（川村幸栄議員）

いと思います。

まず、１点目なのですが、議案９号の９ページ

に入ります。空家等対策事業費に関わってであり

ます。危険な家屋ということで補助対象になった

のだというふうに思いますが、今回５０万円の補

助というふうになっています。この補助の全額に

対する割合はどの程度になっているのか、またこ

れは１件のみなのかということをちょっと確認を

させていただきたいと思います。

それから、もう一点なのですが、議案９号の１

４ページの中で教育費の中の先ほど御説明があっ

た学校給食費食材等の支援に関わってであります。

今回は食材が高騰しているということで支援をと

いうことなのですが、まだまだ物価高騰が続いて

いる中であります。そんな中で今後どのようにさ

れようとしているのか確認をしたいと思いますし、

また食材とは関係はありませんけれども、電気代

が非常に高くなりました。いろんな部分で影響も

出てくるのかなというふうに思っているのですが、

その点についてのお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

危険家屋等除却補助〇市民部長（廣嶋淳一君）

金の関係について御質問いただきました。５０万

円につきましては、補助の上限ということで５０

万円でございますけれども、今回の危険家屋の解

体に当たる概算ですけれども、約２０％から２５

％程度ぐらいの率になろうかと思いますけれども、

その値ぐらいの補助になろうかというふうに考え

ております。
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対象につきましては１件、１棟ということでご

ざいます。

以上です。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

川村議員のほうから〇教育部長（木村 睦君）

今回の給食センターに関する学校給食費食材高騰

対策補助金について御質問いただいたかというふ

うに思っています。先ほどの総務部長からの説明

のとおり、今回につきましては食材費の高騰によ

る学校給食への影響を軽減するために学校給食会

に対し補助しようとさせていただきたいというふ

うに思っているところでございます。今後どのよ

うにしていくかということでございますけれども、

今年度この補助金を活用させていただきながら食

材費の高騰分に係るそれぞれの家庭への負担とい

いましょうか、それは学校給食会を通じて支援さ

せていただきたいというふうに考えているところ

でございますが、一方で学校給食会におきまして

も今これだけの物価高騰、食材費高騰によってか

なり厳しい状況になっていることから、先般の学

校給食会におきましてはやはり給食費の値上げ、

改定について少し検討はしていかなければならな

いということで、今年度そういった検討も進ませ

ていただきたいということで、今議論をこれから

開始させていただきたいというふうに考えている

ところでございます。

あわせて、電気代という御質問だったのですけ

れども、給食センターの電気代も値上がりしてい

るかということの趣旨でよろしいということです

ね。どの施設におきましても恐らく電気代のほう

もかなり高騰していて、それぞれ当初の予算の中

で電気代のほうを積算し、組まさせていただいて

いると思っていますけれども、やはりこれから給

食センターにおきましても電気がなければなかな

か調理もできませんので、そういったところにお

きましてはその都度、その都度しかるべき措置と

いうところを、対応を考えさせていただければと

いうふうに思っていますので、御理解のほうよろ

しくお願いいたします。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

空き家対策の補助の関〇８番（川村幸栄議員）

係なのですが、今回は１棟のみと、１件というか、

だけだったということなのですが、議会の中でも

再三質問が出るように、市内ではたくさん危険な

家屋があるわけですけれども、今後こういった中

で、５０万円が補助の上限というふうなお話もあ

りましたけれども、今後そういった危険家屋の対

応についてどのようにお考えなのか。年次ごとに

何戸ずつ見ていくというふうなこともあるのかも

しれませんけれども、どのようにお考えなのか改

めてお聞かせをいただきたいと思います。

それから、給食費の関係です。本当に食材の高

騰、これは家庭で食事を作っている人たちにとっ

ても大変な負担になっているのですけれども、そ

の上にまた給食費の負担も増えるというふうなこ

とになると、また子育て中の皆さん方の不安の声

も広がってくるのかなというふうに思っています。

今給食会の中でも値上げの検討もというようなお

話がされていましたけれども、私も何回も言わせ

ていただいていますけれども、給食費、給食とい

うのは義務教育の中でやはり無償というふうに言

われている中の教育の一環であるというふうに思

っていますので、負担を大きくしない対応をぜひ

お願いしたいと思います。その点についてのお考

えをお聞かせいただければと思います。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

前段の空き家の関係で〇副市長（橋本正道君）

ありますけれども、議員御指摘のとおりかなり市

内の空き家、特に今回は特定空家というようなこ

とも含めて増えてきているというのは事実であり

ますし、我々市役所、市としても専任の人員の配

置ということも考えて、組織体制の強化をまず図

ってきているところですが、これもかなり国のほ

うでも関心のある事項だと思っておりまして、例

えば固定資産税の改定なども今回頭出しが出てき

ているようでありますから、国の動向と併せてど
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ういった対応が一番よろしいのか、これ民法上の

問題とは、様々な法律的な側面もありますので、

専門的な知識も必要になりますが、いずれにせよ

対応は早急にしなければならないと思っておりま

すので、少し状況の、現況の把握をまずしっかり

しながら、場合によっては計画立ててでもやらな

ければならない問題だというふうに認識しており

ます。

それから、給食費の関係ですけれども、後ほど

教育部長からもあると思いますけれども、前段の

給食センターの電気料につきましては公的な施設、

学校ですとか給食センター、この市役所庁舎もそ

うなのですけれども、一定程度は交付税の中で見

ていくというような方針が示されております。た

だ、算定そのものが７月になりますので、どうい

うような分析になるのかまだちょっとこれからな

のですが、やはり全体的には非常に高止まりして

いる物価の中でどういうような施策を打っていく

かというのは我々行政側の内部もそうですし、そ

れから議員御指摘のとおり給食も含めてどういう

のが必要なのかというのはまた考えなければなら

ない問題だと思っております。今回は地方創生交

付金を使いながら給食費の値上げ分を抑えていく

ということもありますので、それから子供、子育

てのほうのいろんな施策も恐らくこれから出てく

ると思います。ここアンテナを高くしながら情報

をいち早くつかんで、名寄市に一番いいのはどう

いうことなのか、学校給食会ということもありま

すので、そこについては十分研究しなければなら

ないなと思っております。

教育部長のほうから補足あれば。

（何事か呼ぶ者あり）

ないということですの〇副市長（橋本正道君）

で。前段この補正上げるに当たって教育部のほう

とも我々十分意見をやり取りはしておりますので、

こういう形で進ませていただければと思います。

よろしくお願いします。

ほかに質疑はございま〇議長（山田典幸議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（山田典幸議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第１〇議長（山田典幸議員）

０号 令和５年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 令和５年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、サービス事業勘定・名寄におい

て歳入歳出それぞれ５４２万３，０００円を減額

をし、予算総額を３億６，４３１万１，０００円

にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款事業

費におきまして友遊館事業費５４２万３，０００

円の減額は、補助金を活用しての更新を予定をし

ていた送迎用自動車について補助が不採択となっ

たことから、備荒資金組合の車両譲渡事業を活用

しての更新に切り替えようとするものでございま

して、財源につきましては一般会計繰入金にて調

整をしております。

次に、第２表、債務負担行為補正につきまして

は、友遊館送迎用自動車購入費１件を追加しよう
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とするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１４ 議案第１〇議長（山田典幸議員）

１号 令和５年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 令和５年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市立大学特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ２，２２２万８，０００円を追加し、

予算総額を１８億６６７万円にしようとするもの

でございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款教育

費におきまして大学一般行政経費９９２万５，０

００円の追加は、大学院構想推進体制の強化に係

る経費を追加しようとするものでございます。ま

た、大学教育振興事業費１，０６１万９，０００

円及び実習等事業費１６８万４，０００円の追加

は、欠員となっていた看護学科教員及び栄養学科

実習補助員の採用の目途がついたことから、必要

な経費を追加をしようとするものであり、財源に

ついては一般会計繰入金を追加をし、収支の調整

を図っております。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

１点確認をさせていた〇８番（川村幸栄議員）

だきたいと思います。

今回の大学費の中で一般行政経費、教育振興事

業費、実習等事業費の会計年度任用職員報酬が上

がっています。これ全て会計年度任用職員報酬に

なっているのですが、これ何人になっているのか、

それからあと正規の職員が不足しているのかどう

かというところもちょっと確認をさせていただき

たいと思いますが、全てが会計年度任用というと

ころになっていますので、正規職員が足りなくて

こういうふうになっていくのか、補正足していこ

うとしているのか、ここの確認をさせてください。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

まず、大学〇市立大学事務局長（水間 剛君）

一般行政経費に関わる会計年度職員の部分につき

ましては、今大学院の構想の検討進めておりまし

て、今検討を進めていく中で様々な部分について

さらにいろんな調査とかいろんな部分が、事務的

な作業が増えてきているというのが現状でありま

す。今回具体的に進めるに当たりまして、大学院

の構想につきましては様々な専門的知見を有する

方のほうがスムーズに検討が進むということも含

めて検討させていただきまして、今まではそれぞ

れの事務作業については事務局職員でそれぞれ分

担して行わさせていただきましたけれども、それ

ぞれの検討を進めていくに当たりまして負担が増

えてきているということもあります。今回会計年

度任用職員ということなのですけれども、専門的
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知見を有する方ということで、長年大学の事務局

のほうで勤めていた方で、今まで大学院の構想等

の作業も行っていた方を、ＯＢなのですけれども、

その方を会計年度職員ということで今回２人採用

させていただいたところであります。

大学教育振興事業費の部分につきましては、こ

ちらのほうは、まず大学教育振興事業費の部分に

ついては看護学科の教員が本年３月に定年すると

いうことで募集していたのですけれども、残念な

がら採用に至らなかったということで、基本的に

は定年の方については一度定年したということで、

次に本学について特任教授という仕組みがありま

して、特任教授として採用するに当たりまして会

計上の支出の部分が会計年度任用職員報酬という、

うちの通常の教員であれば給料、職員手当という

ことなのですけれども、特任教授の部分につきま

しては会計年度の任用職員の部分の報酬という支

払い区分にさせていただくということで、今回教

育振興事業費の会計年度任用職員報酬ということ

で１名ということです。

実習等の部分についても栄養学科の実習に関わ

る助教の教員の募集をしていたのですけれども、

こちらの部分についても採用に至らなかったとい

うことで、今回実習の部分について教員が不足し

ているということで、１年間実習補助員というこ

とで会計年度任用職員の職員ということで１名採

用させていただいて、栄養学科の実習をスムーズ

に行うということで１名採用させていただいたと

いうところであります。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

今働き方のことがいろ〇８番（川村幸栄議員）

いろ大きく取り上げられている中で、例えばちょ

っと話が飛んで申し訳ないのですけれども、図書

館の司書の方々も会計年度任用職員というふうな

扱いになっているというようなこともお聞きして

います。ですから、やっぱり言ってみれば非正規

というふうに言われる立場で働いていただいてい

るということだというふうに私は押さえています。

先ほどの大学院の設置に向けて専門的な知見が必

要だといったところは理解をしながらも、きちっ

としたというか、正規の職員で働いてもらうこと

が私は必要ではないかなというふうに思っている

ところでありますので、その部分についてもぜひ

今後検討していただいて、やっぱり働いている皆

さんの保障をしていただくことが重要だというふ

うに考えていますので、その点もしあれだったら

お考えをお聞かせいただいて、終わりたいと思い

ます。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

大学一般行〇市立大学事務局長（水間 剛君）

政経費の部分については、今川村議員がおっしゃ

った部分がありますけれども、そちらの大学教育

振興事業費とか実習等の部分については、先ほど

も申し上げましたように、教員の募集をきちっと

しているのですけれども、なかなか採用に至らな

かったということなのですけれども、そちらの部

分については再度きちっと、今年度もまた教員の

募集は行っていくということで考えておりますの

で、こちらの部分については正規の教員が確保で

きるように努めていきたいと考えております。

ほかに質疑はございま〇議長（山田典幸議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（山田典幸議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され
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ました。

日程第１５ 報告第１〇議長（山田典幸議員）

号 令和４年度名寄市一般会計予算繰越明許費繰

越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 令和４年度〇市長（加藤剛士君）

名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について申し上げます。

一般会計予算繰越明許費繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、令和４年度に完了しない議会運営事

業費のほか計４事業を翌年度に繰越しをするため

のものでありまして、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第１６ 報告第２〇議長（山田典幸議員）

号 令和４年度名寄市一般会計予算事故繰越し繰

越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 令和４年度〇市長（加藤剛士君）

名寄市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告

について申し上げます。

持続的畑作生産体系確立緊急対策事業費におき

ましては、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り農業機械の輸入が困難な状況となり、年度内の

事業完了が不可能となったものでございます。な

よろ温泉整備事業費におきましては、半導体不足

により必要な部材の供給が滞り、年度内の事業完

了が不可能となったものでございます。

一般会計予算事故繰越し繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、これを翌年度に繰越しするためのも

のでございまして、地方自治法施行令第１５０条

第３項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第２号を終結いたします。

日程第１７ 報告第３〇議長（山田典幸議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第３号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、令和５年２月１５日午前８時５

５分頃、建設水道部所管の公用車が名寄市西４条

北７丁目道道美深名寄線の交差点を南へ進行中、

一時停止標識がある左方市道から進入をしてきた

相手方車両が当方車両の左後部に衝突をしたもの

でございます。過失割合は本市が２０％であり、

有限会社後藤重機建設への損害賠償として３万５，

０９０円を負担をすることで示談が成立をし、和

解をしたところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第３号を終結いたします。
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日程第１８ 報告第４〇議長（山田典幸議員）

号 債権放棄の状況報告についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第４号 債権放棄の〇市長（加藤剛士君）

状況報告について申し上げます。

本件は、名寄市債権管理条例第１８条の規定に

基づき令和４年度において放棄をした介護保険特

別会計保険事業勘定、病院事業及び水道事業に係

る債権の放棄について報告をするものでございま

す。

まず、介護保険特別会計保険事業勘定におきま

しては債務者の死亡により後見開始等審判請求に

要した経費について１件、５万８，３１０円を放

棄したものでございます。

次に、病院事業におきましては患者が破産、死

亡等の理由により回収見込みのない入院、外来診

療費について１５件、７０万１，５０６円を放棄

をしたものでございます。

次に、水道事業におきましては消滅時効等の理

由により回収見込みのない水道料金について２４

件、２万２，２００円を放棄したものでございま

す。

以上、名寄市債権管理条例第１９条の規定によ

り御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第４号を終結いたします。

日程第１９ 報告第５〇議長（山田典幸議員）

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第５号 公害の現況〇市長（加藤剛士君）

に関する報告について申し上げます。

令和４年度につきましては、関係機関の御理解

と御協力をいただき、大気汚染、水質汚濁、騒音、

振動、悪臭の５項目を中心に、調査、監視等を行

ってまいりました。

まず、大気汚染に関しては、炭化センターにお

いてダイオキシン調査を年２回実施をしており、

排出基準を大きく下回る結果となっております。

次に、水質汚濁に関しましては、名寄川の水質

調査を実施をしており、現行の保護に係る数値は

全て基準未満となっております。生活環境に係る

数値では、令和４年４月１日より水質検査の分析

項目が大腸菌群数から大腸菌数に変更され、１か

所で一度大腸菌数が超過をしていましたので、今

後も注視をしてまいります。また、ゴルフ場の農

薬使用については、関係をする環境保全指導要綱

に基づく水質分析調査を１１月に実施をし、指導

指針値以下であることを確認しております。

次に、騒音、振動、悪臭についてですが、公害

となる苦情はございませんでした。 また、自動車

騒音対策として市内１０か所で２４時間常時監視

を実施をいたしましたが、全ての場所で要請限度

未満の結果となっております。

このほか、地球温暖化対策といたしましては、

第４次名寄市地球温暖化防止実行計画においてＣ

Ｏ 削減目標を令和２年度に対して令和８年度まで２

に４％削減をするとしております。現在実施をし

ております公共施設の照明ＬＥＤ化やウオームビ

ズ、クールビズなどの取組などにより公共施設が

発する温室効果ガスの抑制に努めてまいります。

以上、公害の現況について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、監視等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に努めてまいり

ます。

なお、詳細の内容につきましては、先ほどお届
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けをいたしております公害の現状と対策を御高覧

いただきたいと思います。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第５号を終結いたします。

日程第２０ 報告第６〇議長（山田典幸議員）

号 株式会社名寄振興公社の経営状況についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第６号 株式会社名〇市長（加藤剛士君）

寄振興公社の経営状況について御報告を申し上げ

ます。

令和４年度第５１期の経営状況につきましては、

６月１日の株主総会で報告を受けたところでござ

います。公社の第５１期の決算内容につきまして

は、お手元の事業報告書に記載のとおり、営業損

益では１，７８５万５，９４８円の損失、経常損

益では９万３，０６５円の損失となりました。こ

れに特別利益を加えた税引き前当期純利益は９９

０万６，９３５円で、最終的な税引き後当期純利

益としては７４３万１，７３５円の黒字決算とな

りました。

令和５年度につきましても令和元年１１月に策

定をした経営改善計画の着実な実行を引き続き指

導してまいります。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきます。よろしく

御審議くださいますようお願いを申し上げます。

以上で報告第６号の報〇議長（山田典幸議員）

告を終わります。

報告第６号については、本日の会議終了後に議

員協議会を開催し、質疑を行います。

日程第２１ 諮問第１〇議長（山田典幸議員）

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

諮問第１号 人権擁護委〇市長（加藤剛士君）

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市では８人の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、令和５年９月３０日付で上口里

美氏及び長谷川良雄氏が任期満了となります。

本件は、両氏を再度候補者として推薦をいたし

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により

議会の意見を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（山田典幸議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（山田典幸議員）

議事の都合により、明日６月１０日から６月２

２日までの１３日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、明日６月１０日から６月２２日までの

１３日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）
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て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午前１１時４３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 東 川 孝 義

令和５年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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令 和 ５ 年 第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和５年６月２３日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

２番 富 岡 達 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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本日の会議に２番、富〇議長（山田典幸議員）

岡達彦議員から欠席の届出がありました。

ただいまの出席議員数は１５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 川 村 幸 栄 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（山田典幸議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市総合計画（第２次）後期基本計画の着実

な推進に向けて外１件を、東川孝義議員。

おはようございます。〇１４番（東川孝義議員）

議長より指名をいただきましたので、通告に従い、

大項目２点について順次質問してまいります。

大項目の１番目、名寄市総合計画（第２次）後

期基本計画の着実な推進に向けて伺います。小項

目の１番目、名寄市総合計画（第２次）後期基本

計画の基本となる考え方について。名寄市総合計

画（第２次）は、平成２９年度から令和８年度ま

での１０年間の計画であり、今年度より後期計画

がスタートいたしました。後期計画は、これまで

の前期計画２年、中期計画４年の実績を踏まえ、

また中期計画実施期間の後半３年間は新型コロナ

ウイルス感染症への対応などにより事業内容も変

更せざるを得ない状況下にあり、社会経済情勢も

大きく変化をしております。一方、厳しい状況下

であっても市民ニーズは複雑、多様化しており、

その対応も不可欠であり、名寄市総合計画審議委

員の皆様には後期計画策定に向けて１０回の審議

会を重ね、まとめていただいたことに改めて感謝

を申し上げます。後期計画策定に向けて名寄市総

合計画（第２次）の基本理念であります人づくり、

暮らしづくり、元気づくりの３本の柱は当初計画

どおり継続をされておりますが、名寄市総合計画

（第２次）仕上げの４年間である後期計画推進に

向けて改めて基本となる考え方について伺います。

次に、小項目の２番目、重点プロジェクト事業

の連携と効果の考え方について伺います。後期計

画では、今までの経済元気化プロジェクト、安心

子育てプロジェクト、冬季スポーツ拠点化プロジ

ェクトに加えて、生涯活躍プロジェクトが追加を

されました。そこで、中期計画における重点プロ

ジェクト事業の成果指標をどのように評価をされ

て後期計画の指標目標を設定をされたのか、また

今回追加されました生涯活躍プロジェクトの目的

と基本目標との施策連携をどのように図っていく

のかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、ＳＤＧｓ、持続可能な

開発目標を設定した考え方について伺います。持

続可能な開発目標、ＳＤＧｓは２０１５年９月２

５日、国連サミット総会で採択され、持続可能な

開発のための１７の国際目標であり、その下に１

６９の達成基準と２３２の指標が定められており

ます。ＳＤＧｓとは世界中にある環境問題、差別、

貧困、人権問題といった課題を世界のみんなで２

０３０年までに解決していこうという目標であり、

あらゆる自治体でも取組が進められております。

後期計画において、ＳＤＧｓの１７のゴールに向

けてそれぞれの施策にアイコンが設定をされてお

ります。今までの取組経過において既に実施され

ている項目もあると思いますが、今回改めてＳＤ

Ｇｓを設定された考え方についてお伺いをいたし

ます。

次に、大項目の２番目、名寄市公共施設等再配

置計画について伺います。小項目の１番目、名寄

市の目指すべきまちづくりの将来像について伺い

ます。名寄市公共施設等再配置計画は、昨年３月

に提案されました。この提案に向けて施設の更新、
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統廃合、長寿命化などの対策に向けては公共施設

等総合管理計画及び個別施設計画の策定、実施を

受けて、公共施設等再配置検討委員会において議

論がなされ、提案された内容であると理解をして

おります。公共施設の基本的な考え方として、施

設量の適正化を実現するため、総量縮減に向けた

目標として平成２８年度から２０年間で公共施設

の総延べ床面積を１３％削減するとされておりま

す。公共施設の再配置に向けては人口推移が大き

く影響すると思いますが、平成２７年度に策定さ

れたまち・ひと・しごと創生人口ビジョンから２

０２０年度の国勢調査における人口推移をどのよ

うに受け止め、名寄市の目指すべきまちづくりの

将来像をどのように描いた施策を推進されていく

のかお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、優先される対象施設の

現況と課題について。名寄市が保有する公共施設

は、令和２年度見込みで６６２件、３２万３，７

８４．３３平米であります。延べ床面積で見ると、

学校教育施設が３０％と最も多く、次いで公営住

宅が２０％、病院、医療施設が１１％との報告を

受けております。公共施設は多くの市民の方々が

日々利用される施設であり、現状の総合劣化度、

いわゆる評価点数をどのように受け止め、建て替

えが急がれる公共施設について、現状で優先され

る対象施設の対応と課題についての考え方をお伺

いをいたします。

次に、小項目の３番目、立地適正化計画との関

連性についてであります。名寄市立地適正化計画

は、名寄市都市計画マスタープランと同じくおお

むね２０年後を見据え、２０２０年度から２０３

９年度とされております。立地適正化計画におい

ては、まちづくりの戦略に沿って老朽化して建て

替えが急がれる公共施設について適正な位置に再

配置する方針の下に進められているものと認識を

しております。現在進められております都市計画

マスタープラン計画における都市機能誘導区域へ

の誘導施策において公共施設の再配置計画は大き

な関連性があると思いますが、現状の考え方につ

いてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

おはようござい〇総合政策部長（石橋 毅君）

ます。東川議員から大項目で２点にわたり御質問

いただきました。一括して私からお答えさせてい

ただきます。

初めに、大項目１、名寄市総合計画（第２次）

後期基本計画の着実な推進に向けて、小項目１、

名寄市総合計画（第２次）後期基本計画の基本と

なる考え方について申し上げます。名寄市総合計

画（第２次）後期基本計画は、市民アンケート調

査によるニーズや満足度の把握、各分野の皆様と

の意見懇談会での意見を基に素案を作成し、名寄

市総合計画審議会での審議、パブリックコメント

を経て市議会において議決いただき、令和４年度

末に策定しました。本計画は、基本構想に掲げる

基本理念の下、将来像の実現に向けて前期、中期

の計画を踏襲しつつ、この間の新型コロナウイル

ス感染症、デジタルトランスフォーメーション、

ゼロカーボンの推進など社会情勢の変化に対応し

た具体的な施策を定め、主要施策ごとに成果指標、

ＫＰＩを設定し、施策間連携により推進する重点

プロジェクトはこれまでの経済元気化プロジェク

ト、安心子育てプロジェクト、冬季スポーツ拠点

化プロジェクトに生涯活躍プロジェクトを新たに

加えました。総合計画（第２次）の最終となる後

期計画においては、基本構想で描かれたまちづく

りの方針に沿って、各種事業を推進し、ＰＤＣＡ

を回しながら成果指標、ＫＰＩの達成に向けて取

り組むことにより基本構想の実現につなげてまい

ります。

次に、小項目２、重点プロジェクト事業の連携

と効果の考え方について申し上げます。名寄市総

合計画（第２次）後期基本計画における重点プロ

ジェクトは、３つの基本理念や名寄市まち・ひと

・しごと創生総合戦略との整合性を重視し、施策
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間連携を図ることにより一層効果を発揮する取組

として、前期、中期計画に引き続き経済元気化プ

ロジェクト、安心子育てプロジェクト、冬季スポ

ーツ拠点化プロジェクトを戦略的な取組として選

定しました。さらに、少子高齢化、特に生産年齢

人口の減少が進む中、年齢や国籍、性別、障がい

のある、なしにかかわらず地域の担い手として参

画し、それぞれのライフスタイルに応じた役割や

生きがいを持つとともに、生涯健康で活躍できる

環境づくりに取り組むため生涯活躍プロジェクト

を重点プロジェクトに加えました。中期計画にお

ける成果指標の検証について取りまとめを進めて

まいりますが、新型コロナウイルス感染症による

事業への影響はあったものと考えています。第２

次計画期間の１０年間で継続した取組、評価が必

要であるため、前期、中期の計画を踏襲しつつ成

果指標を設定しております。施策間連携につきま

しては、計画内の重点プロジェクトと基本構想及

び基本計画との関係において各基本目標との関わ

りを表で示しております。特に関わりが強い箇所

を星印で表記しており、生涯活躍プロジェクトは

４つの重点プロジェクトの中でも一番多く星印が

表記されております。行政評価調書においても総

合計画や重点プロジェクトに登載されているか記

入する箇所があり、職員自身も意識をしながら取

り組める仕組みとなっております。総合計画審議

会による外部評価等の協力をいただきながら、そ

れぞれがよりよい事業に成長するよう取り組んで

まいります。

次に、小項目３、ＳＤＧｓ、持続可能な開発目

標を設定した考え方について申し上げます。２０

１５年国連サミットにおいて全会一致で採択され

た持続可能な開発目標は、国際社会全体の目標と

して２０３０年を期限とする包括的な１７の目標

を設定し、誰一人取り残さない社会の実現を目指

し、広範な課題に全世界で統合的に取り組むこと

とされております。国内ではまさに社会全体で取

組を進めており、基礎自治体としても認識を共有

し、よりよい地域、持続可能な社会実現のため取

り組むものと考えております。名寄市総合計画

（第２次）後期基本計画において、踏まえるべき

現下の情勢で持続可能なまちづくりへの対応（Ｓ

ＤＧｓの実践）を示しており、ＳＤＧｓの理念、

目標などと照らし合わせて、全ての主要施策に位

置づけることでＳＤＧｓの達成を推進することと

しています。本市では、これまで国の地方創生Ｓ

ＤＧｓ官民連携プラットフォームや北海道ＳＤＧ

ｓ推進ネットワークに加盟し、情報収集を中心に

取り組んでまいりましたが、先人から受け継いだ

多種多様な地域資源を生かし、ＳＤＧｓの達成に

向けた取組を推進するため、それぞれの主要施策

とＳＤＧｓの関係の見える化を図るため、後期基

本計画から導入をさせていただきました。

次に、大項目２、名寄市公共施設等再配置計画

について、小項目１、名寄市の目指すべきまちづ

くりの将来像について申し上げます。本市の人口

は直近１０年平均で年間２００人を超える社会減

と１００人を超える自然減により３００人を大き

く超える人口減少となっており、２０１５年に策

定した名寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジョ

ンの推計人口２万８，１５６人と２０２０年の国

勢調査人口２万７，２８２人に大きな乖離がある

ことから、道内自治体では人口ビジョンの改定は

ごく少数でありましたが、今年度人口ビジョンの

時点修正、改訂を実施しました。今後のまちづく

りを推進する上で人口減少は重要な課題であり、

公共施設の配置や機能、規模を検討する上でも大

きな要素となるため、名寄市公共施設等再配置計

画では令和３３年までの３０年間の計画を大きく

３つの期間に区切り、人口減少や急激な社会情勢

の変化に対応できるよう柔軟な見直しを図ること

としています。公共施設を戦略的に配置するに当

たり、中心市街地の活性化や住民生活の質の向上

などを目指し、人が集まるまちの重心、コアを設

定し、商業施設や住宅などコンパクトで一体感の

ある中心市街地形成に向けウオーカブルシティー
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の視点も取り入れながら市民の皆さんが集う空間

づくりを目指して進めてまいります。

次に、小項目２、優先される対象施設の現状と

課題について申し上げます。名寄市公共施設個別

施設計画は、平成２８年３月に策定した名寄市公

共施設等総合管理計画及び施設の状況を踏まえ、

施設の計画的な改修やメンテナンスコストに配慮

した施設の長寿命化を目的として令和３年３月に

策定しました。当該個別施設計画では、それぞれ

の施設において目視調査などを実施し、各施設の

劣化状況や修繕必要箇所の把握をするとともに、

施設の安全性、機能性、経済性、社会性、劣化状

況の５つの観点から、総合的な優先順位を検討し、

計画期間である令和１７年度までの維持補修、建

て替え、除却の施設方針を設定いたしました。老

朽化が著しく、今後の施設方針として建て替えと

示された名寄市児童センター及び市立名寄図書館

については、令和３年度に策定した名寄市公共施

設等再配置計画において令和４年度から８年度ま

でのフェーズ１で実現に向けた具体的な配置や、

実施計画を検討することとしています。フェーズ

１においては、児童センター、図書館に加え、コ

ンパクトなまちづくりを推進し、中心市街地の再

生や暮らしやすい居住空間を実現するためのまち

づくり施策や少子高齢化の課題に対応し、将来の

地域づくりの担い手や関係人口を呼び込むための

移住施策に関するものとして、学生寮、ワーケー

ション、生活支援ハウスを対象施設としています。

各対象施設について検討しているところですが、

昨年度開催しました市民ワークショップでは複合

的な機能を持つ図書館を町なかへ設置することが

望ましいと提言をいただきました。これまでいた

だいている他の提言も参考に検討を進めています

が、中心市街地には一定面積の市有地が少なく、

民有地の活用も視野に入れた候補地の選定となり、

老朽化が著しい建物もあることから、それらの対

応についても併せて検討が必要であります。今後

対象施設の機能、規模などの検討とともに財源の

確保や財政状況も鑑み、事業を推進してまいりま

す。

次に、小項目３、立地適正化計画との関連性に

ついてお答えいたします。名寄市立地適正化計画

は、名寄市都市計画マスタープランの一部に位置

づけられ、持続可能で利便性の高い都市構造の実

現に向け、コンパクトなまちづくりへの転換を目

的に都市機能誘導区域と居住誘導区域を定めまし

た。同計画では、都市機能誘導区域に立地すべき

誘導施設を定め、行政施設においても可能な限り

名寄地域の中心生活交流拠点及びその周辺に戦略

的に配置することとしております。名寄市立地適

正化計画や名寄市公共施設個別施設計画など、関

係する計画をより具体的に推進するため、令和３

年度に名寄市公共施設等再配置計画を策定しまし

た。現在老朽化や劣化により安全性や機能に支障

があり、建て替えが必要な施設や中心市街地の再

生、暮らしやすい居住空間の実現、移住定住施策

に関する５施設について令和４年度から８年度ま

でのフェーズ１で検討を進めることとしておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれの項目につ〇１４番（東川孝義議員）

いて答弁をいただきました。確認も含めて改めて

再質問させていただきたいというふうに思います。

１点目の名寄市総合計画（第２次）後期計画の

着実な推進に向けてということで、後期計画の基

本的な考え方、今御答弁をいただきました。今回

の策定に向けてということで市民アンケート、い

ろんな団体で出された御意見、あるいはアウトリ

ーチ等での内容も踏まえてというふうなことでの

御答弁だったというふうに思います。また、成果

指標、ＫＰＩの設定等についてのお話もありまし

た。壇上でもお話をさせていただいたのですけれ

ども、今回の後期計画、総合計画の中期計画、い

わゆる前期計画においてはこの計画の実現には市

民と行政との協働はもちろん、圏域や交流自治体、
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民間団体を含めた連携により絆を深めるとともに、

先ほど答弁にもありました先人により培われた歴

史、文化などの財産を尊重し、地域の特色を生か

した利雪・親雪の理念やコンパクトシティ化を進

めるというふうにされております。今期の後期計

画にも、前段の市長の文章にはないのですけれど

も、大切にしたいまちづくりの基本となる考え方、

ここの中に前期計画より踏襲をされております利

雪・親雪についての考え方が示されております。

ただ、この項目には表示はされているのですけれ

ども、実際では各施策の中でどのように運営を図

っていこうとされているのかこの中ではまだ読み

取れない部分がありますので、改めてその内容に

ついてお聞きをしたいというふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

利雪・親雪の考〇総合政策部長（石橋 毅君）

え方についてですけれども、議員おっしゃったと

おり、ここの大切にしたいまちづくりの基本とな

る考え方、これは基本構想の中の文面ですけれど

も、この基本構想の中に、その中に最初に冬に強

く、雪や寒さを生かした利雪・親雪のまちづくり

に向けた考え方ということで、総合計画の１０年

間の思いを集めた基本構想の中で位置づけさせて

いただいております。この推進の考え方なのです

けれども、名寄市には全国的には本当に非常に珍

しいというか、条例を御存じのとおり持っており

まして、名寄の冬を楽しく暮らす条例というもの

を持っております。この中で設置がうたわれてい

る名寄市利雪親雪推進市民委員会、こちらが条例

で書かれておりまして、その委員会を我々は設置

して、毎年その場でどのような施策を打っていけ

ばいいのかということを議論していただいていま

す。これは毎年ちょっと継続した取組になってお

りますけれども、その中で冬カレンダーを作成し

ていただいたりとか、あとはホワイトマスターの

推薦、推奨をその委員会で推奨していただくとか、

あとは補助金の選定作業もしていただくというこ

とともう一つ、１月とか、１２月、１月、２月ぐ

らいにかけて毎年講習会的なものを実施しており

ました。ただ、本当にそれが利雪・親雪の推進を

する上でどの程度効果を発揮するのかということ

をまた市民委員会の中で議論をしていただいた結

果、昨年、コロナ禍ではあったのですけれども、

講習会という形ではなくて、初めてイベントとい

う形をチャレンジさせていただきました。これは

行政が主導してということでなくて、その委員会

の中で出されて、具現化したイベントなのですけ

れども、これがコロナ禍ということもあって、大

学生を中心にたき火イベントというものを実施し

ました。私記憶しているのですけれども、３０度

近く冷え込むその日の夜に雪あかり館の前でたき

火をして、そこでジンギスカンを食べるといった

ようなイベントをしました。今年度は、これから

会議体開かれるのですけれども、さらに状況も見

ながら多くの市民が参加できるようなイベントを

大きくしながら展開して、市民周知を図っていき

たいということも考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

基本的な考え方、あ〇１４番（東川孝義議員）

るいは昨年実施をしたと。コロナ禍ではあったけ

れども、実施をされたという内容については理解

をさせていただきます。今答弁にもあったように、

名寄の冬を楽しく暮らす条例ということで平成１

８年に制定がされて、計画の中でもまちづくりに

向けた考え方というふうなことでの今御説明、御

答弁だったかというふうに思います。この本文の

中にも書かれているように、この暮らす条例の部

分盛り込まれております。それで、やっぱりどう

も利雪・親雪という、せっかくこの条例があるの

ですけれども、それぞれ名寄の冬を楽しく暮らす

条例、これがどうも各項目の中にどういうふうに

取り込まれて、要するにこの条例というのは市の

責務、あるいは市民の役割というふうに明確に条

例の中にうたわれているのですけれども、なかな

かどうもその部分が見えてこないなというふうに
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思います。市の責務が今７項目設定をされており

ます。それぞれ細かい内容は省略しますけれども、

どうもこれをどのように、名寄の冬を楽しく、利

雪・親雪の条例と絡め合わせて、恐らく組み込ま

れているのだとは思うのですけれども、具体性が

見えてこない。あるいは、市民の立場に立ったと

きも本当にこの名寄の冬を楽しく暮らす条例とこ

ういうふうなつながりがあるのですよというふう

な意味合いがちょっと私の中では感じ取れない。

改めてここの部分お聞きをしたいというふうに思

います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

この条例に込め〇総合政策部長（石橋 毅君）

られた思いというものが市民の共感を得ていない

のではないかという御指摘かなというふうに受け

止めました。そういった御指摘に対して我々も受

け止めさせていただいて、改めてまた広報なり市

民の皆さんにこういった特別な条例を持っている

自治体であるという周知と併せて、やはり分かり

やすいという形ではイベントという形で多くの市

民の皆さんが注目してくれるような取組で、やっ

ている意味をしっかりと発信して、醸成につなげ

ていきたいというふうに考えております。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひお願いをしたい〇１４番（東川孝義議員）

と思います。この名寄ならではの冬の環境、これ

を生かしたいろんな今お話あったイベントだとか、

マイナス分ではなくて、確かに降雪だとかいろん

なマイナス分もあるかもしれないのですけれども、

やはりこの条例にあるこの名寄だからの取組、よ

い部分をもっと前面に押し出して取組を進めてい

っていただければなというふうに思います。

２１年１２月１５日に、利雪・親雪推進に関す

るまちづくりとして５項目の推進項目が提言をさ

れております。改めて申し上げますと、理念の推

進、産業、物流、観光発展に資源を生かす、学校

教育における意識づけの強化、冬季スポーツ指導

者の育成、指導環境整備、寒さに負けない遊具の

保持、これら５項目に対して前期、それから中期

実施事業でどのように評価をされて、後期計画に

結びつけていこうとされているのか、改めてこの

点についての考え方をお聞きをいたします。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

非常にこの利雪〇総合政策部長（石橋 毅君）

・親雪というのは総合計画の中でも基本構想とい

う一番大きな１０年間の共通した目標に位置づけ

られるということですから、やっぱり位置づけと

してもある意味我々が取り組むべきそれぞれの施

策の理念に近いもの、存在なのだと思います。そ

ういった中で、太陽のような存在の考えに対して、

今議員からおっしゃっていただいたような冬季ス

ポーツのことであったり、いろんな幅広い各施策

が理念的なものをしっかりと意識しながらそれぞ

れの施策に浸透させていくという思いで具現化し

ていくという作業になると思いますので、どのよ

うにといいます……説明するというよりもやっぱ

り理念に対してどれだけ我々がコミットして意識

しながらそこを取り入れていくのかという作業が

非常に大事になってくると思いますので、引き続

き、現状いろいろ施策は行われておりますけれど

も、そこを改めて明確に各それぞれが意識しなが

ら進めさせていただければというふうに思います。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ、恐らく自分も〇１４番（東川孝義議員）

その中で組み込まれていると思いますけれども、

やっぱりそれぞれ、今石橋部長がお話しされたよ

うに、意識を持って取り組むか取り組まないかと

いう、ここの部分が非常に大切なのかなという、

意識していないという意味ではなくて、改めてそ

ういう目標を持って取り組んでいただくことをお

願いをしておきたいというふうに思います。

この後期計画を進めるに当たって、これは市長

にお聞きをしたほうがいいのかなとも思うのです

けれども、計画の実現に向けて市民と協働のまち

づくりと、それから近隣自治体、交流自治体や民

間団体と連携を図っていくというふうに明示をさ
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れております。中期計画、それから後期計画の協

働のまちづくりに向けて庁内を総合的、横断的に

取り組み、目標達成に向けて進めていくと。庁内

を総合的、横断的に取り組むというふうな考え方

が出されておりますけれども、具体的に庁内を総

合的、横断的に取り組んでいく考え方、どのよう

に進めようと思っているのか、これは市長にお聞

きをしたいというふうに思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

これ今お話、テーマにあ〇市長（加藤剛士君）

ります冬をいかに楽しく暮らす、利雪・親雪の考

え方で横断的にということもあるのでしょうし、

今様々な総合計画の中でもテーマがありますので、

その中でやっぱり施策間の連携というか、重点プ

ロジェクトに関しても様々な分野に、部署に、あ

るいは団体等にまたがっているという事案が多数

あるというか、全ての施策が今１つの部署にとど

まらずに様々な部署、あるいは民間と連携しなが

ら前に進めていかなければならない問題だという

ふうに思います。重要なテーマについては庁内に

おいてプロジェクトチームみたいなもの、ＤＸな

んかも今やっていますし、部活動なんかも庁内の

そうしたチームをつくって、その都度具体的に横

断的に議論をしているということやっていますけ

れども、こうした問題に、幅広く皆さんで検討し

ていかなければならない問題に関しては逐次そう

した機を捉えまして、そういう庁内、あるいは民

間の皆さんとも連携したプロジェクトチーム、あ

るいは議論をする場を設けて、施策を推進してい

くということが特に昨今大事になってきていると

いうふうに思いますので、そうした進め方を今も

やっておりますし、今後も施策によってはそうし

た事業の進め方をしていくということになろうか

と思います。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

今市長のほうからお〇１４番（東川孝義議員）

話をいただきました。既にこういうふうな形で進

めていると具体的な事例も含めて御答弁をいただ

いたかな。改めて今後後期計画の中ではそれを踏

襲をしていただきたいし、課題については庁内横

断的といってもお互いの無責任だとか、そういう

ふうな、やっぱりどこがポジションを取るのかと

いうのもある面では大切な部分なのかなと。この

課題に対しては横断的とはいいながら、どこかや

っぱりそこイニシアチブを取っていく部署も必要

なのかなというふうに、今もそういうふうな形で

進められていると思いますけれども、その辺のお

願いを改めてしておきたいというふうに思います。

重点プロジェクト事業の連携と効果の考え方と

いうことで、先ほど石橋部長のほうからまち・ひ

と・しごととの連携を含めて進めていくというふ

うな御説明もございました。当然今回生涯活躍プ

ロジェクトというのも追加をされて、重点プロジ

ェクト連携を進めて、特に重要なものは星印でと

いうふうな御答弁もあったかというふうに思うの

ですけれども、実は前回の中期計画、これ星印は

特に重要なつながりということで説明があったの

ですけれども、今回の後期計画、それがないので

す、いろいろ見たのですけれども。やっぱりこの

辺、特に力を入れたい部分という部分が、ちょっ

とその辺がこの中に掲載をされていないので、改

めてではないのですけれども、今後何かの機会の

中でそれぞれまずお伝えをしていっていただけれ

ばなというふうに思います。

それで、今回もダイジェスト版、中期計画に引

き続いて出していただきました。今回基本目標の

具体的な取組についてはＱ＆Ａ方式といいますか、

非常にそういう面では分かりやすい内容だったの

かなというふうに思います。今後今説明の中であ

った重点プロジェクトに関する事業の数値目標、

前回の中期計画、先ほど部長説明あったように、

成果指標なりＫＰＩ、主要項目、実はこれ中期の

ときにはそれぞれ個別の部分もしっかり掲載がさ

れていたのですけれども、今回の後期計画はその

目標がないのです。数値化してＫＰＩで取り組む

というお話の中にお話はあったのですけれども、
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実際にではこのダイジェスト版の中にどのような

数値目標かというのが見えないのです。重点プロ

ジェクトだけは一部その部分が何点か掲載がされ

ております。先ほど御説明あったように、その目

標に向かって取り組むというふうな、せっかく市

民全員に伝わっているこのダイジェスト版にその

辺の成果指標等が盛り込まれていないという内容

についてどのように考えているのかお伺いをした

いというふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今御指摘いただ〇総合政策部長（石橋 毅君）

いた各基本目標との関わりの星印のことも含めて、

これは、すみません、本編のほうでは全て載せさ

せていただいておりまして、今回のダイジェスト

版についてのピックアップの対象になっていなか

ったという御指摘と受け止めました。その中で、

おっしゃるとおり、ＫＰＩという形での重点プロ

ジェクトの目標についてはこの中では若干ＫＰＩ

としては一応載せさせていただいておりますけれ

ども、このダイジェストの目的がやはりまずは分

かりやすく総合計画を解説していくということが

一番の目的であって、私がこの冊子を作るに当た

って担当と議論させてもらったのは、中学生、小

学生高学年が読んでも分かる内容をしっかり作っ

てほしいということでオーダーをして、この編集

をさせていただきました。極力我々の目線で作っ

て、自己満足という形ではなくて、やはり市民の

皆さんにどれだけ読んでいただけるかということ

が一番この価値を上げることだと思っていますの

で、お気づきの点がありましたら今後も御指摘い

ただきながら我々も研究して、分かりやすい広報、

周知に努めていきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

今部長からお話をい〇１４番（東川孝義議員）

ただきました。本当に何ぼいいもの作っても読ん

でいただかなければただの紙になってしまうので、

分かりやすくというふうな意味合いの中で今回、

そういう面では本当に、先ほどお話をさせてもら

ったように、このＱ＆Ａの説明の内容というのは

非常に読んでいても分かりやすいなというふうに

思っております。ただ、私が要望したかったのは

その辺の成果指標というのがどこかに何か一覧表

にでもあるとまだよりよいものになったのかなと

いうふうに感じておりますので、それはいろんな

形の中でお伝えをしていただければいいのかなと

いうふうに思います。

次に、小項目の３番目、ＳＤＧｓ、取組の内容

については見える化を図っていくと。今までも既

に地方創生、それから北海道のＳＤＧｓの中で取

組を進まれているというふうなことお話がござい

ました。要するにＳＤＧｓの推進をしていくとい

うのは、部長お話しのように、取組を見える化し

て、多くの行動を促進する視点だというふうに自

分も理解をしております。特に今回コロナ明けの

中での後期計画のスタート、この３年半ぐらいコ

ロナ禍の中でと先ほど部長の答弁にもありました。

コロナ禍の中の後の取組という言葉の中でポスト

コロナだとか、あるいはビヨンドコロナだとかい

ろいろ今言われておりますけれども、やっぱり後

期計画を進めていく上で、コロナが終わって、で

はコロナ以前の取組ですよというふうに元に戻し

て、ではこういう形を進めていこうと。なかなか

そこに踏み込めない。やっぱりこの３年ちょっと

のブランクというのは、市民の皆さんにも新しい、

以前こうやっていたからこうだよねというふうに

比較を例えばされてもなかなかそこにすぐ入り込

めない。ある面では企画の段階からまたしっかり

取り組んでいかなければならないのではないのか

なというふうに思っているのですけれども、この

辺、ＳＤＧｓ、それぞれ個別の目標が設定をされ

ておりますけれども、それを含めてやっぱり見え

る化をしていくという、いろんな行事の企画につ

いて、運営についてどのようにお考えなのか、ち

ょっとその辺についての考え方をお聞きをしたい
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というふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

いろいろな市内〇総合政策部長（石橋 毅君）

で行われる市民の皆さんが楽しみにしているよう

なイベントであったり、そういったものがやはり

自治基本条例で言う協働のまちづくり、お互いが

顔の見える関係、信頼できる関係を構築していく

上では非常に重要なのだと思っています。その中

で行政が果たせる役割、その部分はしっかりと我

々としても働きかけたり、いろいろな行動を起こ

しながら努力はさせていただきます。そのほかに

いろいろな団体、市民の皆様方にもやはり次のポ

ストコロナとウィズコロナではなくて、ポストコ

ロナという生活の送り方を一緒に考えていきなが

ら、今やれる範囲というものをお互いに情報共有

しながら進めていきたいと。その中でやはり我々

が、行政がやれることについてはしっかりとリー

ダーシップを取って、ここまで我々はやっていま

すよという発信も大変重要になってくるのかなと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

先日もある会合の中〇１４番（東川孝義議員）

で今年から４年前の事業をやろうよと言ったら、

担当している人いないよ、では資料見て、それで

やろうかというふうなお話をちょっと伺ったこと

もあります。なかなかそれだけで、継続していく

ときにはいろんな手法をその都度、前年度の反省

を踏まえて、では次、今年はどうやろうかと。や

っぱりこの３年半、約４年のブランクというのは

非常に大きい。ですから、当然先ほど石橋部長が

行政がリーダーシップを発揮してというふうな意

味合いも十分言葉として受け止めますけれども、

そこに関わる市民の方が非常にある面ではブラン

クの部分、ずっと携わっている人はいいのですけ

れども、そこに、行事だけに参加をするという形

になるとどうもやっぱり二の足を踏むというふう

な、目に見えないこのブランクというのが非常に

大きいのがあるなというふうに感じておりますの

で、その辺石橋部長の意気込みをポストコロナの

今後のいろんな施策に生かしていただきたいとい

うお願いを申し上げて、次の大項目の２番目、名

寄市の目指すべきまちづくりの名寄市公共施設等

の再配置計画というふうなものについて改めて質

問させていただきます。

当然公共施設等の再配置については人口が非常

に影響するというふうなことで、先ほど当初まち

・ひと・しごと創生人口ビジョン、２０１５年度

が２万８，１５６人、２０２０年が２万７，２８

０人と非常に国勢調査の中で乖離が出ているとい

うふうなことで、人口ビジョンも改定をされたと

いうふうなことで、今後も戦略的ないろんな名寄

市の目指すべき将来像の中では中心市街地、コア

を設定をしながら戦略的なものを進めていくとい

うふうな御答弁をいただいたかというふうに思い

ます。人口問題を答弁をいただきましたが、まち

・ひと・しごと創生人口ビジョン、今年の５月に

改定をされて、今回改めて改定をされたのですけ

れども、先ほど総人口に対する社会減が２００人、

自然減が１００、年間大体３００人ぐらい減って

いますよというような御答弁だったというふうに

思いますけれども、これは数字ではそういうふう

に見えるのですけれども、ではこの実態、どうい

うふうに受け止めて、今後の施策に生かそうと思

っているのか、その辺の考え方があればお聞きを

したいというふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

ここの動きにつ〇総合政策部長（石橋 毅君）

いては、基礎自治体だけの動きではなくて、やは

りこれは国内の動きなのだというふうに認識して

おります。そういった中で、今国においても子育

ての部分での考え方が示されておりまして、そう

いった部分で我々もしっかりと情報収集しながら

施策展開をしていかなければならないというふう

に考えております。あとは、社会減という部分に

おきましては、ここについてはやっぱり経済活動、
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産業をしっかりと振興していかなければならない。

やはり働く場所があって人が住めるというところ

もありますので、そういった部分も含めてこれは

市役所としても産業振興というのも役割の一つで

すから、そこについてはしっかりと力を入れてい

かなければならないのかなというふうに考えてお

ります。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

いろんな施策を進め〇１４番（東川孝義議員）

ていく上でこの人口の問題、当然国全体の問題だ

とか、あるいは北海道、いろんな市町村、全部同

じような歩みですよと。そういう中でも名寄市が

やっぱり市立大学、あるいは自衛隊、市立総合病

院、いろんな形の中で人口は減ってはいるのだけ

れども、ほかの市町村から比べると減り具合は少

ない。ですから、そのときに、今お話にありまし

たように、子育て環境だとか女性の働く場だとか、

いろんな形の中、加えて先ほど言われた社会減を、

これを減らしていくためにはここで働ける環境、

やっぱりそういうのが非常に重要だというふうに

思いますので、その辺はまた個別の中でお話をさ

せていただきたいと。基本的な考え方については、

理解をさせていただきたいというふうに思います。

それから次に、小項目の２、優先される対象施

設の現況と課題ということで先ほど御答弁をいた

だきました。それぞれの公共施設等については、

目視の調査、あるいは劣化度等をしながらそれぞ

れ進められているというふうなお話だったかとい

うふうに思います。評価点数等の考え方について

も御答弁をいただいたかなというふうに思います。

それで、優先される施設の中で今後建て替え、あ

るいは除去、それから維持補修というふうな形の

ものでそれぞれ劣化度に合わせて取組を進めてい

かれるというふうなことで、その中で具体的に図

書館、児童センター等、非常に設備の安全、それ

から劣化度から見て優先される施設の一つだとい

うふうに思っております。これ非常に３番目の立

地適正化計画の中での関連というようなことも壇

上でもお話をさせていただいたし、先ほどの答弁

の中でも中心市街地に優先的に配置をするという

ふうな、今そのほかに学生寮、生活支援ハウス、

ワーケーション施設、これらの５施設、フェーズ

１というふうなお話での内容だったかなというふ

うに。フェーズ１は５年間、フェーズ２は１０年

間、フェーズ３は１５年間というふうな取組にな

っているのかなと。答弁をお聞きした中で、やは

り優先される公共施設とまちの中での中心市街地

に優先的に配置をするという、この辺、非常にま

ちの中にも建物が危険な建物等も正直言って見受

けられます。それぞれこれは行政の持ち物であれ

ばいろんな対応も可能なのかなと。先ほどもお話

あったように、民間だとか、そういうふうな個人

の持ち物等もあるのかと思いますけれども、ある

程度やっぱりこの辺しっかりと具体的なものとい

うのも一定程度取組をしていかないと、なかなか

見えてこない部分もあると思うのです。この辺の

考え方について今の時点で何かあれば、お聞きを

したいというふうに思います。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

議員前段のお話で公共〇副市長（橋本正道君）

施設の老朽化も含めて維持補修、長寿命化など様

々な御指摘をいただいたところです。公共施設、

どういうふうに配置するかってやはり優先順位を

決めていかなければなりませんが、一方では議員

御指摘のとおり、我々の持っている公共施設と同

じと思うのですけれども、高度経済成長期に建て

られて老朽化している建物が特にこれから我々が

目的とする居住誘導区域への公共施設の配置とと

もに一つ課題となっているのはこれ間違いない事

実だと思っております。その中でも特に、まちの

ちょうど真ん中にあるのですが、西２条南７丁目、

旧みまつビルというのも非常に老朽化が激しく、

我々のほうでも様々な安全策取っておりますけれ

ども、過去には北側の壁等の剥落、それからせん

だって見に行ったのですけれども、やはり西側も

かなり危険が迫っているということでありますし、
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何よりもハトの被害が非常にひどくて、不衛生な

状態がある。行政としてもここはちょっと今看過

できない状況にはなっています。こういったこと

を受けて、先ほど議員と市長との話の中で庁内、

全庁的に対応しなければならないという部分もあ

りましたけれども、恐らくこれも都市機能の中で

これをどうするかというというのは全庁的に進め

ていかなければならない問題だということで、こ

れをどうするかということで今庁内の中で議論を

全庁的にしております。この間立地適正化の議論

の中では、北大の森先生のセミナー等もありまし

た。中でも先生のお話の中ではウオーカブルシテ

ィーということで、歩くために一番いいようなま

ちをつくっていく、言い換えるともしここの旧み

まつビルを解体するとなると、ではその後にどう

いった建物を造って、都市機能の誘導機能、歩き

たくなって、そこを拠点にしていろんなまちづく

りにつくっていくものが恐らく求められるのでは

ないかなと思っておりまして、庁内の議論の中で

は居住する、何かの形で住まわれるというような

ものが一番いいのではないかなと思っています。

これいろんな意見があります。例えば今出ました

学生寮であったり、それからワーケーションに、

居住ではないですけれども、一時滞在できるよう

なもの、あるいはゲストハウス、これ海外の観光

客向けだとか様々な議論ありますし、この間の高

校の統廃合という面もありましたので、ひょっと

したら名寄高校に対して資するようなものがある

かもしれません。そういったような形で我々も考

えていたのですが、やはりここはこういったディ

ベロップを得意とする民間としてはまちづくり会

社さんがありますので、まちづくり会社さんのほ

うもいろんなところでここは考えていただいてい

るようです。ですので、これ官民連携の一つの最

初のステップの事業にひょっとしたらなるかもし

れません。ここで解体して何かを建てることによ

って都市構造再編集中支援事業の補助金も取れる

ような形でいければいいと思うのですけれども、

建物の所有者、土地の所有者、それから様々な利

害関係者、法的な部分の整理もしなければなりま

せんけれども、これちょっと緊急な対応が必要か

なと思っておりまして、市のスケジュール感から

きますと８月がローリングありますので、その間

までに少し、１歩でも２歩でも進めてまいりたい

と思います。御指摘のとおり、老朽化している建

物はここだけではなく、市内各所あります。特に

まちの中のそこのところをどうしていくかという

のが、市有地が少ないという市の状況もあります

ので、併せてここは議論しなければなりませんし、

前回お話ししたとおり、例えば東病院を町なかの

ほうに持っていくという議論ですとか、それと図

書館等のフェーズ１でどういうふうに据付けする

か、これは動線等の問題もありますので、ここの

旧みまつビルの議論を皮切りにそちらのほうの議

論もいろんな情報提供しながら活性化させたい。

ただ、これ我々だけが決めるものではありません

ので、当然市民の皆さんとの意見交換もしながら

進めなければならない案件だと思っております。

優先順位をつくるのは難しいのですけれども、で

きるだけスピードアップしながら進めてまいりた

いと思います。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

副市長のほうから今〇１４番（東川孝義議員）

民間の施設とはいいながら非常に危険な状態にな

っているというふうなこと、その中で今名寄市の

公共施設等再配置に向けて具体的に検討を進めて

いくというふうなことで前向きな御答弁をいただ

きました。非常に８月のローリングに向けてとい

うというふうな御答弁もお話の中であったかとい

うふうに思います。実際にいろんな施設、都市機

能をそこにいろんなもの、施設を持っていくとい

うことになれば、先ほどもお話あったように、や

っぱり今後そういう配置の中で移動していくとき

の手段だとかというのも非常にまた重要なポイン

トになってくるのかなというふうに思いますので、

その辺をまた改めて次の機会の中で再度質問させ
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ていただきたいというふうに思います。いずれに

しても、公共施設、優先される建物が非常に多く

なっておりますので、それぞれやっぱり計画的に、

あるいはタイムリーな中で被害等が出ない状況の

中での対策を求めて、私の質問を終わらせていた

だきます。

以上です。

以上で東川孝義議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

生涯活躍プロジェクトの推進に向けて外１件を、

山崎真由美議員。

議長の御指名をいた〇３番（山崎真由美議員）

だきましたので、通告順に従いまして、大項目で

２点質問させていただきます。

最初に、大項目１、生涯活躍プロジェクトの推

進に向けてお伺いいたします。平成２９年度から

スタートした名寄市総合計画（第２次）は、前期

及び中期計画期間を終え、今年度さらに生涯活躍

プロジェクトを重点プロジェクトに加えて、取組

が進められています。

そこで、生涯活躍プロジェクト推進に向けて質

問いたします。まず、小項目１、名寄市総合計画

（第２次）後期基本計画初年度の具体的施策につ

いてお伺いいたします。成果指標として示された

地域連絡協議会活動事業数、市民講座参加者数、

市立大学公開講座の開催回数、介護予防、フレイ

ル予防教室参加人数の指標項目について初年度と

なる今年度、特に取り組まれる具体的施策につい

てお伺いいたします。また、重点プロジェクトと

しての取組であることから、昨年度に比べステッ

プアップする内容についてそのポイントをお伺い

いたします。

次に、小項目２、重点プロジェクトとしての取

組がもたらす４年後の姿についてお伺いいたしま

す。後期基本計画最終年の２０２６年度及びその

後の姿として名寄市の理想とする姿をどのように

描くのか、その意向についてお伺いいたします。

次に、小項目３、生涯活躍できる環境の整備に

ついてお伺いいたします。年齢や国籍、性別、障

がいのある、なしにかかわらず地域の担い手とし

て参画し、それぞれのライフスタイルに応じて役

割や生きがいを持ち続け、生涯健康で活躍できる

ようにするにはソフト面、ハード面ともに環境整

備が必要であると考えます。環境の整備について

の考えと計画についてお伺いいたします。

次に、大項目２、安定した学びを保障する教育

の実現について、小項目１、不登校児童生徒への

対応についてお伺いいたします。令和３年度決算

審査特別委員会で示された資料によると、１１日

以上の長期欠席の児童生徒数は小学校で令和元年

度９名、令和２年度２２名、令和３年度２０名で

ありました。また、中学校では、令和元年度４５

名、令和２年度５５名、令和３年度６５名と増加

の傾向を示しています。これは、令和２年度から

始まった新型コロナウイルス感染症への不安も影

響していると考えられますが、令和４年度の児童

生徒の長期欠席数はどのような状況であったのか

お伺いいたします。

また、不登校児童生徒への対応は、担任が中心

に学校全体で取り組まれている上に、家庭や関係

機関との連携を図りながら丁寧に進められている

ものと認識しています。児童生徒が一人一人異な

る人格である以上、１００人に対しては１００通

りの対応が必要となりますが、効果的な対応事例

についてお伺いいたします。

次に、小項目２、特別支援教育の現状とインク

ルーシブ教育の推進についてお伺いいたします。

本市における特別支援教育は、特別支援連携協議

会と特別支援教育専門家チーム委員会議が組織さ

れ、充実した取組が進められている上に、名寄市

立大学を有する自治体としての優位性もあると認

識しています。本市における特別支援教育の現状

についてお伺いいたします。

また、それぞれ違う特性を持つ個人が集団とし

て共に生きていく上では、インクルーシブ教育の

重要性が一層高まっていると考えます。本市にお
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ける状況についてお伺いいたします。

次に、小項目３、ヤングケアラーに対する支援

策についてお伺いいたします。自治体のヤングケ

アラー支援事業に対する国の補助率が２分の１か

ら３分の２に引き上げられました。本市における

ヤングケアラー支援事業の計画についてお伺いい

たします。

また、北海道においては令和４年４月にケアラ

ー支援条例を施行しています。本市の実情に即し

た（仮称）名寄市ケアラー支援条例制定に向けた

本市の意向についてお伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

山崎議員から大〇総合政策部長（石橋 毅君）

項目で２点にわたり御質問いただきました。大項

目１は私から、大項目２のうち小項目１と２は教

育部長から、小項目３はこども・高齢者支援室長

からお答えをさせていただきます。

初めに、大項目１、生涯活躍プロジェクトの推

進に向けて、小項目１、名寄市総合計画（第２

次）後期基本計画初年度の具体的施策について申

し上げます。今年度から開始となった名寄市総合

計画（第２次）後期基本計画は、基本構想に掲げ

る基本理念の下、将来像の実現に向けて前期、中

期の計画を踏襲しつつ、社会情勢の変化に対応し

た具体的な施策を定め、主要施策ごとに成果指標、

ＫＰＩを設定し、施策間連携により推進する重点

プロジェクトはこれまでの経済元気化プロジェク

ト、安心子育てプロジェクト、冬季スポーツ拠点

化プロジェクトに生涯活躍プロジェクトを新たに

加えました。生涯活躍プロジェクトでは４つの成

果指標、ＫＰＩを設定しており、地域連絡協議会

活動事業数は小学校区を基本とした市内７つの地

域連絡協議会において行われる事業に対して支援

しております。これまで景観美化活動やスノーラ

ンタン、防災訓練などの事業が行われていますが、

新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行

により様々な交流活動の再開が予想されることか

ら、地域との協同によりしっかり支援してまいり

ます。

次に、市民講座参加者数は、市内３つの公民館

が市民のニーズに応じて趣味や教養について基礎

的、基本的な事項を学ぶ場として開設しておりま

す。それぞれの公民館の特色を生かした生涯学習

活動を推進します。講座の種類や内容によっては、

オンラインでの開催や、他の部署との連携による

講座を実施してまいります。

次に、市立大学公開講座の開催回数は、大学の

知的資源を活用し、地域への情報発信や研究成果

の公表を行い、市民の生涯学習に資することを目

的に開催しています。関係機関、団体との共催、

協力による講座や例年に比べ大学教員を講師とし

た公開講座回数を増やすなど、生涯学習の機会創

出に努めてまいります。

最後に、介護予防教室参加人数は、地域の高齢

者が介護予防に向けた取組を主体的に実施できる

ように介護予防に関する知識の普及啓発を行うこ

とを目的とし実施しており、町内会や老人クラブ

などに案内し、フレイル予防に係る講話や運動を

行っております。新型コロナウイルス感染症の５

類感染症への移行に伴い依頼の増加が予想される

ため、多くの皆様に参加いただけるよう努めてま

いります。

新型コロナウイルス感染症による行動制限から

個人の選択を尊重し、自主的な取組が可能となる

など、これからの社会変動に合わせて各種事業の

成果指標、ＫＰＩの達成に向けた取組を通じて生

涯健康で活躍できる環境づくりに努めてまいりま

す。

次に、小項目２、重点プロジェクトとしての取

組がもたらす４年後の姿について申し上げます。

名寄市総合計画（第２次）後期基本計画における

重点プロジェクトは、複数の基本目標にわたる施

策間連携により一層の効果が見込まれる取組かつ

人口減少の克服を主眼とし、特に取り組むべき施

策を示した名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦
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略との整合性を図ることとしております。中期計

画に引き続き、経済元気化プロジェクト、安心子

育てプロジェクト、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトに取り組むこととし、少子高齢化、特に生産

年齢人口の減少が進む中、年齢や国籍、性別、障

がいのある、なしにかかわらず地域の担い手とし

て参画し、それぞれのライフスタイルに応じて、

役割や生きがいを持つとともに、生涯健康で活躍

できる環境づくりに取り組むため生涯活躍プロジ

ェクトを新たな重点プロジェクトとして加えまし

た。後期計画の最終年の２０２６年度へ向けては、

社会経済情勢の動向を展望しながら、長期的な視

点で本市が目指す都市像を明らかにするとともに、

まちづくりの目標を定め、その目標の実現に向け

た基本的な方針として定めた基本構想の実現に向

け、重点プロジェクトにおける成果指標ＫＰＩに

対しそれぞれの取組を深化させることにより毎年

度総合計画審議会において進捗管理を行い、ＰＤ

ＣＡを回しながら目標達成に向け取り組んでまい

ります。

次に、小項目３、生涯活躍できる環境の整備に

ついて申し上げます。生涯活躍プロジェクトにお

いては、地域の担い手として全世代、全ての人を

対象とし、そのライフスタイルに合わせて活躍で

きるよう環境整備を進めるため、各施策の中で必

要な事項について検討することとなります。推進

のスキームとしては、毎年度行われる実施計画事

業の行政評価やローリングにおいて協議し、財源

の確保や財政状況を鑑み、進めてまいりますが、

民間企業や関係団体との連携による取組も想定さ

れるため、今後の社会変動を的確に捉え、官民連

携による環境整備なども検討してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項目２、〇教育部長（木村 睦君）

安定した学びを保障する教育の実現について、小

項目１、不登校児童生徒への対応についてお答え

いたします。近年全国及び道内の不登校児童生徒

数は増加し続けており、文部科学省の令和３年度

児童生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課

題に対する調査では道内の不登校児童生徒数は約

１万１，３００人に上り、過去最高となるなど生

徒指導上の喫緊の課題となっております。本市の

令和４年度の１４日以上の長期欠席者は小学校２

０人、中学校５４人で、令和３年度からは減少し

たものの、少なくない状況です。そのため、不登

校対策については各学校において児童生徒の一人

一人の実情に応じたきめ細かな指導・支援を行う

ため、児童生徒理解・教育支援シートなど、各種

データの有効活用に努めるとともに、保健室、相

談室、校内別室登校用教室など、学校内における

居場所づくりを進め、個々のニーズに応じた適切

かつ効果的な教育、相談の機会や場の確保に努め

ております。一例として、昨年不登校傾向の生徒

と教員や教育相談センター職員が面談を行い、そ

の生徒の実態、状況を十分に把握し、生徒に合っ

た活動の場として学校の別室での活動を提案した

ところ、当該生徒は教室に入ることは難しいもの

の、別室での活動は続けることができ、現在も別

室登校でありますが、学校に登校できる事例も出

てきております。

次に、小項目２、特別支援教育の現状とインク

ルーシブ教育の推進についてお答えいたします。

特別支援教育とは、障がい等のある児童生徒の自

立や社会参加に向けた主体的な取組を支援すると

いう視点に立ち、児童生徒一人一人の教育的ニー

ズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上

の困難を改善、または克服するため適切な指導及

び必要な支援を行うものです。そのため本市にお

いては教育、医療、保健、福祉等の関係者を構成

員とした心身に障がいのある児童生徒の就学の適

性を図ることを目的としている教育支援委員会を

適宜開催し、当該児童生徒の状態等を踏まえて、

適切な教育機会が提供できるよう努めております。

具体的には、本市の各学校の特別支援学級におい

ては基本小中学校の学習指導要領に沿っておりま
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すが、児童生徒の障がいの状態等に応じて特別支

援学校の学習指導要領を参考として特別の教育課

程を編成し、指導、支援をしております。また、

通常の学級においては、困り感を抱えている児童

生徒の実態等に応じ指導内容や指導方法を工夫し

ているところです。さらに、本市では特別な支援

を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参

加までの切れ目ない支援体制構築に向け、名寄市

立大学が有している高度な専門性を活用して、幼

小中高大、関係機関等が連携、協力した名寄市特

別支援連携協議会、名寄市特別支援教育専門家チ

ームを組織し、特別支援教育の充実に努めており

ます。

次に、インクルーシブ教育についてであります

が、障がいのある、なしにかかわらず誰もが相互

に人格と個性を尊重し、支え合い、人々の多様な

在り方を相互に認め合える全員参加型の共生社会

の形成に向けて、学校教育においては障がいのあ

る子供と障がいのない子供が共に学ぶインクルー

シブ教育システムの理念の下、その構築のために

特別支援教育を着実に進めていくことが求められ

ております。そのため、教育委員会では前述した

とおり特別支援教育の充実に取り組んでおり、個

々に必要とされる合理的配慮の提供や基礎的環境

整備の充実を図るために、特別支援教育学習支援

員や看護師、生活支援員の配置、エレベーター、

階段昇降機等の設置などにも取り組んできており

ます。教育委員会といたしましては、今後ともイ

ンクルーシブ教育システムの理念の重要性を踏ま

え、名寄市立大学など関係機関との連携、協力を

さらに密にして、障がいのある子供と障がいのな

い子供が共に学ぶ仕組みが一層充実するよう取り

組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松田こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

私か〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

らは小項目３、ヤングケアラーに対する支援策に

ついてお答えをいたします。

国では、令和５年度からヤングケアラーの支援

体制を強化するため実態調査や福祉、介護、医療、

教育などの関係機関職員への研修、ヤングケアラ

ーコーディネーターの配置などを実施する地方自

治体に対して補助率を２分の１から３分の２に拡

充してきたところです。令和４年４月１日に北海

道ケアラー支援条例が制定され、本市としまして

はポスターやリーフレットを窓口に設置するなど

市民への周知や北海道主催のヤングケアラーに関

する研修会に職員が参加をし、学校現場において

も令和４年度に北海道教育委員会のヤングケアラ

ー支援に係るオンデマンド研修を各学校で３回実

施をし、ヤングケアラーの実態と支援について理

解を深めてきております。また、研修に参加した

職員が民生委員児童委員の地区定例会においてヤ

ングケアラー支援の取組状況などについて説明す

る機会をいただき、周知を図ってまいりました。

学校や民生委員児童委員等からの情報提供では、

ヤングケアラーの可能性がある場合は、家庭訪問

時にヤングケアラーについての説明を行い、学校

など関係する機関へは見守りや連携した対応につ

いて依頼をするなど支援を行ってきているところ

です。ヤングケアラーについては、令和３年度に

国は無作為抽出による全国の小学校３５０校や小

学６年生約２万４，５００人及び大学３年生約３

０万人を対象としたアンケートを実施しており、

また北海道においても札幌市を除く道内の公立中

学校２年生及び公立高校２年生や公立中学校及び

公立高校、市町村が任用しているスクールソーシ

ャルワーカーを対象にしたアンケート調査を実施

してきており、今後支援に向けた取組が展開され

てくるものと考えております。まずは、職員がケ

アラーに関する知識を学び、市民に対して情報を

共有する機会を増やし、必要に応じて国の補助金

を活用しながら支援する体制の構築を進めていき

たいと考えております。本市におけるケアラー支

援条例の制定につきましては、現段階においては
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北海道ケアラー支援条例の基本理念をしっかりと

理解をし、それに沿った取組、支援を実施してい

くことが重要であると考えておりますので、御理

解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁をい〇３番（山崎真由美議員）

ただきましたので、再度質問させていただきたい

と思います。

まず、大項目１の生涯活躍プロジェクトの推進

に関わるところで、小項目の１で基本施策のこと

についてお伺いをいたしました。成果指標として

示された４つの項目について石橋部長から御答弁

をいただきました。その中でいろいろな教室です

とかそこへの参加、啓発を図るところの町内会へ

の御案内であったり、老人クラブへの御案内をし

ていただいているということ、今までもその状況

見たりしておりましたので、それについては変わ

らず進めていただいているというふうに思ってい

るのですが、地域の中に目を向けてみましたとき

に、老人クラブが解散したという情報が最近多く

入ってくるようになったなというふうに感じてい

ます。私の住まいする風連地区においてもここ３

年ぐらいでどこどこの地区が解散されましたとい

うような話も聞いていましたが、この後も１つ解

散せざるを得ないのではないかという話を伺って

います。その原因といいますか、要因をお尋ねし

ますと、会員数の減少ということが言われるのは

仕方のないところもあるのかなと思っているので

すが、役員の引受手がいないということ、それか

ら事務局を担ってくれる人がいないということが

聞こえてくるところがあって、その点について何

とか町内会等でも対応できるところはないのかな

というふうに思って聞いているところですが、こ

の情報について部長はどのようにお考えになられ

るでしょうか。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

ただいま老人ク〇健康福祉部長（馬場義人君）

ラブの御質問でございましたので、私のほうから

答弁させていただきたいというふうに思います。

今議員からの御指摘の事項につきましては、昨

年の地域懇談会だったかというふうに思いますけ

れども、一部の町内会長さんからもそういうよう

な実態があるということでお伺いをしているとこ

ろでございます。内容等々につきましては一部確

認はさせていただいておりますが、各単位老人ク

ラブについては自主的な活動として一部運営に対

する、市のほうが老人クラブ連合会に対して補助

させていただきながら、一定社会福祉協議会さん

のほうに老人クラブ連合会の事務局を持っていた

だいて、支援をしていただきながら、単位老人ク

ラブの活動を実施していただいているというふう

に認識させていただいております。各論について

は全ては把握しているわけではございませんので、

何とも言えない部分はあるかというふうに思いま

すけれども、いずれにいたしましても多様化な時

代でございまして、昔から比べますと稼働年齢と

いいますか、働いていらっしゃる方々の年齢も昔

に比べるとすごく上がってきているのかなという

ふうに思っております。先般のチャレンジデーに

行きまして、ございまして、私各いろんなスポー

ツ団体の御挨拶にもちょっと一部寄らせていただ

きましたが、聞くとスポーツの団体のほうにも退

職した後に入っていただくという方々がなかなか

入ってこないというか、入会していただけないと

いうようなお話も伺いました。事務局の段階もあ

るかというふうに思うのですけれども、そういっ

たところの部分で稼働年齢といいますか、社会の

ニーズに応えるべく働かなければならないという

か、働くスキルがある方々については働いていら

っしゃるというようなこともあって、実際そうい

う余暇活動だったり、老人クラブだったりという

社会活動になかなか参加しにくい状況があるのか

なというふうに承知しております。数の全てはち

ょっと把握している段階ではございませんが、全

国に全国老人クラブ連合会というところがござい
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まして、そこで出している冊子にも、ここ最近は

見ていませんけれども、課題として会員数の減少

というのが出ておりますので、これは全国的な傾

向なのかなというふうに思っております。

以上です。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

部長からの御答弁の〇３番（山崎真由美議員）

とおりだなというふうに思っているのですけれど

も、やはり一番地域の中で身近に顔を合わせられ

る人たちの集まりの機会が減るということは、生

涯活躍プロジェクトを今推進していこうとしてい

る名寄市にとっては少し残念な傾向にあるのかな

というふうに思っています。老人クラブ連合会が

あって、またその役員の方がおられて、それぞれ

の単位老人クラブへの支援もしていただいている

という話も伺っているのですけれども、単純に事

務局等について、例えば名寄大学にはコミュニテ

ィケア教育研究センターもあって、福祉に携わる

学生さんも動いて、学んでいただいております。

少年団等についても地域との協働という形で大学

生の方が月に１回入ってきてくださるようなつく

りも出来上がってきています。そういうところで

何か手だてを取るところで事務局体制に少し援助

をいただけるようなことにはならないでしょうか。

いかがでしょうか。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

事務局の体制と〇健康福祉部長（馬場義人君）

いうふうになってくると、一定金銭を取り扱うだ

とか、一定の事務局としての定期的に行っていく

という責任というところも出てくるというふうに

思っております。ボランタリーの状況でできるも

のなのか、一定どのような形が必要なのかという

のは研究というか、内容を確認してみないとなら

ないかなというふうに思っております。役員の受

け手というところで鑑みますと、先ほど議員がお

っしゃっていた部分で役員の成り手がないという

ところおっしゃいますと、町内会等々も同じよう

な状況でございますし、例えば子供会とかも、私

も町内会の役員一部させていただいていますけれ

ども、例えば廃品回収なんていうのは子供会だけ

でできていたのですけれども、最近は大人という

か、御高齢の方々も御一緒に廃品回収、子供たち

に御一緒させていただきながらやらないと、子供

会だけでちょっとやり切れないというような状況

にはなってきているというふうに私も承知してい

るところでございます。どういう形で、例えば地

域活動が難しくなってきたときにどういう体制が

必要なのかというようなことは今後の課題として

一部受け止めさせていただきながら、今年高齢者

保健医療福祉計画と介護保険事業計画の策定年と

いうところもございますので、策定委員さんの御

意見もいただきながらどういう形が一番ベストな

のかというような形だとか、どういう形ができる

のかということはそこの委員会の中でも御意見頂

戴するような機会を持っていきたいというふうに

思っております。

以上です。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

地域を歩きますと、〇３番（山崎真由美議員）

様々な御意見を頂戴します。その部分についても

この後もいろんな機会でお伝えさせていただきた

いと思いますので、ぜひとも地域の人と人とがつ

ながるところでまずは生涯活躍のところにつなが

る第一歩が組み立てられていくように今後ともお

願いしたいと思っています。

先ほど馬場部長のお話の中にもありましたけれ

ども、高齢者という年齢の枠組みに入った後も働

かれている方、それから働くことを希望されてい

る方が多いのです。特に年金だけでは生活できな

いという言葉をたくさんお声かけいただきます。

働きたいのだけれども、働く場所についてなかな

か自分とマッチングするところがないということ

も伝えられています。フルタイムでということで

もない中では大変難しいことではあるのですけれ

ども、高齢者の働く環境についての支援体制とい

うのは行政としてはどのようなものがあるのかお
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知らせください。

暫時休憩します。〇議長（山田典幸議員）

休憩 午前１１時３５分

再開 午前１１時３５分

再開します。〇議長（山田典幸議員）

馬場健康福祉部長。

すみません。私〇健康福祉部長（馬場義人君）

から答弁させていただきます。

高齢者の働き手というか、今まで持っているス

キルだとか趣味だとか持っているお力だとかを使

っていただくという意味では、名寄と風連にそれ

ぞれ高齢者事業センターと高齢者事業団というの

置かせていただいて、それぞれの持っている特技

というか、力を一部発揮していただきながら働く

というか、稼働していただいているというふうに

承知しております。

以上です。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ高齢者事業〇３番（山崎真由美議員）

団を担っている、構成していただいている会員の

方もそんなに多くはない中で仕事量がどんどん増

えているということで、活躍の場が広がっている

というふうには思っています。その点については、

行政としての役割といいますか、行政の関わりも

進めていただきながら民間としての力も発揮して

いただいてというところでつくっていただいてい

る、その状況に理解はしているところであります。

先日ハローワークのほうにちょっと出向いて確認

をさせていただきましたときに、７０代になって

からもハローワークを訪れる方がいらっしゃると

いうことで、その方たちがうまく望まれる仕事に

マッチングされるかということについてはハロー

ワークでは分からないということだったのですけ

れども、やはり先ほど申し上げたように、年金の

中での生活が不安があるので、体力があるうちは

働きたいという状況が多く訴えられるようになっ

てきたということについては伺ってきました。そ

の中で、皆さんが高齢者事業団にということにな

らない部分についての別の方策というのはお持ち

でしょうか。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

労働という分野〇健康福祉部長（馬場義人君）

になりますと、健康福祉部というか、そこの部分

からいくとどうなのかなという気がしますので、

明快なお答えができるかどうかちょっと自信がな

いのですけれども、一般の経済というか、社会の

中から考えますと、人生１００年世代というふう

になって、健康で長く生涯を暮らしていただくと

いう施策については議員御存じのとおり国として

も捉まえているところでございまして、この生涯

活躍プロジェクトという段階も高齢者の方々が元

気に働き続けるということはもちろんあるのです

けれども、若いときからそういう健康に気をつけ

ていただくとか、いろんなことを持っていただく

ということによって、生涯元気に過ごしていただ

くということを目的にしているものというふうに

承知をしているところでございます。現在労働の、

先ほど議員がおっしゃったとおり、一方で働くと

ころがないという御意見もありつつ、一方の事業

所さんとかにしますと、私も一時派遣のところ、

派遣というか、社会福祉事業団に派遣されていた

ときも人を探すというのはやっぱり大変でござい

まして、ミスマッチは起きているのかなというふ

うに思っています。一定の年齢いってもパートと

して例えば雇用していただくことを頭を下げてお

願いして、続けていただいていた実態もございま

すし、恐らくそれは民間企業さんとかでもきっと

あるのかなというふうに思っています。それは、

議員おっしゃるとおり、高齢の方々が望んでいる

仕事と働く、雇用を、労働を欲している企業さん

とか、必ずしもマッチングしていない部分ももし

かしたらあるのかもしれませんけれども、それに

ついては今後国等々の労働行政等々で、平均年齢

やっぱり上がってきているわけでございますので、

どういう形で人が足りないというか、労働者が足
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りないという状況をどのようにマッチさせていく

のかということは今後国等においても施策として

行っていただきたいなというふうに思っています

し、市としてはそれを外国人という視点を当てて、

今挑戦しているというか、始めたところでござい

まして、今後国等々の状況について注視してまい

りたいというふうに思っております。

以上です。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

生涯活躍プロジェク〇３番（山崎真由美議員）

トの理念、本当に根幹のところ、賛同いたします。

そのように努めていただきたいということですが、

ボランティア的な、御本人が生涯活躍できるよう

な状況をということにプラスアルファして、社会

的にも生涯活躍していただけることが財産となる

ような取組をこの後も進めていただけると思って

おりますので、それについてはお願いしておきた

いと思います。

小項目３についてでありますが、実はいろいろ

な方からちょっと御意見をいただいた中で、生涯

活躍ということで、高齢になってもいろんなとこ

ろに出ていって活動したいのだけれども、ここの

階段は手すりがないから上がりにくいのだよねと

いうようなことを言われます。ここの階段という

のは、例えば文化センターの東側の入り口の３段

か４段ぐらいの階段なのですが、表、南側から入

るとスロープもありますし、ゆっくり歩いてとい

うこともやりにくいわけではないのですが、駐車

場からの距離を考えると、東側から入られる場合

手すりがない。それから、風連のＢ＆Ｇ海洋セン

ターの入り口も正面は手すりがありません。そし

て、洋式のトイレが少ないのです。なので、ちょ

っと足を強くしたいから、この時期プールで歩き

たいのだけれども、トイレに座るのがというよう

な話も伝わってきます。そういうハード面での環

境整備について点検等していただいているのか、

していただいていると思っているのですけれども、

点検をしていただいた中での今後の対応の計画等

についてお聞かせいただきたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今生涯活躍プロ〇総合政策部長（石橋 毅君）

ジェクトということで、具体的に議員の中でしっ

かりと各現場の意見を聞いた中で本当に掘り下げ

た中での課題のお話をたくさん今いただきました。

重々御意見をいただいた上で、いま一度重点プロ

ジェクトの我々がここに託した思いというか、審

議会でこれを重点プロジェクトとして掲げた思い

というのを、申し訳ないのですけれども、一度お

話しさせていただきたいなというふうに思います。

我々行政の総合計画の中で重点プロジェクトを

なぜ置くのかといったことでいうと、これは方針

を分かりやすく明示するといったことが非常に大

きな意味があるのかなというふうに考えておりま

す。そして、この重点プロジェクトは現状の課題

を整理して、幅広い行政の役割、それから住みよ

いまちづくりを進める上でキーとなるポイントを

今回４つ抽出して出したということでございます。

ここは、重点プロジェクトだから、そこに積極的

に財政を投資して、がっと進めるよという意味合

いよりも幅広で取りやめることができない事業を

多く抱えている行政運営の中で、重点プロジェク

トを意識することでより多くの関わりや気づきだ

ったり、それぞれの取組に意味を持たせていくと

いったことが私はこの重点の目的、目標なのだと

いうふうに理解しています。その結果、重層的な

広がりを持たせて、その中で今御指摘いただいた

ような案件も気づき、それからいろんなところで

やはり克服をしていきながらいいまちをつくって

いくといったことにつなげていきたいというふう

に考えておりますし、我々職員はもとより、市民

の皆さんや事業者の皆さん方もオール名寄で取り

組んで初めて総合計画の具現化というのは充実し

ていくのだろうというふうに考えております。今

回いま一度、先ほどの東川議員もそうですけれど

も、この重点プロジェクトにフォーカスしていた

だいたということは我々としても大変ありがたく
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て、説明させていただく機会となったかなという

ふうに思っています。後期計画のダイジェスト版

の表紙に描いてあるイラストがあるのですけれど

も、これ私は本当に総合計画のエッセンスをよく

取り入れたよくできたイラストだというふうに思

っています。ここで描かれているのは、まちのに

ぎわいだったり、人が生き生きと生活することが

描かれているのですけれども、まさにこの絵のま

ちを理想としつつ、これを具現化できるように我

々もしっかりと総合計画を推進していきたいとい

うふうに考えておりますので、御指摘いただいた

ところは本当に我々も重点プロジェクトに沿って

気づきながら解決していきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

今御説明、御答弁い〇３番（山崎真由美議員）

ただきました内容が市民一人一人のものとしても

具体的に認識できるようにこの後取り組んでいっ

ていただけると思いますので、見えるところがし

っかり見えてくるような取組を求めておきたいと

思います。

大項目の２のほうに移らせていただきます。先

ほど不登校児童生徒の令和４年度の数についても

御報告をいただきました。そんなに大きく増えて

いないというところでは横ばい状態ということで、

安心していいわけではありませんけれども、増え

ていないというところでは少し安心したところで

はありますけれども、実は令和５年３月３１日に

文部科学省中等教育局長から誰一人取り残されな

い学びの保障に向けた不登校対策についてという

ことで、ＣＯＣＯＬＯプランというものが出され

ました。通知が出されました。ここに書かれてい

るものを十分読み込んでいるとは言えない状況で

はありますけれども、ずっと読ませていただいた

中で、以前から名寄市が取り組んできているもの

はたくさんあるなというふうに認識しました。そ

れをさらにこの国の動きとともに深めていくとい

うところが名寄市の教育の充実につながっていく

ということであると思っておりますが、このＣＯ

ＣＯＬＯプランが出された後に名寄市の教育委員

会として何かさらに深めさせていくというような

内容がありましたら、お知らせいただきたいと思

います。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

先ほどの答弁でも不〇教育部長（木村 睦君）

登校児童、不登校傾向の児童につきましては昨年

度よりは確かに減少はしたものの、決して多いと

いうか、少なくない状況であるというのは我々も

すごく危惧している状況にあります。それで、議

員のほうからお話あった令和５年３月に誰一人取

り残されない学びの保障に向けた不登校対策とい

うことで文科省のほうから出されたＣＯＣＯＬＯ

プランについてでございますけれども、本当にタ

イトルどおりの、国においてもこういった施策を

これから推進していくのだというようなことが書

かれているプランかなというふうに思っています。

私どもといたしましてもこの間、先ほどの答弁の

とおり、学校の中におきましても一人一人の実情

や実態に応じながらきめ細かな指導体制をさせて

いただいているということは議員のほうも御承知

いただいているかなというふうに思いますけれど

も、教育委員会といたしましても今年度の予算の

中にも少し盛り込まさせていただいていますけれ

ども、今年度は特に４つの取組というところを重

点に置いて取組をさせていただいておりまして、

まず１つ目といたしましては校内体制の充実、２

つ目につきましては相談体制の強化、３つ目はＩ

ＣＴ機器を活用した遠隔授業の実施、さらには４

つ目といたしましてスクールソーシャルワーカー

の継続的な配置ということです。そういった４つ

の取組を連携させながら、今後も不登校対策につ

いては我々も危機感を持ちながら各学校、それか

ら各関係機関と連携して真摯に進めていきたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）
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先ほど御説明いただ〇３番（山崎真由美議員）

きました中には、このＣＯＣＯＬＯプランの中に

書かれているチーム学校という言葉の詳細が御答

弁の中に示されたなというふうに思っています。

スクールソーシャルワーカーも昨年からも入って

いただいているのですけれども、改めて令和５年

度、２か月と少したったところですが、具体的な

今年度の動きについてちょっと確認させてくださ

い。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

スクールソーシャル〇教育部長（木村 睦君）

ワーカーにつきましては、昨年度から１名体制だ

ったのですけれども、今年度からは２名体制とい

うことで、１人は教育部のほうに常駐していると

いうような体制を取らせていただいています。昨

年度のスクールソーシャルワーカーの先生も短い

時間ではあったのですけれども、非常に効果的に

指導いただきまして、学校との信頼関係も既にす

ごく構築されていて、非常に的確な相談をさせて

いただいているというふうに学校からもお話伺っ

ているところでございます。今年度ですけれども、

今年もそういった先生ともう一人常駐しているス

クールソーシャルワーカーの先生２人で今も精力

的に学校訪問含めて相談体制の充実に向けて取り

組んでいただいておりますので、今後とも、かな

り相談業務につきましてはやっぱり複雑、それか

ら困難な問題が多くなってきておりまして、学校

や先生方だけではなかなか解決が難しい問題が出

てきています。そういった問題につきましてスク

ールソーシャルワーカーのような専門的な知見を

持った、知識を持った方々が各関係機関をつない

でいったり、いろんな場面で相談をすることによ

って、なかなかすぐには解決は難しいですけれど

も、少しずつそういった体制の充実に向けて取り

組んでいければというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

部長おっしゃるよう〇３番（山崎真由美議員）

に、なかなか成果は難しいというのは本当に教育

に関わってはお子さんが成長された後、１０年、

２０年たって振り返られるときにあのときはとい

う言葉になってくるのだと思っておりますので、

すぐに成果を期待するということのほうが誤った

考え方を導き出してしまうのかなというふうに思

っているのですけれども、スクールソーシャルワ

ーカーの２名配置については大変好ましいなと思

っています。その上で、以前から配置をいただい

ております心の教室相談員、そして教育相談セン

ターの様々な適応指導教室ですとか夜間相談です

とかというところも連携を取っていただいての対

応していただいているというふうに思うのですけ

れども、次の小項目２にも関わってくるのですけ

れども、特別支援教育の支援員、それから支援ス

タッフ、そういう名寄市の市内の公立学校を全体

見渡したときに必要な人数は配置されていると受

け止めてよろしいでしょうか。改めて確認させて

ください。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

特別支援に関する生〇教育部長（木村 睦君）

活支援員、それから学習支援員につきましては、

名寄市におきましては本当にほかの自治体、比較

するわけではないですけれども、過去から特別支

援教育に関しては非常に力を入れさせてきている

分野の一つではないかなというふうに思っていま

す。この生活支援員、学習支援員につきましても

確かに１人に対して、１人というか、全ての、１

００％確実に配置しているかどうかと言われると、

なかなかそれは難しいところもありますけれども、

そういった中で学校と十分ヒアリングをしながら

適切な人数についてはできる限りの配置について

今やっておりますので、御理解のほうよろしくお

願いしたいと思います。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

様々な場面で出して〇３番（山崎真由美議員）

いただいている人員配置を見ても、本当に名寄市

については手厚く配置をしていただいているなと
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いうふうに思っていますので、大丈夫と思いなが

らも、他の自治体におきましては急遽の病欠の教

員が出たときに代替の教員がなかなか確保できな

いというような話も聞いておりますので、改めて

確認させていただきました。

そこで、特別支援教育で合理的な配慮をして、

その子に応じた学校内での教育的指導がされてい

るということも理解しているところでありますけ

れども、最近ちょっと気になるのが子供たちと話

をしていて、何々ちゃんは何々だからという言葉

が聞こえてくることがあるのです。長期欠席のこ

とも含めて、教室の中でちょっと人数少なかった

よね、今日というような言葉をかけると、だって

何とかちゃんと何とかちゃんは何とかだものとい

うような、そんなような言葉で子供たちから返っ

てくる言葉が非常に気になっておりまして、何か

こんな聞き方をするのも回りくどいのですけれど

も、特に違いを認め合う中でその子なりの育ちを

お互いに見守っていく、子供同士の中でもその理

解が進むようにと思ってのことでありますが、イ

ンクルーシブ教育について名寄市の取組について、

これはちょっと教育長にお伺いしたいと思います

が、いかがでしょうか。

岸教育長。〇議長（山田典幸議員）

先ほど部長のほうか〇教育長（岸 小夜子君）

らもインクルーシブ教育についてお答えをさせて

いただきましたけれども、まず大前提にあるのは

今年の教育行政執行方針の中でも人間尊重という

ことを第一に掲げて、それを前提にして取り組ん

でいくということを学校のほうにも指導している

ところでございます。今山崎議員のほうから御指

摘のありました子供同士の会話の中で、恐らく休

んでいる子の理由とかが限定されてしまっていて、

その子に対する理解というのが固定化しているよ

うな状態にあるのかなというふうに受け止めたと

ころでございますので、そうした点につきまして

はやはり学級担任が十分に欠席をした子供たちへ

配慮して発言していくですとか指導していくとい

うようなことも必要かなというふうに思いますの

で、私どものほうでも毎月の校長会議、教頭会議

の中では一人一人の子供たちの小さなサインを見

逃さないことですとか、何よりも本当に心が安定

すると、そうした教育環境をつくってくださいと

いうことをもうずっと繰り返しお願いしていると

ころでございますので、そうしたお話伺いました

ので、また機会を見ながら十分に学級での指導、

あるいは学校全体の指導の中で子供たちが特定の

子供を排除したりだとか偏見を持ったりとかする

ことのないよう指導していくように学校に対して

指導していきたいというふうに思います。今後と

もそうしたいろいろなお声というのは、前も私お

伝えしたかと思いますが、拾い切れないところが

ございますので、ぜひそうしたお話がありました

ら教育委員会のほうにお伝えいただければという

ふうに思います。私ども教育委員会、スタッフ、

職員、本当にすぐ対応してくれる職員ですので、

そうしたものに対してはきちんと対応していきた

いというふうに思いますので、引き続きお力添え

をよろしくお願いいたします。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

地域全体が教育の学〇３番（山崎真由美議員）

びの場であるということを思えば、本当に学校教

育の中で先生方、心を砕いて一生懸命やってくだ

さっていますので、そういう声が聞こえてきたと

きにはそれぞれ捉えた大人がその場で声かけると

いうことも必要だなということも思いつつ、改め

て申し述べさせていただきましたので、お互いに

そこを子供たちの学びをサポートしていきたいな

というふうに思っているということもお伝えさせ

ていただきたいと思います。

小項目３のヤングケアラーの件についてであり

ますけれども、実はちょうど２年前の令和３年の

第２回定例会でも一般質問としてヤングケアラー

の話が出されていました。そのときに改めて把握

に努めていくということで当時の健康福祉部長か

らも御答弁があったところでありますけれども、
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２年たって、ヤングケアラーという言葉も結構耳

にする機会が増えてきたなとは思っているのです

けれども、この受け止めを１８歳未満の対象年齢

にある人たちがどのように捉えているのかという

ところはちょっと私自身つかみ切れないところが

あります。この点について担当者としてどのよう

に捉えていらっしゃるのかお聞かせいただきたい

と思います。

松田こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

１８〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

歳以下の子供たちがどう捉えているかということ

かと思いますけれども、令和３年度にヤングケア

ラーについての調査だったり何だったりというの

が国のほうで、また北海道のほうで始めてきたと

いうところでいきますと、小学生だったり、中学

生だったり、高校生だったりというところ、無作

為の抽出でありますけれども、こういったことを

アンケート調査を実施しているということで、当

然該当になった方についてはそういうふうに考え

る機会があったのかなというふうに思っています

けれども、該当にならなかった学校のお子様、子

供たちについても、こういうことがやられている

ということは新聞やテレビ等の報道で出ているか

と思いますので、そちらで少しは気づいていただ

けているかなというのが実は実際のところかなと

いうふうに思っています。全ての１８歳以下の子

供たちにこのアンケート調査が実施されているか

といったらそうではありませんので、広報、啓発

のリーフレットですとかパンフレット、ポスター

なんかを学校や行政やそれぞれの公共施設等で掲

示をさせていただきながら、少しでも多くの方に

気づいていただければなというようなことでやっ

ているのが今現状かなというふうに考えています。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

道のアンケート調査〇３番（山崎真由美議員）

で小学生、５、６年生の調査、２０人に１人がヤ

ングケアラーということで回答が出たということ

で、ちょっと私としてはショッキングな数字だな

と思っているのですけれども、名寄市がそこにど

うなのかということは私自身はつかみ切れていま

せん。ただ、我々の役割としてケアラー条例、仮

称ですけれども、そこを名寄市に応じたものに整

備していく中でより理解が図られて、窓口等の状

況も皆さんにも周知できるということであれば、

やはりその動き出しについては子供たちの安定な

学びを保障するという観点からおいても必要であ

ると思っておりますので、今後検討の一つに加え

ていただきたいなと思っておりますが、いかがで

しょうか。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

先ほど壇上でこ〇健康福祉部長（馬場義人君）

ども・高齢者支援室長からも答弁させていただき

ましたが、実は道のほうで条例ができてまだ１年

ちょっとというような状況と、あと道の計画がで

きたのが今年度といういうことでございまして、

私どもとしては市町村支援を北海道がしていって

いただけると。ケアラー条例も全国調べましたら

ヤングケアラーに限定しないで、ケアラー条例と

いう名前で出ているのは全国では１５しかないの

です。その中で都道府県が割と多いのですけれど

も、北海道は先進的なのです、そういう意味で。

ですので、北海道の条例を名寄市としてもその目

的や理念をきちっと捉まえながら、ケアラーの方

がケアしていくことで自分の生活だとか、例えば

ヤングケアラーの方ですと、自分の進路とかを遮

ることのないような対応を私どもとしてもしてい

きたいというふうに思っていますので、まずは北

海道の条例をきちんと対応していくというような

形から進めてまいりたいというふうに思っており

ますので、御理解ください。

以上で山崎真由美議員〇議長（山田典幸議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分
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再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

公園の管理運営等について外１件を、遠藤隆男

議員。

議長より御指名をい〇１３番（遠藤隆男議員）

ただきましたので、通告順に従い、大項目で２点

順次質問させていただきます。

まず初めに、大項目の１、公園の管理運営等に

ついて、小項目の１、公園の現状と管理要領等に

ついてお伺いいたします。都市公園は人々のレク

リエーションの空間となるほか、良好な都市景観

の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、

生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交

流の空間など多様な機能を有する都市の根幹的な

施設でありますが、近年では施設の老朽化、財政

状況の厳しさを受け、都市公園の適切な維持管理

を行う環境は年々厳しさを増しているとも言われ

ております。本市においては計画に基づいた遊具

の新設等、適切な公園の維持管理に努められ、公

園の整備は一定程度進んでいると認識しておりま

すが、本市の都市公園として位置づけられている

公園の現状と公園樹の安全対策を含めた管理要領

及び課題についてお伺いいたします。

次に、持続可能な公園の管理運営の考え方につ

いてお伺いいたします。行政の財政基盤が縮小す

るこれからの人口減少時代において、公園や緑地

等のオープンスペースの魅力を持続的に維持、向

上させるためには、空間の特性や活用の可能性に

応じて民間企業や市民との協働による管理運営を

行うことが求められてきています。都市公園法及

び都市緑地法の改正など、民間活力を生かした緑、

オープンスペースの整備、保全、活用を促す法制

度が整いつつあり、全国的にも都市公園のマネジ

メントのための方針を策定し、当該方針に基づい

て都市公園の特性等に応じた管理運営を推進する

動きが始まっていると思います。そこで、都市公

園のストック効果向上を含めた持続可能な公園の

管理運営について今後どのように進められていく

のか、お考えをお伺いいたします。

次に、大項目の２、教育行政に関わって、小項

目の１、ＩＣＴ教育の現状と課題についてお伺い

いたします。令和３年３月に市内小中学校の全て

の児童生徒にＧＩＧＡスクール構想における１人

１台端末としてノートパソコンが整備され、ＩＣ

Ｔ端末を活用した学習が始まり、校内におけるＩ

ＣＴ環境の充実や教員のＩＣＴ活用指導力向上等

を含め様々な取組を行われ、また１人１台端末と

してのノートパソコン整備時にロイロノートスク

ールというアプリも同時に導入され、ＩＣＴ教育

に活用されていますが、現在まで取り組まれてき

た内容及びロイロノートスクールの効果を含めた

本市の小中学校教育におけるＩＣＴ教育の現状及

び課題についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２、長期欠席者の現状と対策等

について。２０２２年１０月２７日に公表された

文部科学省の調査によると、日本の小中学校にお

ける不登校の児童生徒を含む長期欠席者の数が過

去最多である約４１万人、うち不登校児童生徒は

約２４万人に上ることが明らかとなり、９年間連

続して増加し続けていると言われており、本市に

おいても小中学校における不登校の児童生徒を含

む長期欠席者は同様の傾向にあり、対策、支援等

の様々な取組がされているところですが、本市の

不登校の児童生徒を含む長期欠席者の現状と対策、

支援等の取組について、取組内容及びオンライン

での学習支援、遠隔授業の進め方についてお伺い

をいたします。

また、対策、支援等の取組をされている中での

課題についてもお聞かせください。

最後に、小項目の３、特別支援教育の現状と課

題について。少子高齢化により、学齢期の児童生

徒の数が減少する中、特別支援教育に関する理解

や認識の高まり、障がいのある子供の就学先決定

の仕組みに関する制度の改正等により、通常の学

級に在籍しながら通級による指導を受ける児童生
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徒が大きく増加し、特別支援学級や特別支援学校

に在籍する児童生徒の数も増加している状況にあ

ると思います。また、関連制度の改正や各学校等

の努力、創意工夫により、特別な支援を必要とす

る子供の学びの場が充実するとともに、通級によ

る指導や交流及び共同学習の充実等によりそれぞ

れの学びの場が柔軟で連続性を持ったものになり

つつあると思いますが、本市の特別支援教育の現

状と課題についてお伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

遠藤議員から大〇建設水道部長（東 聡男君）

項目で２点御質問をいただきました。大項目１は

私から、大項目２は教育部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、公園の管理運営等について、

小項目１、公園の現状と管理要領等について申し

上げます。本市が管理している都市公園法に定め

られた都市公園は３１か所あり、市町村の区域を

超える広域のレクリエーション需要を充足するこ

とを目的とする広域公園として道立サンピラーパ

ーク内の森の休暇村が１か所、都市住民全般の休

息、観賞、散歩、遊戯、運動等、総合的な利用に

供することを目的とする総合公園として名寄公園

や浅江島公園、風連町緑町公園の３か所、近隣に

居住する者の利用に供することを目的とする近隣

公園として大学公園や風連町西町公園、風連町中

央公園の３か所、街区内に居住する者の利用に供

することを目的とした最も身近な公園である街区

公園は２４か所あります。これらの公園の整備状

況については、平成２２年度に利用者が安全に安

心して公園を利用できるよう都市公園３１か所を

対象とした名寄市公園施設長寿命化計画を策定し、

公園施設の老朽化の診断に基づき必要性や危険性

を確認し、平成２３年度から令和３年度において

供用開始が古く、緊急性の高い遊具等の公園施設

を優先しながら計画的に更新を図ってまいりまし

た。令和４年度以降は、後期総合計画で改修を予

定している公園整備に対して市民の意見を聞き取

るために実施した市民アンケートの結果から公園

施設として経年劣化や故障により休止をしている

噴水などの水遊び場やあずまやなどの休憩施設、

トイレなどの便益施設の更新を計画し、公園改修

事業を進め、誰もが憩える公園づくりに努めてい

るところです。公園の安全対策についてですが、

面積が広く、多くの公園施設が整備をされている

広域公園、総合公園、近隣公園は民間事業者に委

託、または指定管理において施設ごとに仕様書や

業務要領により樹木を含めた遊具や各施設の安全

確認、点検を行っておりますが、樹木については

目視による点検回数等を定めているものの、具体

的な点検基準は設けておりません。そのため、目

視による定期的な点検を行い、葉が生い茂らない

樹木や、枝や幹の様子が周囲と異なる樹木、キノ

コ類が生えているなど、枯れや損傷が見受けられ

る場合は必要に応じて伐採や枝払い等の対応を取

っております。街区公園につきましても管理要領

等は定めておりませんが、雪解け後の供用の始ま

る５月上旬までに市の担当職員により公園の遊具

点検の実施と併せて、目視により樹木の状況を確

認し、異常が見られる樹木があれば枝払い、伐採

等の対応を行っているほか、公園を開放している

５月から１０月までは週１回程度委託業者による

見回り点検を行っており、異常が発見された場合

は速やかに市に報告をいただいております。

公園管理の課題としまして、民間業者に委託、

または指定管理において維持管理している公園に

ついては他の事業と同様に賃金や物価、燃料費の

高騰により維持管理に要する経費が上昇傾向にあ

ることです。また、街区公園については公園愛護

事業として地域の各町内会に草刈りの管理をお願

いしておりますが、担い手の高齢化や参加者不足

が課題になっていると伺っていることから、将来

的には地域住民の方々にとりまして過度の負担と

ならないよう配慮しながら進めてまいります。予
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算や施設の老朽化など様々な課題はございますが、

各町内会や委託業者から公園管理に係る意見や要

望をお伺いし、課題解決に取り組みながら今後も

町内会や民間事業者との協働による良好な公園管

理に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、持続可能な公園の管理運営の

考え方についてお答えします。都市公園の管理運

営については、限りある予算の中で施設の更新や

長寿命化などの老朽化対策を行っておりますが、

利用者の減少傾向を踏まえた上での管理運営が求

められているところです。現在の状況は、サンピ

ラーパーク森の休暇村と名寄公園内に位置する名

寄公園パークゴルフ場、都市緑地である天塩川さ

ざなみ公園の３施設において指定管理者制度を導

入した管理運営を行っており、面積が広く、多く

の公園施設が整備されている公園や緑地について

は民間業者に委託し、街区公園では各町内会に御

協力いただいているところです。指定管理や業務

委託による公園等の管理運営手法については、民

間企業の運営ノウハウや機動力等が活用されるこ

とで環境や健康、景観、文化等の公園ストック効

果の維持、向上に寄与していることから、今後も

継続して持続可能な公園管理に努めてまいります。

また、街区公園などの身近な公園においては、

地域の皆様が気軽に集い、憩いの場として利用し、

子供たちが伸び伸びと外遊びを楽しめる場であり

続けるためには市民との協働作業が不可欠である

ことから、地域コミュニティーの活性化が図られ

るよう引き続き御理解、御協力を求めてまいりま

す。

今後の都市公園の管理運営については、人口減

少や少子高齢化などを念頭に事業及び予算の選択

と集中が必要であると考えており、市内の都市公

園については現時点では現状の公園及び附帯施設

を継続して運営していくことを基本に考えており

ます。そのほか、国においては法改正により公募

施設管理制度が新設されるなど、民間活力を活用

した柔軟な管理運営が可能となるよう制度改正が

図られているなど公園が持つ機能とまちづくりが

注目されていることから、本市においても最大限

にストック効果を高められるよう国の新たな制度

に注視をし、他自治体の取組も参考にしながら魅

力ある公園づくりの手法について研究してまいり

ます。

以上です。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項目２、〇教育部長（木村 睦君）

教育行政に関わって、初めに小項目１、ＩＣＴ教

育の現状と課題についてお答えいたします。

本市小中学校においては、令和３年３月に児童

生徒１人１台端末の整備とともに大型提示装置な

ど必要な備品や学校内の高速大容量通信ネットワ

ーク整備も行い、令和３年４月から学校における

１人１台端末環境下での新しい学びがスタートし

ました。スタート当初は指導に戸惑う教員も見受

けられましたが、名寄市教育改善プロジェクト委

員会を中心に教員のＩＣＴの効果的な活用に向け

た様々な研修会や授業交流会の実施、また指導方

法や教材等の工夫改善などにより現在は本市の全

ての小中学校においてＩＣＴ機器が鉛筆やノート

などの文房具と同じように身近なツールとして活

用されております。その中でも個別最適な学びと

協働的な学びの実現に資するよう１人１台端末の

整備と併せて導入した教材ソフト、ロイロノート

スクールは、思考を可視化したり、自分の考えと

仲間の考えを比較したりすることができることか

ら、児童生徒が自分の考えを広げることや深める

ことができるなどの効果が見られました。また、

そのほかにも児童生徒が文字情報では伝わりにく

いものを、動画や画像などを使用することにより

視覚や聴覚に訴え、学習内容に対して興味、関心

を高めることができること、同じ問題を繰り返し

解くことができ、苦手分野の克服につながること、

挙手をして発言したがらない子供の意見を反映で

きたり、共同作業場面では参加しやすくなること、

などの効果が見られております。一方、今後の課
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題としては今日的に求められる教員のＩＣＴ活用

指導力の向上や１人１台端末の更新をはじめとす

る必要なＩＣＴ環境の整備などが考えられます。

社会全体のデジタル化が進む中、学校教育におい

ては児童生徒の情報活用能力育成のため授業の中

でより一層ＩＣＴ機器を活用する機会は増えてい

くと思いますが、教育委員会といたしましては未

来を担う本市の子供たちのために長時間使用しな

いなど児童生徒の健康面の配慮も行い、ＩＣＴを

活用する場面と活用しない場面を効果的に組み合

わせることで学び方の可能性を広げていくととも

に、日常的にも目的に合わせて自ら選択して、効

果的に使用できるようＩＣＴ環境の整備など学校

への支援を進めてまいります。

次に、小項目２、長期欠席者の現状と対策等に

ついてお答えいたします。文部科学省の令和３年

度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸

課題に対する調査では、道内の不登校児童生徒数

は約１万１，３００人に上り、過去最高となるな

ど生徒指導上の喫緊の課題となっております。本

市の令和４年度の１４日以上の長期欠席者は小学

校２０人、中学校５４人で、令和３年度からは減

少したものの、少なくない状況です。そのため、

各学校では一人一人の実情に応じたきめ細かな指

導、支援を行う必要があることから、不登校や不

登校傾向にある児童生徒が学校、家庭、社会との

つながりを切らすことのないよう、今年度は校内

体制の充実、相談体制の強化、ＩＣＴ機器を活用

した遠隔授業の実施、スクールソーシャルワーカ

ーの継続配置の４つの取組を連携させた不登校対

策の強化を進めております。特に不登校児童生徒

の様々な状況やニーズなどに対応できるよう適応

指導教室や学校における別室登校などの受入れ態

勢の工夫による相談体制の強化やＩＣＴ機器を活

用した遠隔授業の実施により多様で効果的な教育

や相談の機会、場の確保に努めているところです。

オンラインでの学習支援については、１人１台端

末を活用して学校の別室と教室をつなぎ、遠隔授

業を実施しております。ビデオカメラで授業をオ

ンラインにより配信することによって不登校児童

生徒の１人１台端末を接続され、双方向のオンラ

インによる事業を行うことが可能となり、学校の

別室にいる児童生徒が学校の雰囲気を共有したり、

仲間とのコミュニケーションを図ったりすること

ができ、学校、社会とのつながりを切らすことな

く、学力の保障や教室への早期復帰を行うことが

できるものと考えております。不登校は取り巻く

環境によってはどの児童生徒にも起こり得ること

から、教育委員会といたしましては引き続き各学

校に対し家庭や各関係機関との連携を密に図り、

子供たちのサインを見逃すことなく、早期の対応

に努めるようお願いしてまいります。

次に、小項目３、特別支援教育の現状と課題に

ついてお答えいたします。特別支援教育とは、障

がい等のある児童生徒の自立や社会参加に向けた

主体的な取組を支援するという視点に立ち、児童

生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持て

る力を高め、生活や学習上の困難を改善、または

克服するため適切な指導及び必要な支援を行うも

のです。そのため、本市においては特別な支援を

必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加

までの切れ目ない支援体制構築に向け、名寄市特

別支援連携協議会、名寄市特別支援教育専門家チ

ームを組織し、特別支援教育の充実に努めており

ます。具体的には、名寄市特別支援連携協議会で

は特別支援教育の推進を図るため本市の特別支援

教育について共通の理解を図ったり、課題の解決

に向けて協議を行ったりすることを通して学校と

関係機関等との連携、協力を強化しております。

また、困り感のある児童生徒への教育支援の充実

に向け、各学校は特別支援教育専門家チームによ

る教育相談を活用し、医療、福祉等の関係機関と

連携して、個に応じた指導目標や教科、自立活動

などの内容及びその指導方法、指導体制の工夫、

改善に努めております。さらには、必要に応じて

各学校にスクールソーシャルワーカーを派遣し、
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各学校の特別支援教育コーディネーターや心の教

室相談員と連携して、教職員、児童生徒、保護者

等への効果的な支援に努めるとともに、学習支援

員や生活支援員を適切に配置し、きめ細かな支援

に努めているところです。教育委員会といたしま

しては、特別支援教育に関する課題は児童生徒一

人一人の実態等に応じて異なることから、今後と

も心身に障がいのある児童生徒の就学の適性を図

ることを目的としている教育支援委員会を適宜開

催して、当該児童生徒の実態等を踏まえて、適切

な教育機会が提供できるよう努めるとともに、そ

の成長を見守りながら名寄市立大学など関係機関

と連携、協力して、教育的ニーズに応じた安全安

心な学びの場の整備に努めるなど、本市の特別支

援教育のさらなる充実に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

御丁寧に大変詳しく〇１３番（遠藤隆男議員）

それぞれ御答弁いただきました。確認を含めまし

て、時間の許す限り再質問のほうさせていただき

たいというふうに思います。

まず、公園の管理運営等について、本市の都市

公園として位置づけられている公園の現状、安全

対策含めた管理要領、課題、ストック効果を含め

た持続可能な公園の管理運営について今後の進め

方の考え方をお聞きいたしました。本市の都市公

園として位置づけられている公園は３１か所とい

うところで、広域公園が１か所、総合公園が３か

所、近隣公園が３か所、街区公園が２４か所と、

これを維持管理するには本当に大変なことである

というふうには感じております。また、公園樹の

安全対策の部分で、公園樹については目視で点検

をされているという御答弁がありました。また、

周囲と異なる部分等の点検ということでお伺いし

ました。また、管理要領についてはまず平成２２

年度ですか、名寄市公園施設長寿命化計画という

もの策定されて、本当に遊具、照明灯などはじめ

計画的な更新をされ、安心で安全な公園環境の維

持に努められてきたという御答弁だったと思いま

す。また、令和４年度以降については市民アンケ

ートによって噴水であるとかあずまや、トイレ、

計画的にその辺の更新を今度はされていくという

ことで、そういう御答弁であったというふうに認

識をさせていただきます。また、街区公園では本

当に、町内会等にある街区公園なのですけれども、

５月上旬、職員の方が先に点検をされて、遊具等

の点検ですか、そういうところ点検をされて、そ

の後については町内会にお願いをして、草刈りや

清掃などですか、そういう感じで依頼をして、整

備を行っているということで、その中でもちょっ

と先の話ですけれども、課題としてやっぱり町内

会として高齢化がされており、特にうちの町内会

もそうですけれどもなかなか草刈りのオペの方が

だんだん見つからなくなってきて、うちのほうは

まだ６０代ですので、また何年かは大丈夫だと思

うのですけれども、それ以降になってくるとなか

なか草刈り機を持つ方もいなくなってくるのかな

というふうな感じもしております。それ以外にも

基本的な公園運営は５月から１０月ですか、基本

的にということでありまして、公園パトロール、

週１回をされているというような御答弁もありま

した。また、民間業者とか高齢者事業センターの

ほうで委託をされていると思うのですけれども、

そういう形を取りながら公園の維持管理をされて

いるという御答弁だったというふうに思っており

ます。

それでは、まず初めに公園樹の安全対策の部分

で再度ちょっと確認をさせていただきたいのです

けれども、目視で点検をされているということな

のですけれども、これどういう、１年間に、感覚

的なもの、例えば３か月に１回、６か月１回とか

１年に１回しかしないとか、あと再度もう少し詳

しくお聞かせいただきたいなというふうに思いま

す。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

木の点検だけ行〇建設水道部長（東 聡男君）
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っているわけではないのですけれども、先ほど申

し上げましたとおり、大きな公園につきましては

委託、もしくは指定管理の中で管理していただい

ているものですから、そこの中で定期的に見て回

って、先ほどのちょっと答弁ともかぶりますけれ

ども、今時期本当は葉っぱがついて、青々と木が

なっているはずなのですけれども、それが葉っぱ

が全然ついていないですとか、どうしても春先は

雪による倒木とかも出てまいりますので、それと

併せて確認をできたものについては対応している

というような状況になってございますので、そし

てそれは委託につきましては月１報告いただくこ

とになってございますので、そのことについては

大体月１回はやられているというような状況にも

なってございますし、街区公園につきましてもパ

トロールや何かお願いしている部分もありますの

で、その中で異変があればこの間連絡をいただい

たこともございますし、そこも月１は間違いなく

確認はしてございますので、都度、そのほか町内

会さんのほうから要望ですとか、こんな状況だよ

というようなお話しいただければすぐ確認には行

くような形で今対応しているところではございま

す。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

今なぜ樹木の点検の〇１３番（遠藤隆男議員）

部分にこだわったかといいますと、本市の総合公

園である名寄公園ですか、名寄公園のミズナラ木

なのですけれども、公園内の遊歩道、散歩とかウ

オーキングで活用されている方からの問合せがあ

りまして、名寄公園の遊歩道沿いのミズナラの木、

空洞化している状態のものが多いのだけれども、

つい先日というか、神奈川のキャンプ場で倒木に

よる事故も起きていますけれども、名寄公園は散

歩やウオーキング中にそういったことが起こる可

能性はないのかと、早急に点検すべきではないの

かという内容のお問合せをいただいたところであ

ります。私も現地を確認するため４回行かせてい

ただきました。そのうち２回はそこで勤務されて

いる方に案内をしていただいて、空洞化している

ミズナラの木を含め幾つか確認をさせていただい

たところであります。やっぱり樹木の診断につい

ては、老木なのか木による病気なのか、専門家で

なければ分からないようなところが多々あるとい

うふうに思っております。そういったのを専門診

断というか、精密診断、早急に行っていただき、

安全性を確認し、やっぱり利用者の方々に安心し

ていただくことが重要ではないかと考えるところ

なのですけれども、実際空洞化が目立つ名寄公園

のミズナラの木、診断、点検の部分について再度

お考えをお聞かせください。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

今名寄公園のミ〇建設水道部長（東 聡男君）

ズナラの木ということで御質問いただきました。

名寄公園のミズナラの木は、皆様御存じのとおり、

有史以来自然に生育しているといいますか、その

形である木なものですから、大変樹齢も高く、大

きくなっているという状況でございます。そこの

部分で木の空洞化といいますか、少しへこんでい

るような状況とかは確認できていますし、これま

での強風ですとか、そういう部分でもそうそうミ

ズナラの木が倒れてというなことがちょっと経験

上ないものですから、安心をしているわけではな

いのですけれども、それ以上のことが進むようで

あれば、やはりもっと詳しい点検とか進めなけれ

ばならないと思うのですけれども、いかんせん私

もちょっとノウハウないものですから、もう少し

枯れかかってきているような状況が散見されれば

少し樹木医等に相談をしてというようなことも考

えていきたいなと思ってはいるところなのですけ

れども、もう少しの間はパトロールの強化といい

ますか、少しそういう部分での視点でパトロール

するように配置をしてまいりたいと思います。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

やはり目視、パトロ〇１３番（遠藤隆男議員）

ールだけの点検ではどうなるか分からないという

ところありますので、実際の活用されている方か



－57－

令和５年６月２３日（金曜日）第２回６月定例会・第２号

らのやっぱりそういった、多分問合せあったので

はないかなと思うのです、建設水道部のほうに。

そういう市民からの声があるのであれば、一度点

検をしていただいて、本当にこれ安全だよという

のをやっぱり伝えるのが行政としての役割もある

のではないのかなというふうに私思うのですけれ

ども、早急に点検をされるというお考えはないで

しょうか。再度よろしく願います。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

点検につきまし〇建設水道部長（東 聡男君）

て、今お話もいただいたとおり、その他について

は全量ということにもなりませんし、少し優先順

位をつけた中でやっていけないかということにつ

いては少し検討を進めてまいりたいと思いますの

で、御理解いただきたいと思います。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

検討だけでは駄目で〇１３番（遠藤隆男議員）

すよね。実際実行しないと。検討は、誰でもでき

ると思います。それを実行に起こすのがいかに大

事なことかということでありまして、これ何かあ

ってからでは本当に遅いですから、安全であれば

安全だということを市民に周知すればいいだけの

話なので、これはやはり検討だけではなく、しっ

かり優先順位を上げて診断、点検をしていただき

たいなと強く要望いたします。実は私の町内会に

おいても６月の初めの、倒木に近いような状態に

なって、多分うちの町内会長から連絡行ったと思

うのですけれども、本当に速やかに対応していた

だいて、安全確保していただいたなと。そういう

迅速な対応してくださる都市整備課の皆様ですか

ら、ミズナラの木の点検、そういうのはできると

思いますので、本当によろしくお願いします。

今名寄公園の樹木の部分でお聞きしましたので、

名寄公園、現地４回ぐらい行ってちょっと確認し

た部分があって、何点か気づいた部分があるので、

せっかくなので、その辺についてもお聞きしたい

なというふうに思います。名寄公園内の街灯の点

灯期間なのですけれども、街灯が点灯する期間で

す。夏場は一晩中点灯、冬期間においては以前は

確か利用の少ない東側の池周辺など一部消灯して

いたと思うのですが、ここ数年冬期間は全部消し

ているという認識なのですけれども、公園の開設

５月から１０月ということで、それ以降は節電の

ために全て消されているのかなというのは、その

辺は分かるのですけれども、公園通線から名寄公

園の管理棟へ向かう市道ですか、あそこに街灯が

ないのです。公園内の街灯を消灯される時期から

あそこ一帯真っ暗になるのです。防犯上、安全管

理上問題があると。これについても問合せを受け

た部分なのですけれども、また名寄公園、防災上

についても避難場所にも指定されている場所であ

りますので、私は早急に改善するべきではないか

なというふうに感じたところであります。新たに

市道沿いに街灯を設置するということは多額の費

用がかかりますので、それはなかなか難しいこと

ですけれども、今実際公園内の街灯がありますか

ら、市道側を点灯すればそういった問題解決にな

るのではないかなというふうに考えるのですけれ

ども、冬の期間の公園内の街灯の、市道沿いの街

灯の一部点灯というところ、可能性を含めてちょ

っと考えをお聞かせください。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

名寄公園の公園〇建設水道部長（東 聡男君）

灯につきましては、議員の今おっしゃったとおり、

従前はもう大分、１０年ぐらい前までには冬期間

は中の園路は消して、道路際はつけてはいたので

すけれども、昨今の電気代の高騰ということもあ

って、最近はずっと全消灯、冬の間は全部消して

いるということもあるのですけれども、今言われ

たとおり、少し下の神社入り口から上がってくる

部分につきましては防犯灯も間空けて配置になっ

ているというような、公園灯もあってのことだっ

たと思うのですけれども、そういう部分あります

ので、少しそこの部分の部分点灯と、道路際の部

分点灯等につきましては点灯、つけられるように

なるのか、ちょっと配電の関係もありますので、



－58－

令和５年６月２３日（金曜日）第２回６月定例会・第２号

その辺確認をして、そういう形で進められるよう

にはちょっと検討してまいりたいと思います。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

何回も言うようです〇１３番（遠藤隆男議員）

けれども、検討だけでは駄目ですので、ぜひ実行

に移していただきたいなと思います。

あと、節電の部分で考えれば、私夜の公園内も

ちょっと歩かせていただいたのですけれども、遊

歩道の街灯、結構間隔狭いのです。そんなに全部

つけなくてもいいのではないかなというふうに感

じたところなのですけれども、あれ１つ置きにつ

けるという、そういうことは可能なのでしょうか。

遊歩道沿いです。ちょっとお聞かせください。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

公園内の公園灯〇建設水道部長（東 聡男君）

につきましては、ある程度、多分３系統ぐらいに

今分かれて、全部がつくかつかないという形にな

っているものですから、１つ置きにとかというち

ょっと設定にはなかなかすることは、お金かけれ

ば、そういうシステムを構築すれば可能なのです

けれども、今のところはそういう形になっていな

いので、ある程度系統分けをした中でつける、つ

けないという形の中での対応になるかなと思って

います。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

もしそれ節電の部分〇１３番（遠藤隆男議員）

での金額と設置する金額と、その分については検

討でいいです。検討していただければというふう

に思います。もし電力料が高ければそっちのを設

置して、１個間隔にしたほうがいいと思いますし、

そういったことも考えていただきたいなというふ

うに思います。

名寄公園についてもお聞きしているのですけれ

ども、本当に長い歴史と伝統のある公園であると

いうふうに私認識しております。そこで、ちょっ

とお聞きしたいのですけれども、本市におけるこ

の名寄公園というものはどのように捉えられてい

るのか、部長のちょっとお考えをお聞かせくださ

い。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

私ども公園管理〇建設水道部長（東 聡男君）

者といたしましても、名寄公園はやはり先ほど申

し上げました名寄市有史以来一番古い公園という

ことで、今から大体１２０年ぐらい前に殖民地区

画をされたときに一番最初にここは公園として残

しましょうということで、造って整備をしていき

ましょうということで始まったというふうに伺っ

ているし、文献でもそのようになっているところ

でございます。戦時中に農業高校を開設したこと

によりまして一部面積が大きく減ったのですけれ

ども、大体今の面積の形をその頃からずっと管理

をしているところではございます。また、今話に

出てございましたミズナラの原生林につきまして

も大変貴重なものでございまして、平成２６年度

には北海道で２３番目の北の造園遺産ということ

で北海道の認定もいただいている公園でございま

す。昭和３２年の開設時には３年をかけて公園を

整備し、それから３０年がたちました平成元年度

には大幅な全面の改修工事を行って、現在に至っ

ている公園でありますので、もちろん引き続きこ

の歴史と風土を重ねる名寄公園につきましてはそ

れこそ子供からお年寄りまで必要とされる市民が

安らぐ憩いの場としての役割がございますので、

これからもそういう形で引き継いでいく中で維持

管理も進めてまいりたいなと思っているところで

はございます。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

今部長がおっしゃっ〇１３番（遠藤隆男議員）

たとおり、本当に長い歴史のある公園であると。

私もちょっと調べたら、本当明治３４年に北海道

庁が開拓のための殖民区画に公園予定地を設定し、

当時の内務省に事業申請を行ったことに始まって

から公園が公園化されたということでありました。

また、ミズナラの原生林については本当に造園遺

産、また平成１４年には名寄指定文化財として指

定もされております。また、この名寄公園につい
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てホームページを調べますと、しだれ柳、ハルニ

レの木やミズナラの原生林と人工林を組み合わせ

た森に囲まれた公園で、隣接の名寄産業高校の敷

地にはポプラ並木もあり、春は桜の名所、園内の

池にはボートもあり、パークゴルフ場、テニスコ

ート、野球場の施設もあり、隣接する旧名寄本線

の鉄路上にはＳＬ排雪列車キマロキが屋外展示さ

れているというふうに掲載されているというふう

に思います。名寄公園、本当に市街地に隣接する

総合公園として多くの方々に利用されているとい

うふうに思っております。また、桜の時期、本市

でも桜の名所として掲げられているわけですから、

多くの方が桜を見に来られているというふうに私

は思っております。

ちょっと先ほどの公園内街灯の点灯時期に戻る

のですけれども、今年点灯されたのは、これも現

地で私確認したのですけれども、５月８日であり

ました。残念ながら桜がほとんど散った時期でし

た。桜の名所として挙げているのですけれども、

公園内街灯の点灯時期、これ桜の開花時期に合わ

せれば夜間も楽しめる桜の名所としてたくさんの

方々に来ていただけるのではないかなというふう

に思うところなのですけれども、今回そういった

御提案をしたいと思いますけれども、お考えをお

聞かせください。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

今いただいた件〇建設水道部長（東 聡男君）

につきまして、先ほどとかぶりますけれども、公

園灯の点灯時期が今年５月の、大体いつも５月の

連休明けぐらいからというふうにしていたのです

けれども、今お話あったとおり、今年桜の開花も

早かったということで、残念だったというような

お声もちょっとお聞きをしたものですから、この

ことにつきましては、今議員がおっしゃられたと

おり、昼、夜、夜は夜で桜の開花時期にはそうい

うものも少し見て歩けるような公園ということで、

電気のブレーカーを少し早く上げるだけですので、

そこの部分については少し来年からそういうよう

な形で対応するような方向で進めてまいりたいと

思います。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

今の部分やっていた〇１３番（遠藤隆男議員）

だけるということで、また夜桜を楽しめる名寄公

園としてもＰＲできるのではないかと思いますの

で、ホームページちょっと書き換えればいいと思

いますので、そうすればＰＲになると思いますの

で、よろしくお願いいたします。

あと、持続可能な公園の運営管理の部分につい

て、お考えについては理解をさせていただきます。

今後やっぱり公園の運営管理については少子高齢

化、施設の長寿命化、社会情勢の変化もあって、

公園に求められる役割、機能についても変化して

くるというふうに思います。それぞれの公園の魅

力を高めるためにも公園の特性に応じた管理運営

が求められると感じております。財政状況も厳し

い中でのそういった運営管理なのですけれども、

本当に本市には多くの公園があって、それを維持

管理するには本当いろんな様々な課題これから出

てくるというふうに思っております。大変である

と思いますけれども、持続可能な公園の管理運営

につながる引き続きの公園整備、保全をよろしく

お願いをいたします。

次の質問に移らせていただきます。続きまして、

ＩＣＴ教育について。令和３年の２定でＩＣＴ教

育について質問をさせていただいてから２年がた

ちまして、先ほどの御答弁お聞きいたしまして、

様々な取組されて、推進されている印象をお受け

いたしましたし、本当に効果も出てきているもの

と理解をさせていただきます。このＩＣＴ教育と

いうもの進められていく中で、ＩＣＴ機器の管理

面とか苦手意識を持たれている教員の方には負担

になるのではないかなどと言われておりますけれ

ども、そういった部分において本市における現状

というのはどうだったでしょうか。お聞かせくだ

さい。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）
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先ほどの答弁でも少〇教育部長（木村 睦君）

しお話しさせていただきましたけれども、スター

ト当初につきましてはＩＣＴ教育、ＩＣＴの機器

を使うことが苦手な先生方もいらっしゃいました

ので、最初はやっぱり戸惑う先生も見られたかな

というふうに思っています。ただ、名寄市教育改

善プロジェクト委員会、様々な研修を始めて、さ

らには北海道教育委員会による研修ですとか資料

の提供などもありましたので、そういったものを

活用させていただくとともに、ＩＣＴ支援員の皆

様方も積極的に活用させていただきながら、現在

はほとんどの先生が身近なツールとして授業では

使っていただいている、活用させていただいてい

るかなというふうに思っているところです。ただ、

このＩＣＴにつきましては、日々本当に進化して

おります。そのため引き続き教育委員会におきま

してもプロジェクト委員会のそういった取組を中

心としながら、教職経験などに応じた研修ですと

か、それからＩＣＴ活用へのスキル向上なんかも

図れるような取組などに対して学校の要望に応え

ながら対応していきたいというふうに考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

今部長の答弁を聞い〇１３番（遠藤隆男議員）

て安心しました。議会においてもタブレット導入

されて、全員がすぐスムーズになかなか使えなか

ったところもありますので、やはり教員の皆さん

の中にもおられたのかなというふうにも思います。

ＩＣＴ支援員という方もいますし、また助け合い

ながらそういったことを進めていただければ、ま

たさらに本市のＩＣＴ教育が進むのかなというふ

うに思います。

次に、ロイロノートスクールの部分でちょっと

お聞きいたしますけれども、実際これ児童生徒に

ついては使用していますので、理解していると思

うのですけれども、実際操作をしていない保護者

にとっては使い方であったり、そのアプリ何がで

きるのというような分からないことも多いのかな

というふうに思うのですけれども、こういった部

分、保護者への説明についてはどのような形で行

われてきたのかちょっとお聞かせいただきたいな

と思います。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

ロイロスクールノー〇教育部長（木村 睦君）

トにつきましては、先ほどもお答えさせていただ

きましたけれども、１人１台端末を導入する際に

全端末にこのロイロスクールノートという支援ア

プリというのでしょうか、支援ソフトというので

しょうか、そういったものを導入させていただい

ています。ＧＩＧＡスクール構想によって１人１

台端末を使った教育活動が始まる際に保護者の皆

様方には端末の今後の活用方法ですとか、さらに

は導入したロイロノートスクールを入れましたよ

ということでリーフレットの配付ですとか、その

活用などについては周知に努めてきているところ

ですし、さらには学校だよりなどで日々こういう

ことで使っています、ＩＣＴこういうふうに、こ

ういう形で活用していますということで、大きい

記事ではないかもしれませんけれども、小さな記

事かもしれませんが、そういった日々の活用につ

いては載せさせていただいていると。各学校のほ

うでお知らせしているのかなというふうに思って

いるところです。ただ、今議員からもお話しいた

だきましたように、保護者の皆様方にどのように

今後の教育活動、またＩＣＴを使った教育活動に

ついて御理解いただくためにも周知ということは

非常に大切な面だと、大切な視点だというふうに

考えておりますので、学校とも相談させていただ

きながら周知には努めていきたいと考えていると

ころでございますので、よろしくお願いいたしま

す。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

ちょっと時間もなく〇１３番（遠藤隆男議員）

なってきましたので、ＩＣＴ教育の分でまだまだ

お聞きしたいことはいっぱいあるのですけれども、
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本当にいろいろな今後も様々な課題は出てくると

思いますけれども、そういったデメリットを解消

しつつ進めていただきたいなというふうに思いま

す。

次に、長期欠席者のほうへ移らせていただきま

す。本当に答弁をお聞きをして、やはり令和４年

度については令和３年度に比べて減少していると

いうことで、また午前中山崎議員からの質問の部

分とかぶる部分もありますので、かぶらないよう

に再質問をさせていただきたいと思います。スク

ールソーシャルワーカーの部分については午前中

山崎議員のところでありましたので、この辺は削

除させてもらって、今後名寄市教育改善プロジェ

クト委員会において全小中学校が一体となって、

名寄市における教育課題の解決に向け３つのグル

ープに分かれ、取組を進められるということであ

りますけれども、その中の教育指導の充実に関す

る研究グループにおいては不登校対策とＩＣＴの

効果的な活用という部分を重点目標として、ＩＣ

Ｔを効果的に活用する方策の検討及びＩＣＴを活

用した不登校対策といった取組がされると思いま

すけれども、これ少しちょっと詳しくお聞かせい

ただけないでしょうか。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

プロジェクト委員会、〇教育部長（木村 睦君）

３つのグループに分かれていて、その一つのグル

ープがＩＣＴを活用した様々な取組について今検

討、研修をさせていただいているところかという

ふうに思っています。その中の一つとして、やは

り先ほどの、今回の不登校に対しましては現在校

内の別室と教室をオンラインで結んで遠隔授業を

行っていたりしておりますので、そういったとこ

ろをこれからもどのように活用して、活用という

か、より一歩進めていくような検証とか、どのよ

うにやったらいいかというところをプロジェクト

委員会のほうでさらに深めていただければという

ふうに考えているところでございます。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

今後は、その研究グ〇１３番（遠藤隆男議員）

ループにおいて端末の持ち帰りルールの、そうい

う検討をされていくというふうに思いますけれど

も、試験的にされているところもあると思うので

すけれども、ぜひいい形で進まれるようお願いを

いたします。

あと、不登校たちの状況、先ほどの御答弁にも

ありましたけれども、本当状況は様々であるとい

うふうに思っております。週に数日は学校に行け

る子供であったり、フリースクールとかの教育支

援センターであれば学びを継続ができるといった

子供がいれば、家から一歩も出られないといった

子供もいると思います。家族以外とは会いたくな

いという子供と学校からの手がなかなかつながら

ない。家にとどまる子供たちに、そういった子供

たちに居場所を提供し、つながることができる有

効手段として今ネット上の仮想空間ですか、メタ

バース空間を活用した不登校支援、メタバース登

校が今注目されて、試行段階の自治体や実際に活

用されている自治体があることは木村部長御承知

のことと思いますけれども、ここで詳しく内容に

ついては申し上げませんけれども、今後そういっ

たメタバースを活用した不登校支援についても考

えていく必要があるのではないかなと思うところ

でありますけれども、お考えをちょっとお聞かせ

ください。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

インターネットの仮〇教育部長（木村 睦君）

想空間のことを多分メタバースと言うのかなとい

うふうに思っていまして、全国的に見れば少し取

組を行っているところも見られるかなというふう

に思っています。道内においても帯広市がこの５

月から多分活用されたのかなというふうにちょっ

とお聞き……記憶が間違っていなければそうなの

かなというふうに思っています。デジタル社会が

非常に進んできていますので、様々なサービスが

生じております。例えばチャットＧＰＴのような

生成ＡＩなんかも本当に新しいデジタル技術の一
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つかなというふうに思っております。こうした最

先端のデジタル技術につきましては、今文科省の

ほうで様々な実証試験が行われているということ

はいろいろな情報というところも道教委のほうか

ら通じて入ってきているわけですけれども、なか

なかやっぱりその辺今後についてもそういった国

や道教委などの情報、さらには民間企業なんかの

情報なんかも、うちＤＸ推進のところには民間か

らお越しいただいている方もおられますので、そ

ういった方からの知識もいただきながら、メリッ

ト、デメリットを含めながら、本市の教育の実情

だとか実態よく捉えながら進めていく必要がある

のかなというふうに考えておりますので、もう少

しこの辺は時間をいただいて研究させていただき

たいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひしっかりと調査〇１３番（遠藤隆男議員）

研究をしていただければなというふうに思います。

何せ不登校対策の部分については不登校対策の連

携強化事業で掲げられていますそういった全ての

子供と学校、家庭、社会のつながりを切らさない

といった４つの取組を連携させて取り組んでいた

だければというふうに思いますので、よろしくお

願いをいたします。

最後の分です。特別支援教育の現状と課題、こ

の部分については私一般質問で何度か質問させて

いただいている部分ですので、本当に本市の特別

支援教育についてはいい形で進んでいるというふ

うに私は理解をしているところであります。２年

前の一般質問においても前教育長から平成１７年

ですか、文部科学省から委託された事業、特別支

援教育体制推進事業において名寄市には市立総合

病院と市立大学があるということが決め手となっ

て、名寄市が上川管内の北部地区の拠点として決

定したということです。それが本市における特別

支援教育の推進において当時を含めて大変先進的

な取組のまちの一つであったというふうなことお

伺いしました。また、本市においては幼保小中高

大との連携を含めた様々な取組ですか、により本

当によい形で特別支援教育が推進されているとい

うふうに感じております。

ここで教育長にお伺いいたしますけれども、今

後もさらなる特別支援教育の推進に向け取り組ま

れることと思います。近年分離教育の見直し等に

ついても言われているところでありますけれども、

本市の特別支援教育の進め方、教育長のお考えに

ある特別支援教育のあるべき姿についてお聞かせ

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

岸教育長。〇議長（山田典幸議員）

ただいま私の本市に〇教育長（岸 小夜子君）

おける特別支援教育のあるべき姿というお話でご

ざいましたが、今遠藤議員のほうから名寄の特別

支援教育の推進に関わってのお話を伺い、私もこ

ちらに来てから、法律改正が平成１８年３月に学

校教育法が変わって、特別支援教育に変わってか

ら名寄市は国の事業を受けながらいち早く様々な

手を打ってきているということで、先ほど何度か

ほかの議員とのやり取りもありましたけれども、

教育支援委員会ですとか、それから特別支援連携

協議会、そして専門家チームの設置と、しかも名

寄の特色であります専門的な市立の大学と市立の

病院があるということで、本当に医療と、それか

ら福祉と、そしてかつ福祉施設もありますので、

切れ目のない支援をこれまでずっと行ってきてお

りますし、私自身、教育支援委員会が適宜開いて

いるわけですので、子供たちの状況を見ながら特

別支援学級であったり、やはり通常学級に戻した

ほうがいいとか、そこも非常に臨機応変の対応を

しているところでございます。そして、実際にそ

うした取組に対して転勤されてきた先生方からは

名寄市の取組について特に学校現場には支援員の

方々を手厚く配置していますので、そのことにつ

いては非常に感謝の声が多く、名寄市の手厚さと

いうのを本当に私も、１年ほどたちますけれども、

実感しているところでございます。私自身としま
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しては、やはり名寄市のこれまで進めてきた特別

支援教育の進め方につきまして、大事なことは子

供一人一人の実情やその保護者の思いに寄り添っ

ていくことだというふうに考えております。その

上で、これは不登校等もそうなのですけれども、

一人一人の実情に応じて適切な学びの場を提供で

きるようにしていくということが非常に大事なこ

とだというふうに思っておりますので、引き続き

できる限り一人一人に応じながら多様な学びの機

会を保障できるようにしていきたいというふうに

思っておりますし、特別支援教育につきましても

一人一人個に応じる指導はもとより、障がいある、

なしにかかわらず共に学ぶ場、それから社会参加

ができる、そしてきっちりと社会に向けて自立し

ていける、そうした切れ目のない指導ができるよ

う、そして一番大事なのはやはり一人一人への愛

情というふうに思っていますので、そうしたこと

をしっかりと胸に刻んで、本市の特別支援教育の

充実に取り組んでまいりたいと思いますので、引

き続き御支援のほどよろしくお願いいたします。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

時間ありませんので。〇１３番（遠藤隆男議員）

私も教育長の考えと同じ思いであります。ぜひ、

最後なりますけれども、障がいのある、なしにか

かわらず、児童生徒がやっぱり楽しく学校生活を

送れる、また保護者にも安心してもらえる支援体

制、またさらに支援をしてくださる教職員、支援

員の皆さんたちがやりがいを持って勤務ができる、

そういった勤務体制とか、そういう環境も整えて

いただいて、教育長のお考えの下、さらに進めら

れていくことをお願いをして、終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。

以上で遠藤隆男議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

子育て政策の充実に向けた取組について外１件

を、谷聡議員。

議長の御指名をいただ〇５番（谷 聡議員）

きましたので、通告順に従いまして、大項目２点

にわたりまして質問をさせていただきます。

初めに、大項目１、子育て政策の充実に向けた

取組についてでございます。政府は、６月１７日

に経済財政運営と改革の基本方針２０２３、いわ

ゆる骨太の方針を閣議決定いたしました。この中

で少子化は我が国が直面する最大の危機であると

して、子育て施策は最も有効な未来への投資であ

り、少子化傾向を反転させると明記し、学校給食

無償化の課題整理を行うとされたところでござい

ます。岸田総理は子ども・子育て政策は最も有効

な未来への投資である、地域社会も含めて社会全

体で子育てを応援する次元の異なる少子化対策を

実現すると発言されたところでございます。名寄

市におきましても現在様々な子育て支援を行って

いるというふうに認識をしております。この骨太

の方針の中におきましても、子育て費用が今ネッ

クとなって、なかなか子供を産み育てるというふ

うに踏み切れないという人が多くいるというふう

に結論づけられております。そこで、名寄市でご

ざいますけれども、道北地方の基幹病院でありま

す名寄市立総合病院がございます。中でも小児科

は平成１９年に士別市立病院小児科を集約化して、

２４時間体制で診療を受け付けるなど大変手厚い

診療体制となっているところでございます。子育

てをする親にとっては、子供をいつでも診てもら

える小児科が近くにあるというのは大変大きな安

心につながるというふうに考えます。そのような

利点を生かして、さらに給食費無償化や医療費助

成制度などの拡充を併せて、子育てをするなら名

寄でとアピールして、子育て世代を名寄に呼び込

むことを積極的に行うべきではないでしょうか。

そこで、小項目の１番目でございます。医療費

助成の現状と拡充について。乳幼児医療費助成制

度は、令和２年に小学生の通院分まで拡大された

と承知をしております。これを中学生にまで拡大

すべきではないでしょうかということでございま

す。このことについて市のお考えを伺います。

次に、小項目の２番目、学校給食の無償化に向
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けた全国的な流れについて。国が学校給食の実態

調査を行った結果、全国一律給食費は無償にとい

う政策を打ち出せば、名寄市においても当然国支

弁ということを前提としてその政策に従うことと

なると思いますけれども、その前に名寄市は独自

に給食費無償化という政策に踏み出すことはでき

ないでしょうか。全国的に見ましても、東京都や

大阪府をはじめとして多数の自治体が給食費無償

化へとかじを切っているところでございます。北

海道内におきましても学校給食を無償としている

自治体は少なからずあるというふうに理解をして

おります。学校給食無償化につきましては、当議

会におきましてもこれまで多くの質問がされてい

るというふうに認識しております。限りある市の

予算の中で実現の困難性は理解するところでござ

いますけれども、国の方針も具体化しつつありま

すので、例えば小学生を先行してですとか、ある

いは第２子から無償にというような部分的な無償

化を国の政策に少しでも先行して方向性だけでも

打ち出すことはできないでしょうか。これについ

て市の考え方をお伺いいたします。

続きまして、大項目の２番目、北海道縦貫自動

車道士別剣淵インターチェンジから名寄インター

チェンジ間の建設促進と課題について。北海道縦

貫自動車道は、平成１５年に士別剣淵インターチ

ェンジが供用開始されまして、その後平成１８年

に士別剣淵から多寄間、平成２６年に多寄から名

寄の間で整備に着手され、現在に至っているもの

でございます。

そこで、小項目の１番目です。進捗状況につい

て。当該区間は、いわゆる新直轄方式として北海

道開発局において整備されていると承知をしてお

ります。そこで、今のところ名寄市で現在把握さ

れている進捗状況ですとか部分供用についての見

通しについてお伺いをさせていただきます。

小項目の２番目、物流拠点、広域防災拠点及び

新たな道の駅の整備計画について。６月２０日付

の北海道建設新聞によりますと、名寄市は名寄商

工会議所が提言した名寄インターチェンジ拠点整

備構想を基に素案作成に着手したとございます。

名寄市の都市計画マスタープランにおいても検討

することとされています名寄インターチェンジ付

近の物流拠点、広域防災拠点及び道の駅について、

それぞれの予定している整備主体、それから計画

実現に向けた諸課題についてお伺いをいたします。

それから、小項目の３番目、風連地域へのイン

ターチェンジ設置について。士別剣淵インターチ

ェンジから名寄インターチェンジまで延長２４キ

ロございます。その間のインターチェンジにつき

ましては、今のところ具体化されていないという

ふうに聞いております。風連地域にインターチェ

ンジを設置する必要性や課題の認識についてお伺

いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

谷議員からは、〇健康福祉部長（馬場義人君）

大項目で２点の御質問をいただきました。大項目

１の小項目１を私から、小項目２を教育部長から、

大項目２は総合政策部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、子育て政策の充実に向けた

取組について、小項目１、医療費助成の現状と拡

充についてお答えいたします。本市の乳幼児医療

費助成については、入院、通院とも小学生までと

なっております。北海道からの補助は入院は小学

生まで、通院は就学前までとなっていることから、

令和２年１０月から小学生の通院分について市独

自で助成を拡充してきているところでございます。

独自負担分といたしまして、令和３年度８，９４

１件、１，８８２万円、令和４年度で９，３６７

件、２，０７４万円となっております。補助の対

象年齢は入院、通院とも４歳未満としている県か

ら高校生までとしている県など都道府県でもばら

つきがあり、格差が生じている状況です。北海道

内の３５市でも通院を就学前までとしている市が
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５市、９歳までが３市、本市と同様の小学生まで

が９市、中学生までが１２市、高校生までが６市

となっており、入院については本市と同様の小学

生までが７市、中学生までが２２市、高校生まで

が６市であるなど道内の自治体間でも格差が生じ

ており、本市においては入院に対する独自の助成

を実施していない状況となっております。拡充し

た場合の試算では、入院、通院とも中学生まで拡

充した場合は約１，０００万円、通院で９００万

円、入院で１００万円、高校生まで拡充しますと、

さらに約９００万円、通院で８００万円、入院で

１００万円の財源が必要となります。本市は道北

地方の中核となる病院を運営しており、小児科医

による診療を２４時間体制にするなど、子育て世

帯にとってはこの上ない医療環境を提供している

と考えております。お子さんが生まれた際には、

２歳までの紙おむつ用ごみ袋の支給や満１歳の誕

生日を迎える際には名寄市の特産であるモチ米を

使った誕生餅を贈呈する事業も行っております。

また、子ども・子育て支援事業計画を策定した

際のアンケート調査で最も要望の多かった屋内の

子供の遊び場、にこにこらんどを整備したほか、

子育て支援センターひまわりらんどにおいては親

子お出かけバスツアーの開催や子育て相談を充実

させるため子育てコンシェルジュを配置したり、

保護者が用事やリフレッシュを必要とするときに

子供が預けられるよう一時保育事業やファミリー

・サポート・センター事業、子育て短期支援事業

等を実施してきております。その他、病気の回復

期にあり、集団保育が困難な者を一時的に預かる

病後児保育事業や今後認定こども園に移行する園

に対しては給食の外部搬出も予定しており、民間

の認定こども園などとも連携した子育て支援を実

施してきているところです。

子供の医療費については、貧困による受診控え

や住む地域による格差がない制度とするべきとの

考え方から、全国市長会を通じて全国一律の制度

として財政支援をいただけるよう国に要望してき

ているところであり、国においても令和６年度か

ら８年度までの３か年を集中取組期間とする異次

元の少子化対策を実施するとしており、高校生ま

での医療費助成についても検討施策の一つとなっ

ていることから、今後助成が拡充される可能性も

あると期待しているところです。今後市独自の助

成を検討していく場合、財源確保をはじめ受診先

であります市立総合病院の受入れ態勢など庁内で

の議論が必要であると考えておりますので、御理

解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項目１、〇教育部長（木村 睦君）

子育て政策の充実に向けた取組について、小項目

２、学校給食の無償化に向けた全国的な流れにつ

いてお答えいたします。

学校給食につきましては、学校給食法第１１条

の規定により学校給食の実施に必要な施設及び設

備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経

費は、学校の設置者である名寄市が負担し、食材

に係る経費は保護者負担と定められております。

給食費の完全無償化を実施した場合の本市の財政

負担額は、今般の物価上昇による食材費高騰の影

響もあり、令和４年度の実績から約１億円と積算

しております。仮に段階的な給食費の無償化を実

施した場合、小学生のみの無償化で約６，０００

万円、第２子以降の無償化で約３，０００万円の

財源が必要となります。そのため、現在の本市の

財政状況において給食費の無償化に向けた持続的

な財源の確保は非常に難しいこと、また援助を必

要とする世帯には就学援助制度による支援を実施

していることなどから、毎年度多額の財源を必要

とする無償化の実施は極めて困難であると考えて

おります。今月１３日に閣議決定されたこども未

来戦略方針では、学校給食費の無償化に向けて全

国ベースでの学校給食の実態調査を速やかに行い、

その上で小中学校の給食実施状況の違いや法制面

等も含め課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を
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検討するとされております。こうした国の動向に

はしっかりと注視し、具体的な方策が示された際

には遅れがないように本市における実施方策の検

討を進めてまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇総合政策部長（石橋 毅君）

目２、北海道縦貫自動車道士別剣淵インターチェ

ンジ、名寄インターチェンジ間の建設促進と課題

についてお答えいたします。

初めに、小項目１、進捗状況等についてですが、

北海道縦貫自動車道は我が国の生活領域の拡大や

産業発展に欠かせない国土開発幹線自動車道とし

て位置づけられている安心、安全な暮らしの確保

に必要なインフラでありますが、広域分散型の北

海道における高規格道路整備は全国に比べ依然と

して大きく遅れている状況です。現在建設が進め

られている士別剣淵名寄間の２４キロメートルは、

圏域市町村をはじめ札幌市、苫小牧市など道央圏

と直接結ばれることにより人の移動や物の輸送な

ど重要な役割を果たし、救急医療をはじめ市民の

安全、安心な暮らしや地域経済の活性化、交流人

口の拡大に寄与するものであると考えています。

事業の進捗状況につきましては、令和５年度当初

時点で用地取得の進捗率が約９６％、総事業費３

７３億円に対し事業進捗率が約９０％、工事進捗

については公表されておりません。本年度の事業

に係る予算は２５億８，０００万円となっており、

測量設計や用地買収、改良区などの事業が進めら

れています。部分供用の見通しについてですが、

北海道開発局からは具体的な時期などについて情

報をいただいておりません。高規格道路に関する

要望活動をしている高速自動車国道旭川名寄間建

設促進期成会においては、昨年度から加藤市長が

会長に就任しており、関係期成会などと連携し、

引き続き高規格道路の早期完成へ向けて国へ要望

してまいります。

次に、小項目２、物流拠点、広域防災拠点及び

新たな道の駅の整備計画について申し上げます。

北海道縦貫自動車道の開通に向けて、名寄市都市

計画マスタープランでは名寄インターチェンジ周

辺の物流拠点、広域防災拠点としての整備等につ

いて検討することとしています。近年災害の激甚

化、頻発化する中で本市においては名寄市立総合

病院、陸上自衛隊名寄駐屯地など災害時の対応機

能が十分に整っており、高規格道路の開通により

広域での防災拠点機能が発揮されます。物流拠点

については、２０２４年の労働基準法改正により

トラックドライバー不足に加え、時間外労働の制

限がされるため、道北全域の良質な農産、水産品

の道央圏や道外への輸送が困難な状況となること

が想定されています。本市の地理的優位性を鑑み、

北海道開発局において名寄周辺モデル地域圏域に

指定され、物流の実証実験など物流拠点化へ向け

た取組を進めています。本年２月に名寄商工会議

所から高規格道路の開通を見据えた物流拠点や物

販、飲食などのにぎわい施設、温浴施設や防災基

地施設などを整備し、市内経済活性化及び新たな

産業の創出につなげる名寄インターチェンジ拠点

整備構想の提案がありました。この構想を受けて、

現在庁内で情報の整理、今後の展開へ向けた検討

を進めております。高規格道路開通により名寄イ

ンターチェンジ付近は、物流拠点、広域防災拠点

として大きな役割を担う可能性があると考えてお

り、道の駅のようなにぎわい施設の併設によるさ

らなる地域への波及効果なども期待されるため、

関係省庁や機関、民間企業と連携した取組が必要

と考えております。

次に、小項目３、風連地域へのインターチェン

ジ設置について申し上げます。現在建設が進めら

れている北海道縦貫自動車道士別剣淵―名寄間に

おいて、具体的な供用開始時期や区間内でのイン

ターチェンジなど北海道開発局から情報はいただ

いておりません。風連地区へのインターチェンジ

設置については、平成２５年に士別市多寄町から
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名寄インターチェンジ間の高速交通ネットワーク

の促進を求める市民有志からの要望を受け、高規

格道路の早期着工及びインターチェンジ開設につ

いて関係省庁、国会議員などへ要望したところで

す。インターチェンジ設置により、市民の利便性

向上や観光、商業において地域振興につながり、

その効果は大きいと認識しております。しかしな

がら、風連地区へのインターチェンジ設置は地域

活性化インターチェンジ制度の活用となり、建設

費及び開通後の維持管理費は自治体の負担となり

ます。将来的にかかる費用などに対し財源の確保

など検討が必要であるため、慎重に検討してまい

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

丁寧な御答弁いただき〇５番（谷 聡議員）

ました。時間の許す限り再質問をさせていただき

たいと思います。

まず、大項目の１、学校給食につきまして再質

問をさせていただきます。第２期名寄子ども・子

育て支援事業計画におきまして、名寄で育ててよ

かったと言えるまちを目指してとございますけれ

ども、一歩進めて子育てをするなら名寄でという

アピールをすることが大事ではないかというふう

に考えております。それで、移住、定住にまでつ

ながるような取組を行うべきではないかと思って

おります。これは、道北の中核都市であります名

寄市の使命といいますか、ほかの自治体をリード

する形で未来への投資を実現すべきと考えていま

す。これ加藤市長の４期目の公約でもございます

３つの重点プロジェクトのうち一つであります安

心子育てにも合致しているというふうに考えてい

るところでございます。学校給食につきましては、

名寄の気候、風土が生んだおいしい米ですとか野

菜などの農産物に恵まれています。先ほど木村部

長からの御答弁にもありましたように、食材に係

る経費は保護者の負担だというふうなことに法律

上なっているようでございます。そこで、食材の

寄附についても制度上可能であれば広く呼びかけ

てはいかがでしょうか。それこそが地域社会全体

で子育てを行うということの実現であるというふ

うに考えております。これは地域全体で子育てを

という掛け声だけではなく、本当に実際に地域全

体で子育てをするということにつながるものだと

思っております。市としてできることを総動員し

て、我が国が直面する最大の危機に立ち向かう覚

悟が必要であるという考えを持っております。こ

こでこのことについてもし何かございましたら、

お願いいたします。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

今給食に対する食材〇教育部長（木村 睦君）

の寄附をしてみたらと呼びかけてみたらどうかと

いう議員の提案だったかなというふうに思ってい

ます。現在給食につきましては、地元産食材を約

６割ほど今導入させていただいておりまして、給

食センターの中での給食を提供する中では、６割

というのが結構可能な限り使わせていただいてい

るところなのかなというふうに思っております。

給食は、なかなかやはり作る過程において相当い

ろいろな制約というか、ものがかかってきますの

で、確かに寄附していただけるとき、農協さんで

すとか地元の方々からの寄附もお受けしているの

ですけれども、なかなかこれを広く呼びかけて、

どんなものということでもなかなかならないとこ

ろがございますので、その辺は少し給食センター

のほうとも検証させていただきたいと思いますが、

すべからく全てを受け入れるということについて

もなかなか難しいということだけは御理解いただ

きたいなというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

今御答弁いただきまし〇５番（谷 聡議員）

たように、子供が口にするものでございますので、

やはり安全性が第一かと思っております。そこで、

何でもかんでも寄附を受ければいいというもので

はないというふうなことも理解はいたします。た
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だ、やっぱり今言われたような、例えば農協を単

位としたような食材の受入れなんかはやり方によ

っては可能ではないのかなというふうに思ってい

ます。何にしても先ほど、繰り返しになりますけ

れども、市としてできることを総動員して、危機

に立ち向かうということが大事であるということ

を再度申し上げまして、大項目１については終わ

らせていただきます。

それから、大項目の２番目でございます。大項

目２番目の進捗状況については、今大変御丁寧な

御説明いただきました。それで、まだ用地買収は

大体９６％進んでいるということでございますけ

れども、工事費ベースでいうとやっぱりこれが何

年に部分供用をするというようなことまでは恐ら

くまだ事業実施主体である開発局のほうにおいて

もなかなかはっきりとしたものが言えないという

のも事実だろうと思っております。

そこで、小項目の２番目でございます。物流拠

点、広域防災拠点、それから新たな道の駅の整備

計画につきまして再度ちょっとお伺いをさせてい

ただきますけれども、道の駅につきましては、こ

れは移設ということを考えておられるのか、それ

とも現在の道の駅をそのままにして、新たにもう

一つ道の駅を造るということを考えておられるの

か、これはいかがでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今道の駅にフォ〇総合政策部長（石橋 毅君）

ーカスした再質ということですけれども、この間

我々も道の駅を移設するということはまだ公言は

しておりません。今回商工会議所から提言あった

構想については、あくまでも物販機能、いわゆる

道の駅的な機能があればいいよねという提案はい

ただいておりますので、そういった経済活性化に

向けてもしそういったものが整備されるのであれ

ば、物販的な機能も含めて検討していきたいとい

うことでの整理をさせていただいているところで

あります。

以上です。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

私も２０日付の北海道〇５番（谷 聡議員）

建設新聞拝見いたしましたけれども、大変夢のあ

る絵を描いております。拠点イメージとしては大

変規模の大きな施設を考えておられるのだなとい

うふうに理解をしておりますけれども、この中で

例えば、これだけの大きな施設です。当然巨額の

お金がかかることになると思います。民間がつく

っていただく分についてはこれは民間でというこ

とになるのでしょうけれども、例えば防災拠点で

ありますとか、もし仮に道の駅的なものを造ると

いうことになれば、これは公共が、行政がお金を

出すということに恐らくなるのではないかと思っ

ております。それで、公共事業におきましては、

やはり何といっても費用対効果というのが求めら

れておりまして、同じ費用であれば当然効果を、

大きなものを求められる。効果が同じであれば、

当然費用は少なくということが求められるという

ことでございます。それで、防災拠点も含めたイ

ンターチェンジ拠点整備計画構想においては、ま

だ市の所有している土地が付近にないということ

のようで、例えばといいますか、これ２０日付の

記事なのですけれども、王子マテリア工場跡地を

活用した物流拠点の用地は並行して検討していく

と。さらに、市内にある道の駅、現在ある道の駅、

もち米の里なよろなど既存施設の拡張はインター

チェンジから離れた立地が課題になっているため

可能性はないだろうというふうに話されたという

ふうに記事はなってございます。先ほど、戻りま

すけれども、今慎重に検討するとされておりまし

た風連地域内のインターチェンジですけれども、

もし仮に費用を持ち出したとしても風連インター

チェンジ造ったほうがいいという結論になったと

きに、例えば現在ある道の駅を拡張して、このイ

ンターチェンジ拠点整備構想の土台とするという

ようなことが果たして選択肢にあるのかどうか。

これ仮定の話で申し訳ないのですけれども、もし

そうなれば費用面では相当、既に道の駅的なもの
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ではなく、道の駅がそこにあるわけですから、そ

こも一つの選択肢として含めておいていいのでは

ないかなと思いますけれども、その点いかがでし

ょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

将来の名寄の夢〇総合政策部長（石橋 毅君）

のあるお話をさせていただいております。まず、

１つ目、現在の道の駅が物流拠点は難しいと判断

をした一番の根本的な理由は、やはり敷地の狭さ

であります。あそこで開発局が主体となって、ヤ

マト運輸の協力をいただきながら実証実験を行い

ましたけれども、あそこでトレーラーのヘッド交

換をやりましたが、やはり２台やるのが精いっぱ

いといったことで、圧倒的な敷地の足りなさが課

題として上がっていると。ただ、しかしながらこ

こでのヘッド交換は物流を効率的に動かすという

意味では非常に有意義だったという総括というこ

とになっておりますので、まず一番は敷地の狭さ

ということ、それから可能性として１９線という

ことでありましたけれども、これは既定路線とし

てあそこには間違いなく４分の４のインターチェ

ンジが整備されるということが、これは国のレベ

ルにおいてもそこが完成予想図として上がってお

りますので、そこがある意味結節点に一番有効な

のではないかというところでの絵を描いていると

いう流れかなというふうに思っております。莫大

な投資というお話ですけれども、まさに莫大な投

資でありますけれども、その投資の中で、あの絵

描いていることが全て行政がやるという認識は全

くなくて、御商売ですとかというのにつながる部

分については民間投資で当然整備されるべきであ

り、行政の活躍する場としては防災拠点、こうい

った公益に資する、皆さんの防災体制の強靱化に

資する取組は行政がやるべきことというやっぱり

すみ分けをしっかりしながら総合的な絵をまず我

々の今預かっている状況の中で引き算だったり、

ある意味一部足し算をしながら構想を開発局のア

イデアもいただきながらつくっていって、それを

公表することで民間からの関心もいただきながら

プレーヤーをはめていく作業が今後やっていけた

らなというふうに考えております。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

なかなか難しい問題だ〇副市長（橋本正道君）

ということ認識しています。御指摘のとおり、様

々な選択肢は今浮かんでいるのだろうなと思って

いますが、今回提言をいただきまして、私のほう

から、今庁内の中でやるときにいわゆる費用と、

それから利益、ＢバイＣの関係で、かける費用に

対してどれぐらいの利益があるのか。このインタ

ーチェンジ、高規格道路につきましては利益とい

うものがどこにあるのかというのをまず明確に分

けましょうと。これは名寄市にとっての利益なの

か。例えばここで防災拠点ということがもうちょ

っと輪を広げて広域ということであれば、これは

周辺市町村を巻き込むお話になりますし、そもそ

もインターチェンジの物流というものは言葉だけ

取るとこれは物流ですので、名寄市だけではなく、

ほかの周辺自治体にとってもどういうような利益

があるのかということが十分これは考えながら進

めなければならないことだと思います。様々な選

択肢がある中で、今回道の駅というのがやはり一

つ大きなポイントにはなってくるかと思いますけ

れども、これももうちょっと考えますと、名寄市

の南と北とでどういうような動線が生まれてくる

のか、それに伴う利益、あるいはインターチェン

ジができることによってストロー効果ではなくて、

名寄市内にどういうふうに呼び込んでいくのだと

いう、そういうような別の視点も必要かと思いま

すので、ちょっとこれは様々な視点から考えなけ

ればならない課題だと思っておりますし、その中

でどういう投資がいいのか、民間の活力を生かし

ていただくというのも当然視野に入りますし、こ

れは十分慎重に検討しなければならない課題だな

ということで、私のほうからも指示させていただ

いたところであります。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）
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風連地域内のインター〇５番（谷 聡議員）

チェンジの件につきまして再度ちょっと私のほう

から申し上げたいことがございます。

先ほど申し上げましたように、士別剣淵インタ

ーチェンジから名寄インターチェンジまでという

ことで、間に何もないとなると２４キロございま

す。この区間、出口、入り口も何もないという状

況がもしインターチェンジが造られなかった場合

生まれてしまうわけでございます。先ほども石橋

部長も触れられていましたように、近年増えてい

る災害、河川の氾濫ですとか地震も含めてそうな

のですけれども、そうなった場合の、今もある国

道が使えなくなってしまった場合の代替の道路と

して、それから救急搬送が必要となった場合、例

えば旭川方面、札幌方面に救急搬送が必要となっ

た場合、風連地区から運ぶときにインターチェン

ジがないと相当な迂回になってしまうという点、

それから現在の道の駅につきましてはこれは全道

的に見ても大変集客力のある、それから大福をは

じめとして名寄市の地産品の売上げ、これに大き

く貢献しているのではないかというふうに考えて

おります。新たな名寄インターチェンジ拠点構想

においてもう一つの道の駅的なものを造るとして

も、現在の道の駅は極力その機能を生かして、残

していかなければならないというふうに考えてお

ります。そういうことも含めてインターチェンジ

の必要について御検討いただければというふうに

思っております。それで、先ほどもお話ありまし

たように、去年からの期成会の会長を務めておら

れる加藤市長から何かこのことについてございま

したら、お伺いをしたいと思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

道の駅の風連地区の議員〇市長（加藤剛士君）

の考え方については議員の考え方として受け止め

させていただきますが、一方で２つそれをもし整

備をすると仮になったとしたときの費用対効果も

当然考えていかなければならない問題だというふ

うに思いますので、ここは多方面から検討を加え

ていく必要があるのだろうと。一方で、風連地区

の乗り降り口に関しては、議員おっしゃるとおり、

２４キロの中に乗り降り口が今のところはないと

いうような状況で、これかねてから風連地区の皆

さん、もちろん道の駅に絡めてということもあり

ますし、風連地区、現在も４，０００人の地域住

民が背後にいらっしゃる中において、様々な角度

からこれは有効であるので、ぜひ造ってほしいと

地域からの要望もありまして、北海道開発局のほ

うにこの間要望もさせていただいていて、その要

望について開発局でも一定の受け止めをしていた

だいていると思います。一方で、今石橋部長から

もお話あったとおり、これもう既に法律の中でイ

ンターチェンジ決まっているので、ここに新たな

インターチェンジ造るということはいわゆる地域

活性化インターチェンジという形で地域が一定の

イニシャル負担をせよというようなスキームに今

のところはなっているというふうに承知もしてい

るところです。なので、できるだけそれを抑えて

いく方法はないのかということも含めて引き続き

要請をしていきたいと思いますし、議員おっしゃ

るとおり、今ちょっとやっぱり状況が変わってき

て、いわゆる国土強靱化の観点から、防災という

角度からもインターチェンジという必要性はある

のでないかということも、これ開発局にもよくこ

れは御検討いただいて、できるだけそのことに資

するような形で、より国の道路の附属施設として

必要なものとしても何とか御検討いただけないか

と、そういったことも含めて引き続き開発局と議

論、あるいは要請をしていきたいというふうに考

えております。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

どうもありがとうござ〇５番（谷 聡議員）

います。

それで、最後になりますけれども、現在名寄か

ら美深に延びております北海道縦貫自動車道でご

ざいますけれども、今名寄インターチェンジの次

が名寄北インターチェンジ、その次が智恵文、そ
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の次は美深ということできめ細かくインターチェ

ンジが配置されている。その後やはり開発局とい

うか、国土交通省のほうにおいてもちょっと地元

負担を求めるというような方向に転換していった

というふうに聞いてはおります。とはいいながら

も、先ほど来市長からのお話もありましたとおり、

防災上の観点からも大変重要なインターチェンジ

になると思っておりますので、今後も引き続き整

備主体である開発局の下、いろいろ連携を密にし

てといいますか、そのことを繰り返しといいます

か、地域の実情を説明いただいて、なるべく負担

の少ない形でインターチェンジができれば一番い

いのかなというふうに思っております。今後とも

引き続きよろしくお願いいたしますということを

含めてお願いしまして、ちょっと時間余りました

けれども、私の質問とさせていただきます。

以上で谷聡議員の質問〇議長（山田典幸議員）

を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）

て終了いたしました。

明日６月２４日及び６月２５日の２日間は、会

議規則第１０条第１項の規定により休会となりま

す。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ２時４５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 遠 藤 隆 男

令和５年６月２３日（金曜日）第２回６月定例会・第２号
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開議 令和５年６月２６日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

２番 富 岡 達 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和５年６月２６日（月曜日）第２回６月定例会・第３号
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本日の会議に２番、富〇議長（山田典幸議員）

岡達彦議員から欠席の届出がありました。８番、

川村幸栄議員から遅れる旨の届出がありました。

ただいまの出席議員数は１４名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 清 水 一 夫 議員

９番 佐 藤 靖 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（山田典幸議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

飼料、肥料、エネルギー高騰が市内農業に与え

ている影響と行政の対策について外２件を、水間

健詞議員。

それでは、議長より指〇４番（水間健詞議員）

名をいただきましたので、一般質問を始めてまい

ります。

まず、大項目１番目、飼料、肥料、エネルギー

高騰が市内農業に与える影響と行政の対策につい

て。輸入飼料、肥料、エネルギーをはじめとした

輸入資材の高騰は、我が国の農業経営、それから

暮らしに大きな影響を与えております。また、現

在も一部の資材などでは調達困難になっているも

のなどもあり、現場の肌感覚としては情勢は楽観

できるものではないと思っております。肥料は農

業全体に関わる部分であり、経営費の中でも割合

として非常に高いものであり、影響は大きい。エ

ネルギー価格の高騰は、一般の消費者の暮らしの

中でも強く感じられるほどに大きく、エネルギー

そのものの消費以外にも資材や農具、農業機械な

ど大幅値上がりの面で非常に顕在化している状態

となっています。肥料、飼料、エネルギーの価格

高騰は酪農、畜産にいち早く影響を現しましたが、

今年以降は畑や水田、こういった耕種農家におい

てもひとしく影響を出すと考えられます。飼料、

肥料に関しては昨年から対策が示されているが、

改めてその内容と、また経営費全体に関わるエネ

ルギーの部分について対策などを伺いたいと思い

ます。世界情勢は、ウクライナ情勢、コロナウイ

ルス、円安など複合した要因で日々刻々と変化し、

今後情勢が改善したとしても、またいつの日か状

況が変化するのは、見通すのは非常に困難と思い

ます。昨年来国や北海道、それから名寄市におい

て対策が講じられているのは承知しておりますが、

改めて確認したいと思います。

小項目の１番目、飼料、肥料、エネルギーの前

年対比、それから今後の見込みについてどういう

認識をお持ちか質問したいと思います。輸入飼料

が高価格で推移し、経営費に与える影響はもとよ

り、個体販売価格にも関わり、売上げ、経費の両

面にわたりマイナスに作用したのは承知のとおり

であるが、改めて価格水準に関する推移、影響、

今後の見込みについて伺いたいと思います。令和

３年、令和４年の対比について伺いたい。

次に、個々の経営体によって影響は異なること

は理解するが、市内農業者の経営に与えた影響に

ついてどのように捉えているのか。耕種、それか

ら酪農、畜産に関してそれぞれにどういう認識を

お持ちか伺いたいと思います。

次に、国、北海道、名寄市の対策について。肥

料、飼料、エネルギー高騰に対しこの間様々な対

策が国、北海道、そして名寄市で講じられてきま

したが、対策の概略について、これも改めて伺い

たいと思います。

既に講じられてきた対策メニューのラインナッ

プ、それから規模、効果などについてどのような

メニューがあるのか、それから効果についてどの

ように認識しているのかお知らせください。

続きまして、大項目の２つ目、搾乳牛に関する
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濃厚飼料に関しては、輸入が大半を占めると認識

しているが、近年子実コーンに代表される国産飼

料の作付が増えており、道内でも南空知のほうを

中心に栽培され、名寄をはじめ近隣市町村におい

ても試験的に栽培が行われていると認識しており

ます。名寄市の農業振興センターでも栽培試験を

進めているというふうに認識しておりますが、栽

培技術の面に加えて物流、それから経営の中での

オペレーションの面など、そういった全体的なソ

リューションを示されると取り組みやすいと思い

ます。子実コーンに関しては、ある程度の大型の

機械、それから乾燥のための施設、こういった最

初スタートアップのハードルが高い作物と認識し

ております。ほかの飼料作物、デントコーンや牧

草など含め、飼料の自給に向けて取組を進めるべ

きだとは思います。酪農、畜産、耕種、これが均

衡して農地の有効利用を図っていく意味でも向か

っていくべき取組と私は考えております。内容に

ついて御説明いただきたいと思います。まず、栽

培試験を既に行っている、または行う予定の飼料

の作物についてどのようなものがあるのかお知ら

せください。

次に、今後の試験計画、それから既に試験を行

った成績についてお知らせいただきたい。特に先

進地域との収量の比較や経営の中に組み込んだ場

合の経済的なシミュレーション、作業的なシミュ

レーションについてお知らせください。

今後の見込みについて。子実コーンの名寄市で

の気候的な栽培可能性において、例えば積算温度

とか秋の気候など、こういったことを鑑みてどの

ような見通しがあるのかお知らせいただきたいと

思います。

次に、飼料の域内での自給に対するインセンテ

ィブが働く仕組みが何かできないのか、こういっ

たことについて伺いたいと思います。温室効果ガ

スの削減であるとか、ＳＤＧｓ、こういった観点

から濃厚飼料の地産地消というのは、温室効果ガ

ス、移動が少ないですから、こういったことで経

営の側にとって何かインセンティブが働く仕組み、

こういったものはないのか、それから考えていな

いのか、こういったことを伺いたいと思います。

続きまして、大項目３つ目、耕種、酪農、畜産

などいろんな経営形態がある中で、域内での循環

を考えた場合、営農類型のバランスが悪い成長や

衰退が生じた場合、市内農業全体に悪い影が差す

と思います。これは飼料作物栽培、堆肥の土壌還

元などきちんと耕畜連携が図れて初めて農業の持

続的な発展が成り立つと思います。特に、耕種農

家の豊作、凶作に最も大きな影響を与えると思わ

れる土作りには有機質の資材の施用と飼料作物を

作った場合の副次的な効能である土作り効果とい

うのが大きく寄与すると思います。水田活用施策

の厳格化により作付体系が大きく変わっている上、

また米の消費はずっと減る傾向、一方で飼料作物

には大きな栽培の余地があると認識しております。

省力的な作物という意味でも振興が必要と考えて

おります。こういった中で、作業機の大型化は毎

日日々進んでおり、作業性や取付け道路の具合に

よっては作業困難、あるいは行きたくても作業不

可能な圃場も発生しているというふうに認識して

おります。農業振興地域においての道路、河川、

橋梁、こういった公共施設、公共の設備というか、

インフラの整備においては、十分にその辺を勘案

して実施すべきだと考えております。

そこで、農業機械の大型化による作業効率が劣

る圃場の将来について。大型化に伴い、小規模な

圃場や狭い取付け道路、歩道の柵、道路側溝、か

んがい用水路、排水路、あるいは引込線や電柱、

こういった様々な要因、アクセス要因で利用した

くてもできない圃場が発生しております。または、

品目によってはもうそこに向かっていけないこと

で作付不可能になっている。宅地の隣り合ったと

ころでは、小面積の場合などはやむを得ない場合

もあるが、面積的にまとまっていてもアクセスの

問題で諦めざるを得ない。耕作放棄のきっかけに

なりかねず、これの解決案についてただしたいと
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思います。

取付け道路は、基本的には個人で整備すべきで

あるけれども、売買、賃貸で耕作の権利移動があ

った場合の作付者、耕作者の力ではアクセスの問

題は解決できない場合もある。こういった場合に

何か解決策の提示はないのかと。これについてた

だしたいと思います。

それから、もう一つ、家畜の飼料、それから家

畜の堆肥、これを域内で循環する何か取組、循環

できる取組はないのか、こういったことをただし

たいと思います。域内で効率的な循環することは、

地域農業に大きく貢献することだと思っておりま

す。現状どういう状態か、今後どうしていきたい

のか、どう向かっていくべきなのか、どういう認

識を持っているのか伺いたいと思います。

以上でこの場からの質問は終わらせていただき

たいと思います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

おはようございます。〇経済部長（山田裕治君）

水間議員から大項目３点にわたり御質問いただき

ました。一括して私から答弁をさせていただきた

いと思います。

まず、大項目１、飼料、肥料、エネルギー高騰

が市内農業に与えている影響と行政の対策につい

て、小項目の１、飼料、肥料、エネルギーの前年

対比と今後の見込みについてお答えをさせていた

だきます。コロナ禍や原油価格の値上がり、円安、

ロシアによるウクライナ侵攻など世界情勢の影響

により生産資材をはじめ飼料や肥料、光熱費の高

騰が長期化しております。本年１月に農林水産省

が発表しました農業物価指数によりますと、令和

２年の平均価格を１００とした場合、令和５年４

月時点の価格比較では生産資材で約２０％、肥料

は５５％、光熱動力費は約２５％、飼料費は約５

０％とそれぞれ増加となっており、特に肥料と飼

料が高騰している状況にあります。また、飼料の

うち円安や海上輸送運賃の上昇などにより濃厚飼

料価格が上昇し、国の配合飼料価格安定制度で一

部補填はあるものの、依然として高い水準で推移

をしております。今後の見通しとしましては、肥

料原料の値下がりを受けて、春肥に対して約２割

程度の値下がりが見込まれております。また、配

合飼料価格につきましても令和５年４月期から若

干下がっておりますが、依然として高騰している

状況にあります。また、乳価においては、加工乳

において販売単価が令和５年４月からキログラム

当たり１０円上がったことで経営環境が改善して

きている状況にあります。これまでの肥料や飼料

などの高騰による影響につきましては、全国的に

肥料費の上昇が農業経営に大きな影響を及ぼし、

また酪農においては飼料費が経営に係る全体経費

の約４割を占めることから、価格が５０％上昇し

たことが大きな負担増となり、離農が増加してい

る状況にあります。市内の状況といたしましては、

令和４年の農業支出について、これはＪＡの試算

によりますが、過去３か年平均と比較し５％程度

の負担増加となっており、令和４年は豊作により

収入が増加したとはいえ、経営全体に対する影響

は大きかったものと認識しております。また、畜

産においては、さきにお答えしたとおり、飼料費

の高騰により１頭当たりの生乳の製造原価が増加

していることから、経営に大きな影響を及ぼして

いると認識しております。

次に、小項目２、国、北海道、名寄市の対策に

ついてお答えいたします。小項目１でお答えしま

したとおり、特に高騰している肥料、飼料、エネ

ルギーにおいて、国や北海道の支援に加え、本市

においても支援を実施、対応しております。初め

に、肥料高騰対策についてお答えいたします。国

における肥料高騰対策としては、令和４年６月か

ら令和５年５月までに購入した肥料を対象とし、

国が定める化学肥料低減の取組を実施した場合、

令和３年度と比較し増加した肥料購入費に対して

その７割を支援金として給付するものです。北海

道においては、特に価格が高騰している化学肥料

について令和４年６月から１２月末までに発注を
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し、令和５年５月末までに納品された肥料を対象

に１トン当たりの定額を給付するものです。本市

におきましても道と同様に実施しており、実績と

いたしまして３７９件、約２，２３２万円を既に

給付しております。配合飼料につきましては、国

における配合飼料価格安定制度において価格補填

が実施されており、輸入原料価格が直前１か月の

平均と比べ１１５％を超えた場合に発動する異常

補填と輸入原料価格が直前１か年の平均を上回っ

た場合に発動する通常補填とがあり、令和３年１

月以降は通常補填が発動し、令和３年４月以降は

異常補填も発動している状況にございます。この

価格安定制度は、直近１か年の平均との比較とな

ることから、令和３年１月以降は高騰し続けてい

るため、平均価格と比較した場合の補填金額が減

少している状況にございます。そのため、配合飼

料価格の高止まりによる生産者の負担額増加を抑

制するため国、北海道において令和４年４月以降

に緊急対策として複数回にわたって支援が実施さ

れております。緊急対策としての国における配合

飼料高騰対策では、令和４年４月から乳価改定が

行われました令和５年４月までのコスト上昇分に

対して一部補填をするため、１頭当たり７，２０

０円の補填を２度実施しております。加えて、令

和４年１０月から１２月までの間は配合飼料１ト

ン当たり６，７５０円、令和５年１月から３月ま

では１トン当たり８，５００円の補填を実施して

おります。道においても経産牛１頭当たり６，８

００円の支援と配合飼料１トン当たり６００円の

支援を令和４年度と５年度にそれぞれ実施してお

ります。本市におきましても令和４年度に配合飼

料１トン当たり６００円の支援を実施しているほ

か、本定例会において可決をいただきました補正

予算によります酪農生産基盤強化支援事業におき

まして経産牛１頭当たり３，６００円を支援して

まいります。肥料高騰対策、配合飼料高騰対策の

効果につきましては、今後の交付予定の部分を含

めまして、肥料高騰対策では国、道、市の支援に

よって価格高騰分の７割から８割が補填される見

込みであり、畜産業に対しては配合飼料価格高騰

に対する直接的な支援と育成経費全体に対する支

援とを組み合わせ、影響の低減に取り組まれてい

るところです。そのほか、エネルギー消費削減に

対する支援として、国においては施設園芸等燃料

価格高騰対策として経営費に占める燃料費の割合

が高い施設園芸において省エネ機器設備の導入支

援の予算枠の拡充がされているほか、畜産クラス

ター事業においても省エネ、電力安定供給のため

の機械装置などが補助対象となるなど制度の拡充

が行われております。また、みどりの食料システ

ム戦略において持続可能な食料システム構築に向

け温室効果ガス削減や化学肥料などの軽減による

環境保全などにおいて技術開発、普及を進めてい

くこととされており、様々な栽培技術や事例が示

されており、本市の地域適性を検証しながら農業

者への情報提供に努めてまいります。

次に、大項目の２、濃厚飼料の自給に向けた取

組について、小項目１、栽培試験を行っている、

または行う予定の飼料作物について、小項目の２、

栽培試験の計画、成績について、小項目の３、今

後の見込みについて、小項目の４、飼料の自給に

インセンティブが働く仕組みについて、以上関連

がございますので、一括してお答えをさせていた

だきたいと思います。農業振興センターでは、連

作障害を防ぐための輪作体系を確立するため地力

増進を図りつつ、濃厚飼料として販売収入が期待

される子実用トウモロコシの名寄地域における栽

培適応性試験を令和４年度から実施しております。

令和４年度の試験結果としましては、播種する時

期が遅かったものの、天候に恵まれたこともあり、

播種から収穫適期までの積算温度が確保できたこ

とから、十分成熟に至ったと思われます。収穫量

では反収で６５０キロとなり、道北地域の平均収

量レベルとなりました。収益の試算では、実勢価

格から算出する粗収入で２万円から３万円ほどの

反収となり、種子や肥料など資材経費とほぼ同額
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という状況になっております。また、収穫後にお

いては、乾燥に非常に時間がかかる点や収穫後の

保管場所、流通の確保など今後一層検討する必要

があると思われます。飼料の自給に対するインセ

ンティブとして、国における支援制度では畜産農

家と耕種農家などと長期の利用供給計画に基づき

飼料作物の供給を受け、畜産農家からは堆肥供給

や飼料生産に必要な情報提供を行うことを要件と

して利用拡大分の数量に応じた支援がございます

が、子実コーンにつきましては酪農家やＴＭＲセ

ンターで利用するためには一定の確保が必要とな

るため、現状では直接供給することが難しい状況

となっております。子実コーンの生産については、

水田転作の場合には国の交付金の対象となるため

一定程度の収入が補われますが、既存畑での作付

においてはさらなる反収の増加や経費削減を進め

ていくことが課題として挙げられます。現状では、

刈取り後の残渣のすき込みによる地力増進作物と

しての位置づけで栽培していく必要があると考え

ております。今後につきましては、令和４年度は

６月以降の高温の影響もあり、１０月上旬から中

旬までに成熟期に達しましたが、低温年における

成熟に関しては不透明であることから、数年かけ

ての試験を実施する予定であります。また、土作

りの面から土壌改良の効果について検証を含めて

調査を実施してまいりたいと思っています。

次に、大項目の３、酪農、畜産、耕種の連携に

向けた取組について、小項目の１、農業機械の大

型化により作業効率が劣る圃場の将来についてお

答えいたします。市内の農家戸数の減少や農業従

事者の高齢化を受け、地域においては担い手農家

への農地集積が進み、経営の大規模化に伴い大型

農業機械を活用した土地利用型の農業形態に移行

しております。しかしながら、中山間地域におき

ましては、区画が小さな農地や農道が狭い箇所も

あり、大型機械が入りにくく、作業効率が劣るこ

とから、農地集積が進みづらい要因の一つと認識

しております。農地の区画整理や農業用施設など

の整備につきましては、土地改良事業が考えられ

ますが、地域の事業参加者数や受益面積などの採

択基準があるため難しく、御質問の取付け道路な

どの拡張については基本的には農業者が個人で整

備することとなります。また、地域においては、

中山間地域等直接支払交付金を活用し、作業道の

設置や排水改良など簡易な基盤整備に対する支援

に取り組まれております。今後も農地流動化を円

滑に進めていくため地域内での将来の農地の出し

手、受け手が必要な圃場条件などを協議し、計画

的な農地集積が進められるよう努めてまいります。

次に、小項目の２、飼料、堆肥の域内での循環

に向けた取組についてお答えいたします。耕畜連

携につきましては、耕種農家で生産した飼料作物

など畜産農家に提供し、代わりに家畜から出た排

せつ物などから作られる堆肥等を肥料として圃場

に還元することで農作物の生産に役立てる取組で

あり、化学肥料や配合飼料が高騰している昨今に

おいて非常に重要なものと認識しております。本

市の取組状況としましては、各畜産農家から出さ

れる排せつ物や堆肥につきましては主に自家利用

という形で牧草地等への散布がされているほか、

一部で耕種農家へ供給されているとともに、哺育

・育成センターで作られている堆肥についてはＪ

Ａ等を通じてあっせん販売により利用をされてお

ります。堆肥の活用につきましては、土壌改良材

として土地を豊かにする効果や国のみどりの食料

システム戦略においても堆肥の活用による化学肥

料の使用量低減を目指していることから、農業振

興センターにおいて堆肥の連用による土壌改良の

効果について検証するほか、化学肥料から堆肥に

置き換えた場合の生育への影響について調査を実

施し、堆肥の有効性や活用方法の実証に取り組み、

利用の拡大が図れるよう推進してまいります。ま

た、飼料作物につきましては、牧草やデントコー

ン、子実コーン、飼料用米やサイレージとしての

ホールクロップサイレージなど取り組まれており、

市内の畜産農家への供給をはじめ出荷、販売され
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ている状況であります。また、コーン類につきま

しては根が深く、広く張る作物であることから、

土壌改良の効果とともに、すき込むことで緑肥と

しての効果も期待できることから、連作障害を低

減する輪作体系を確立するための作物として期待

をされるところです。今後につきましては、輸入

穀物の高騰による食料安全保障や持続可能な食料

システムの構築に向け、耕畜連携などによる循環

型農業が重要になってきていることから、地域で

の耕畜連携を推進してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

それでは、御答弁いた〇４番（水間健詞議員）

だいた内容からもう少し聞いていきたいと思いま

す。

まず、大項目１番目、影響についての認識を伺

いましたが、国や道や名寄市での助成をしている、

対策をして、影響を少なく抑えているということ

だったのですけれども、これそういった行政の持

ち出しで影響を少なくしていただけるのはこうい

った場合必要だと思うのですが、結局飼料を外か

ら買っている以上、また今後いつ我々の経営努力

だけではどうしようもないところでそういった経

営環境にまた変わっていく、それからまた行政で

応援していかなければならない局面来るかどうか

というのが分からないのです。まさか５年ぐらい

前でも現在のエネルギーや肥料、飼料、こんなふ

うに値上がりするというのは恐らく誰も予想して

いなかったと思います。そういった意味で、域外

にお金が出ていくこういったものとか、行政の持

ち出しで対策していく以外にもやはり域内で飼料、

エネルギーはちょっと難しいと思いますけれども、

特に飼料なんかは回していける仕組みづくりにつ

いて何か準備があるのか、どういう方向性で考え

ているのかお知らせいただきたいと思います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今後の状況に対する〇経済部長（山田裕治君）

対応策というか、そういった準備についてという

ことのお問合せかと思います。先ほども答弁させ

ていただきましたし、今水間議員のほうからもあ

りましたとおり、国際情勢の変化であったりとか、

特に為替相場の関係とか、今非常になかなか今後

の見通しをつけるということが難しいというふう

な状況かというふうに捉えております。また、こ

ういった現在も続いております飼料高騰ですとか

肥料の高騰の分につきましては非常に規模が大き

い話というふうになっておりまして、国、道、市

としても今現在対策をそれぞれ昨年度も打ってま

いりましたが、今後の予想がなかなか難しいこと、

また規模の大きさということも含めて、これ私ど

もや国等の支援だけでは十分に補い切れないとい

うのが現状というところかと思います。域内循環

ということも含めまして、まだまだ課題が多いと

いうことも含めて先ほど答弁をさせていただきま

した。これ求めるところ、また使う農業者の皆さ

んの効率といったことも関わる部分でありますの

で、一緒くたにはなかなか難しいかと思いますが、

市内でのそういった循環に向けた試験、研究等に

ついては引き続き進めさせていただきたいなと思

っておりますし、可能な技術があれば農業者の皆

様のほうに情報提供という形でここ継続的に進め

させていただきたいと思います。いずれにしても、

農業者の皆さんへの今後の対応、対策といった点

につきましてはＪＡさんとも十分に協議を進めさ

せていただきながら、国や道の施策も注視をしな

がら必要な対策について継続的に協議をして、進

めてまいりたいというふうに考えております。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

今お答えいただいたこ〇４番（水間健詞議員）

とに関係するのですが、そういった外的要因、な

かなか予想するのが難しいということで、関連し

てなのですけれども、スマート農業とか呼ばれる

コンピューターを利用した機械類、これは経営費

の部分以外でも、例えば肥料や農薬というのは全

面に散布する場合ダブってかけ合わさる部分、そ

れからそういってダブってかけ合わさって無駄に

令和５年６月２６日（月曜日）第２回６月定例会・第３号



－80－

なっている部分があることで１往復余分に行って

きたりしなければならない。これは、経営費以外

の部分でも環境負荷という面でも非常に、使うこ

とによって農薬という化学物質の量を減らせたり、

必要以上な肥料の投入、河川の流亡、こういった

ことを防ぐ効果もあると思っております。もちろ

んそういう往復の燃料費、こういった温室効果ガ

スの排出の削減という意味でも効果があると思っ

ています。そういった経営の部分以外でも社会に

対する効果というのがあると考えますので、これ

について何か取組、あるいは省力的で省エネな栽

培技術の研究など今進めているもの、考えている

ものあればお知らせください。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今後のいわゆる資材〇経済部長（山田裕治君）

の削減に向けた取組といったお問合せかと思いま

す。先ほど議員のほうからもありました、一つに

スマート農業といったものを活用することによっ

て一定程度施肥量の低減ですとか、例えばドロー

ンでピンポイントの農薬の散布が可能となるとい

った技術も現在は既に普及し始めているところで

あります。なかなか市内の農業者の皆さんにあっ

てはそこまで活用されている方というのはまだ少

ないのかな、いらっしゃらないのかもしれません

けれども、今そういった先進的な技術といったも

のが進められております。これ国におきましても

みどりの食料システム戦略の中で様々な減農薬、

もしくはＩＣＴを活用した様々なそういった負荷

軽減、環境負荷の軽減の取組の実証データ等も示

されておりますので、これにつきましては振興セ

ンターのほうでもそういった技術実証が果たして

名寄の地域の適性に合うのかというところで検証

しながら進めていきたいなというふうに考えてお

りますし、またＩＣＴに関しては市内に名寄地域

ＩＣＴ農業研究会が設立されておりますので、そ

ういった農業者の方の取組も連携しながら普及、

推進をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

また、振興センターの試験の中で、減化学肥料

の対策ということで、これは令和４年度からにな

りますが、堆肥の連用に関しての土壌に対する効

果、どれぐらい効果があるのかということを試験

をさせていただいております。また、水稲におい

ては育苗期間の短縮によって生育比較を行うと。

それによって施肥量の減量が可能かどうか、そう

いった調査も行っていく予定と考えております。

また、省エネという観点でいいますと、これ振興

センターで特に試験は行っておりませんけれども、

一つの栽培技術として秋小麦の大豆間作の取組と

いったものがあります。これ耕起作業が省略でき

るといった栽培技術ということで示されておりま

す。ここについてもまだまだ実施するに当たって

の一定効果、また課題、それぞれある部分かと思

いますので、ここについて農業改良普及センター

と連携もしながら様々なそういった技術の情報提

供、そういったものに努めてまいりたいと思って

おります。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひこれ社会に対して〇４番（水間健詞議員）

環境負荷を減らすという意味でも何か対策が求め

られるところだと思います。

次に、大項目２の部分で回答いただいておりま

すが、質問を付け加えさせていただきたいと思い

ます。先ほどの答弁の中では、やはり子実コーン

のことが中心である程度の成績が出ていると。そ

れで、今後まだこの名寄で可能性がある作物なの

か繰り返し数年かけて試験していくということで

した。ほかに何か品目で計画しているものがある

のか、または既に何かやっているものがあるのか、

あるいは既存のものでも省力的にやる方法を何か、

飼料作物で省力的にやる方法を検討されて、試験

などされているのか、こういったことについて伺

いたいと思います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

子実コーン以外の飼〇経済部長（山田裕治君）

料作物の可能性ということでお問合せであります。
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現状でいきますと、子実コーン以外の飼料作物に

ついて特に試験等の予定は今持ってございません。

やはりこれまでの飼料作物の中心となってきたの

が牧草が中心ということで、それより収益性の可

能性のあるものということ、また畜産農家の方が

求めるものというふうに、そういった状況を受け

て、今子実コーンということが注目をされている

ということかと思っております。先ほど申しまし

たとおり、なかなか経済性の面でいいますとまだ

まだちょっと課題が多い作物かなというふうにも

捉えております。それ以外となりますと、イアコ

ーンサイレージ、そういったものを乳牛に使うと

いうふうな例もございますので、可能性があると

するとそういったものというふうになろうかと思

います。いずれにしても、なかなか、今のこの局

面に即応して作れるものということでいいますと、

やはり他地域での取組で一定程度成果を上げてい

るものということになろうかと思いますので、そ

ういった他地域の取組ですとか事例を参考とさせ

ていただきながら、これは継続的にほかにもっと

いいものがないのかということでいろいろと情報

の収集に当たってまいりたいというふうに考えて

おります。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

私も今のところ有望な〇４番（水間健詞議員）

作物としては子実コーン以外あまり寡聞にして知

らずというところなので、今後私も注視していき

たいと思っております。

次に、大項目の３つ目、御答弁いただいた中で

圃場のアクセスの問題、中山間の制度を利用して

ということだったのですけれども、制度というか、

交付金を利用してということだったのですけれど

も、これは恐らく風連中山間の集落協定って名寄

と風連、今現在分かれておりまして、今風連地区

の集落協定の中での交付金で取り組んでいるとい

うことだったと思うのですけれども、名寄地域の

中山間の集落協定のメニューの中にはそういった

取付け道路を整備したりというメニューはない状

態で、なかなかちょっと事情が違うということが

ありまして、どうなのでしょう。名寄地域で何か

やりやすい仕組みがないのか。

それから、やはり田んぼに適している土地、野

菜や畑作に適している土地、それから酪農、畜産、

牧草を取るのに適している土地、いろいろ適して

いる土地というのはそれぞれ違うと思います。耕

種農家、酪農、畜産農家それぞれが協調した中で

持続的発展ができるような土地の有効利用をして

いくことで耕作放棄地を極力少なくできると思い

ます。耕作放棄地になりそうな予備軍が相当ある

と私認識しております。もう少し踏み込んだ考え

は何かないのか改めてお伺いします。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

先ほどお答えさせて〇経済部長（山田裕治君）

いただきました中山間の事業につきましては、今

議員からおっしゃられたとおり、風連地域での取

組ということで、これ中山間の対象地が条件とい

うふうになっていますので、平地というのですか、

平らなところについてはこの事業、制度としては

風連地域も持っていますが、実際には平地の部分

では活用できないといった、そういった制限の中

で現状取り組まれている取組であります。議員当

然御存じのとおり、名寄地域と風連地域の場合、

中山間の予算規模も違いますので、なかなか名寄

地域で同じようなことをやろうと思っても難しい

というふうな事情も私どもも十分承知しておりま

す。ここにつきましては、今風連地域で行ってお

ります小規模土地改良事業の一定程度、どの程度

効果があるのか、また実際に取り組まれている事

業の内容、そういったものを少し状況を精査をさ

せていただきながら、今後の条件不利地の課題解

消に向けてどういった事業が必要なのか、今後状

況の把握と研究というふうに努めていきたいとい

うふうに考えておりますので、御理解いただきた

いと思います。

また、耕作放棄地予備軍の部分、ここにつきま

してはこれも水間議員も日頃から地域の中で農業
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者の、農業委員という立場でいろいろと御相談に

乗っていただき、対応していただいているかと思

いますが、いわゆるそういった土壌条件ですとか

耕作の効率化、効率性というのでしょうか、そう

いう条件とで求める側と売りたいとか貸したいと

いう出し手の方とのやはり条件整備というのです

か、事前にどういったものが必要なのか、そこを

十分にすり合わせをしながら、ここすぐにという

ことはなかなか難しいと思いますので、将来の何

年後に見据えた計画的な施設の整備ですとか土壌

の改良ですとか、そういう取組が必要なのかなと

いうふうに思っております。現在人・農地プラン

の地図化といった取組が、これ令和６年度中に作

成をしなさいといった国からの指示もございます。

今後地図化をしていく作業の中で将来の出し手と

なる方、また引き受けたいという方とのまず現状、

どの程度今マッチングが成立しているのかといっ

たことを調査をしながら、そして出し手の方は手

を挙げているのだけれども、引受手の方がまだ決

まっていないよという、いわゆる空白になってい

る農地につきましては、今後地域の中でそういう

ミスマッチの解消に向けた地域での協議ですとか

個別での相談といったことを取り組むことになっ

ていくかと思われます。先ほど言いましたいわゆ

る将来的に計画的な農地の整備等につきまして、

こういった作業を取り組む中でできるだけ流動化

が継続的に、そして安定的に進むことができるよ

うに私どもとしても努めてまいりたいというふう

に思いますので、御理解いただきたいと思います。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇４番（水間健詞議員）

まさにどれだけ条件がいい、畑自体が条件がよく

ても畑に入っていけなければどうしようもないわ

けで、既存のものをなかなか、直してもらう公共

の道路や何か直してもらうのはなかなか難しいに

しても今後整備がある場合はきちんとそういった

アクセスの障害にならないような、これは経済部

だけではなかなか対応する分野ではないのかもし

れませんけれども、ぜひそういったこと考えて公

共施設の整備など進めていっていただきたいと思

います。

以上で、少し時間余りましたけれども、私から

の質問を終わります。ありがとうございました。

以上で水間健詞議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

名寄市立大学の今後の発展に向けて外２件を、

中畠孝幸議員。

議長より指名を受けま〇１番（中畠孝幸議員）

したので、通告書に従って質問いたします。

大項目１、名寄市立大学の今後の発展に向けて、

小項目１、志願者獲得について。道北に位置しま

す旭川大学が今年度より旭川市立大学となって公

立化したことにより、同じ保健福祉学部を有する

名寄市立大学が今後志願者獲得の上で影響を受け

ることは容易に予想されます。名寄市立大学の志

願者数の推移及び競争倍率の変化についてどのよ

うに認識しているか伺います。

また、今後も一定の競争倍率を維持し、優秀な

学生を確保する方策としてどのようなことをお考

えかお示しください。

また、現在外国人留学生特別入試の制度はあり

ませんが、外国人留学生を受け入れる考えはない

か伺います。

小項目２、学生に対する多方面のケアについて

伺います。受験生から魅力ある大学として評価さ

れるためには、様々な点で面倒見のいい大学であ

ることが求められます。その一つとして、学生を

経済面からサポートする奨学金制度があります。

日本学生支援機構による奨学金制度以外に市とし

てどのような奨学金制度を整備しているかお知ら

せください。

また、経済面以外で学生が大学生活を円滑に送

ることに配慮した教育上、生活指導上のサポート

としてどのようなものがあるか伺います。

小項目３、教員に対する支援について伺います。

教員が良質な研究を進める上で、研究費の獲得が
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大きな意味を持ちます。外部資金の獲得に関して

科学研究費助成事業、科学研究費補助金、科研費

というふうに省略して言わせていただきますが、

科研費への応募数、それから採択数、過去３年間

にわたって応募数と採択数をお知らせください。

また、外部資金の獲得に際して教員への情報提

供、書類作成等に関してどのような支援を行って

いるか伺います。

また、国内海外研修制度、いわゆるサバティカ

ル制度の整備状況についてもどのような段階にあ

るかお知らせください。

次に、大項目の２、スポーツ合宿の誘致に向け

て、小項目１、諸条件から見た名寄の優位点、不

足点について伺います。スポーツ合宿の誘致は、

名寄市の活性化のために特に推進すべきことの一

つと考えられます。また、冬だけでなく、一年を

通した受入れが望まれます。自然環境、受入れ施

設といった点から名寄の優位点、不足点をどのよ

うに分析し、どのような方向へ誘致を進めていこ

うとしているか伺います。

また、宿泊施設について、合宿する若いアスリ

ートのための安価な施設を何らかの方法で生み出

す考えはないかお知らせください。

小項目２、他地域との共同、共存について伺い

ます。スポーツ合宿の誘致に関して、上川北部の

他地域との連携の事例や可能性があればお示しく

ださい。

小項目３、誘致を増大させるための課題につい

て伺います。誘致を増大させるためには、競技施

設や宿泊施設といったハード面だけでなく、指導

者の存在、市民の意識といったソフト面での要素

も大きいと考えられます。そのような広い観点か

ら見たとき、今後の名寄の課題をどう捉えている

か伺います。

次に、大項目３、宗谷本線の活性化に向けて、

小項目１、利用者増への取組について伺います。

沿線自治体が関与する協議会として宗谷本線活性

化推進協議会がありますが、国からＪＲ北海道へ

の支援が令和５年度を区切りとされていることか

ら、宗谷本線調査実証事業協議会を設立して、総

括的検証と抜本的改善方法を検討するための事業

を実施すると伺っております。この調査、実証事

業を通して宗谷本線の利便性向上、利用促進を図

る上でどのような方向性を考えているか伺います。

例えば宗谷本線沿線の自然環境、環境資源を考え

たとき自転車を畳まずに乗車できるサイクルトレ

インの運行が有効と思われますが、調査実証事業

にサイクルトレインが含まれるか、考えを伺いた

いと思います。

名寄駅の施設に関しては、鉄道をまたぐ跨線橋

が車椅子利用者、ベビーカー利用者、老齢者にと

ってＪＲ利用上の障害となっていると思われます

が、エレベーター設置についても考えを伺います。

小項目２、地域公共交通の中での宗谷本線の位

置づけについて伺います。地域公共交通の中で宗

谷本線を考えたとき、バスでも自動車でも自転車

でもなく、鉄路だからこそ、鉄路というのは鉄道

路線です。鉄路だからこそ運べるものがあるとい

う観点が必要と思われます。地域公共交通の中で

鉄路が持つ利点、またバス等他の手段との組合せ

による利便性の向上についての考えを伺います。

小項目３、名寄市の役割について伺います。宗

谷本線は、旭川から名寄、すなわち宗谷南線と名

寄から稚内、すなわち宗谷北線とに区分され、名

寄はその結節点、その結び目といいますか、結節

点として重要な役割を担っています。今後名寄が

宗谷本線調査実証事業協議会の中で果たすべき役

割、宗谷本線の利活用を進める上で取るべきリー

ダーシップ等について考えを伺います。

以上で壇上からの質問といたします。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

中畠議員か〇市立大学事務局長（水間 剛君）

らは、大項目３点にわたり御質問をいただきまし

た。大項目１は私から、大項目２と３につきまし

ては総合政策部長から答弁させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。
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まず初めに、大項目１、名寄市立大学の今後の

発展に向けて、小項目１、志願者獲得についてお

答えいたします。少子化による１８歳人口の減少

に伴い志願者の確保は年々厳しく、他大学と同様

に本学も大きく影響を受け、志願者数が減少して

いる状況にあります。また、旭川市立大学の公立

化も本学の志願者確保に当たりまして今後影響を

与えることは必至であると考えております。これ

まで志願者獲得に向けては進学相談会への積極的

な参加や高校訪問など教職員一丸となり、直接志

願者や高校教員の方へ本学の魅力をお伝えしてき

ているところであります。具体的な取組では、魅

力的な教育カリキュラムの導入として本年度の入

学生から看護学科に助産師課程を開設し、本学独

自の魅力を打ち出し、一定の志願者を確保できた

と考えております。毎年本学入学者数の約３割を

占める道外出身の学生確保対策として、２０２０

年度から一般選抜前期日程の試験会場に仙台市を

新たに設置し、これまでの道外から北海道への受

験移動の負担軽減を図り、東北以南の受験生の確

保に努めております。入試広報対策としては、令

和３年度から本学の魅力や学生の活動を積極的に

学外に発信すべく、教職員と学生から構成された

魅力プロジェクトなよろの学内組織を発足させま

した。この組織の一番のポイントは、学生が組織

に入り、より高校生に近い学生の意見やアイデア

を取り入れた活動を実施できるところにあります。

これまでの活動としては、夏季休業中に地元に帰

省する学生が自身の高校を訪問し、本学のＰＲを

行う里帰り高校訪問、コロナや遠方のため本学を

見学することができない方のために学生が学内施

設を紹介する大学見学ＰＲ動画の作成、函館の地

域ラジオ局であるＦＭいるかへの函館出身学生の

出演、共通テスト後の進路決定に当たり出願前に

本学や名寄市を知っていただく出願前ガイダンス

をオンラインで実施いたしました。今後も学生か

らのアイデアを取り入れ、様々な媒体を活用した

ＰＲを行ってまいります。

次に、外国人留学生の入学に関しましては、現

在も学部の一般受験は可能ですが、今後さらに厳

しくなっていく学生確保を検討する上で外国人留

学生の受入れも対策の一つであると思いますので、

検討を進めていかなければならないと考えており

ます。

次に、小項目２、学生に対する多方面のケアに

ついてお答えいたします。学生への経済的なサポ

ートについては、本学独自の奨学金として名寄市

立大学給付型奨学金、通称めいだい奨学金という

制度があります。この奨学金は、学業成績及び経

済的状況を勘案しまして、毎年学科、学年１名ず

つ、合計１６名の学生に対して月２万円、年間２

４万円を給付するものであります。また、他の給

付制度として保護者等の生計維持者が死亡、重度

の障がいとなった場合や激甚災害等で家屋が損傷

した場合に１件につき１０万円を支給する災害等

一時給付奨学金も定めております。経済面以外の

サポートといたしまして、教育上のサポートでは

年度初めに新入生だけではなく、在学生にもガイ

ダンスを実施し、履修登録や計画的な単位修得な

ど教学上のガイダンスを行うとともに、事務局担

当課からもメールや掲示板等で頻繁に学生に対し

まして注意喚起等を行っております。生活上のサ

ポートでは、学科教員の取組として各学科に学生

委員を配置し、学生の悩み、不安などの相談、サ

ポートなどに努めております。また、学内組織の

取組として健康サポートセンターを設置し、保健

師、看護師が常駐するとともに、週２日精神科の

医師も配置し、いつでも学生からの様々な相談業

務に応じ、ケアできる体制を整備しております。

次に、小項目３、教員に対する支援についてお

答えいたします。初めに、科学研究費補助金への

過去３年間の新規の応募と採択数でありますが、

令和５年度は応募数１８件に対して採択件数が５

件、令和４年度は応募数２２件に対して採択件数

が３件、令和３年度は応募件数２１件に対して採

択件数が４件となっております。前年度からの継
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続分を含めると令和５年度が１５件、令和４年度

は１２件、令和３年度は１８件となっております。

外部資金獲得に関する教員への情報提供、書類作

成等に関する支援につきましては、これまでに科

研費申請へ向けたＦＤ研修会を開催しております。

研修の内容としては、若手教員を対象とした初め

ての申請コースと申請経験者を対象とした初めて

の採択コースに分けて行い、これまでに採択され

た学内の教員が講師となり、科研費申請までの道

のりや計画書作成で心がけていること、審査のポ

イントなどを説明し、申請や採択に向けた一助と

なるべく取組を進めてきております。また、科研

費申請の前に研究倫理ｅラーニングコースの受講、

公募における変更点などを周知し、事務局での事

前チェックを行うなど期日までに誤りがない申請

となるよう注意喚起を促しております。

次に、国内海外研修制度の整備状況につきまし

ては、本学では名寄市立大学国内・国外研修規程

を定めております。教授、准教授など各職にある

者について研修の開始時に５年以上在籍し、研修

終了後本学の教育研究の向上に貢献できる者に対

して３か月以上１年以内の期間、勤務場所を離れ

て、研修に専念することを認めております。名寄

市立大学国内・国外研修規程に関わる申請等の取

扱要綱では、本学教授会の議を経て研修者を選考

し、市長の承認を得るなどの具体的な手順を定め

ております。これまでに２名同制度を活用した学

術研究を進めてきております。今後とも国内、国

外研修に関わりましては規程及び要綱に沿った対

応を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私から大項目２〇総合政策部長（石橋 毅君）

及び３についてお答えいたします。

初めに、大項目２、スポーツ合宿の誘致に向け

て、小項目１、諸条件から見た名寄の優位性、優

位点、不足点についてですが、本市のスポーツ合

宿誘致は地方創生推進交付金を活用した冬季スポ

ーツ拠点化プロジェクトで掲げた方針の下、自然

環境と施設を生かして交流人口拡大を図っていく

ことであり、これを実現させる方法として官民一

体の合宿受入れ組織を立ち上げることや名寄市立

大学や名寄市立総合病院と連携して、スポーツ医

科学サポートを提供することとしています。また、

将来冬季ナショナルトレーニングセンターの誘致

を目指し、冬季スポーツのブランディングを図る

ことで合宿誘致を推進していく方針です。本市の

優位性は、温暖化で希少価値が高まっている天然

雪が豊富なことや冬季スポーツ施設を複数有し、

それぞれがコンパクトにまとまったエリアに存在

していること、さらには市内にスポーツ合宿を誘

致できる競技団体や人材が存在していることです。

一方で、不足している点は合宿者向けのスポーツ

医科学に関する積極的なサポート体制を整えられ

ていないことです。現在一部のジュニアアスリー

ト向けに医科学サポートを実施していることから、

引き続き各機関の協力をいただきながら、合宿者

までサポートを拡大できるよう努めてまいります。

合宿者向けの安価な宿泊施設を生み出す考えにつ

いてですが、合宿地を選ぶ上で練習環境と宿泊施

設は大きな要素であると認識しています。このこ

とについて名寄旅館組合様との会合やＮスポーツ

コミッションの前身であるなよろスポーツ合宿誘

致推進協議会の中でも公共施設の再活用や合宿者

への補助金などの話合いを重ねてきた経過があり

ます。資金や持続性など課題があり、当時はすぐ

に具体化していくことは難しいという見解に至っ

たことから、現在は安価な宿泊施設の提供に関す

る具体的な検討は行っておりません。

次に、小項目２、他地域との共同、共存につい

て申し上げます。スポーツ合宿の誘致に関わる他

地域との連携の事例としては、上川総合振興局管

内スポーツ合宿誘致推進協議会が設置されており、

振興局内の自治体で情報交換やパンフレットを配

布するなど大会会場等でＰＲ活動を行っておりま

す。また、２０２２年北京オリンピックの開催以
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前は毎年中国からスキージャンプチームの長期合

宿を受け入れており、ジャンプ台を有する近隣自

治体と施設利用に関する連携や移動や宿泊のサポ

ートを共同で行い、ホストタウン事業で台湾から

バドミントンチームを招聘した際には、上川地区

の自治体等で練習会場やトレーニングパートナー

の確保で連携を図ってきました。このほか、国の

アスリート育成パスウエー事業の一環として実施

したウインタースポーツコンソーシアム事業や北

海道タレントアスリート発掘育成事業でも国、北

海道、さらにはフィンランドやカナダにあるスポ

ーツ機関との連携や中央競技団体や市内企業、団

体等の御協力をいただくなど国内外を問わず、横

断的な連携で事業を実施してきたところです。

次に、小項目３、誘致を増大させるための課題

について申し上げます。平成２７年度に策定した

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、平

成２６年度の合宿受入れ人数実績を基に設定した

２，５００人を基準値として、合宿誘致の本格的

な取組が始まりました。合宿受入れ実績ですが、

平成３０年度の８，３２９人がピークで、令和４

年度は６，４６５人の受入れとなり、ここ数年は

減少傾向にあります。内訳は上半期が３１団体、

１，１５６人、下半期は１４０団体、５，３０９

人となっており、全体の約８割が下半期に集中し

ているのは冬季スポーツ施設を有する本市の大き

な特徴の一つです。また、大会開催前後の合宿も

多く、令和４年度は５，４１７人で全体の約８割

を占めており、例年スキー大会を中心に全国規模

の大会が開催されることが大きな要因となってい

ます。現状を踏まえて合宿を増やしていくポイン

トは２つあり、１つ目は上半期の合宿を増やすこ

と、２つ目は大会開催に頼らない合宿を増やすこ

とにあります。課題は受入れ側の人材に関わるこ

とで、具体的には合宿の計画段階で相談できる人

材や宿泊施設やスポーツ施設の利用でニーズに合

った調整ができる人材、また練習試合などのトレ

ーニングパートナーを準備できる人材、この３つ

の課題があると考えています。

次に、大項目３、宗谷本線の活性化に向けて、

小項目１、利用者増への取組について申し上げま

す。宗谷本線活性化推進協議会は、宗谷本線と密

接な関わりがある２６市町村、議会、経済団体で

構成されており、鉄道の高速化や利用者の利便性

向上、沿線地域の振興に寄与することを目的とし

た事業を実施しています。ＪＲ北海道への国から

の支援が令和５年度を区切りとされており、令和

５年度中に調査、実証事業を行い、総括的検証と

抜本的改善方策の方向性を検討することで、令和

６年度以降の支援スキームが決定されます。この

調査、実証事業を行う宗谷本線調査・実証事業協

議会は、持続的な鉄道網の確立に向けて鉄道の優

位性を発揮できる仕組みや２次交通も含めた交通

体系の検討をするための事業を実施する予定です。

御質問いただきましたサイクルトレインについ

ては、自転車をそのまま車両内に持ち込める鉄道

であり、観光と連携したサイクルツーリズムの効

果も期待されることから、北海道内の観光地でモ

ニターツアーが実施されるなど北海道の観光資源

を生かすものとしてその効果が期待されるもので

す。宗谷本線での令和５年度の調査、実証事業は、

幹線交通ネットワークである旭川稚内間の都市間

輸送の維持、強化による利用拡大や沿線地域の公

共交通の維持、利便性向上を図るために必要な事

業を協議会で決定して、行うものでありますが、

サイクルトレインの運行は協議会で決定した事業

では予定されておりませんので、御理解願います。

また、名寄駅の線路をまたぐ跨線橋へのエレベ

ーター設置については、宗谷本線全体の利便性向

上や利用促進を図る調査、実証事業の中で協議会

として名寄駅の施設整備を実施することは難しく、

名寄駅は民間企業であるＪＲ北海道の施設である

ことからも今後もＪＲ北海道と情報交換を行って

まいりますので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目２、地域公共交通の中での宗谷本

線の位置づけについて申し上げます。地域の生活
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基盤である公共交通は通院、通学、買物など市民

生活を維持する上でも身近な移動手段であり、地

域医療や観光、物流など広域的な観点において生

活や経済活動を支える上でも重要なものとして位

置づけられます。宗谷本線は、道北圏の人的交流、

観光振興の基幹となる交通手段として重要な意味

を持つ線区であります。本市が策定した名寄市地

域公共交通網形成計画の基本方針においても、都

市間や間接的に空港とを結ぶ幹線的な交通ネット

ワークであり、重要な公共インフラに位置づけら

れると考えております。また、過疎地域において

物流、人流サービスの維持が重要な課題となって

いる中で鉄路は大量輸送のメリットがあり、宗谷

本線においても旅客列車を利用して荷物を輸送す

る貨客混載事業を取り組んでいるところです。北

海道の北海道交通政策総合指針でも鉄道やバスな

どが連携をして、利便性の高いシームレスな公共

交通の実現を目指すこととされております。令和

５年度に実施する調査、実証事業では、ＪＲとバ

スの時刻が一目で分かる鉄道、バスの共通時刻表

を作成することも含まれており、今後も他の交通

手段との連携による利便性の高い公共交通の確保

に努めてまいります。

次に、小項目３、名寄市の役割について申し上

げます。本市は、これまでも平成２８年にＪＲ北

海道から自社単独で維持困難とする１０路線１３

線区が発表されて以降、宗谷本線と密接な関わり

のある２６市町村、議会、経済団体で構成された

宗谷本線活性化推進協議会の活動で国の実効性あ

る支援や北海道と共に利用促進費の財政負担を決

定するなど国、北海道と連携をした取組を進めて

まいりました。本年度実施予定の宗谷本線調査・

実証事業協議会による調査実証事業は国、北海道

の支援メニューを活用して、総括的検証と抜本的

改善方策の検討を行うことで令和６年度以降の支

援スキームを求めていくものです。宗谷本線の維

持は道北地域の持続的な発展につながる側面を持

っており、協議会で決定された調査、実証事業の

実施に当たっては沿線自治体と連携をしながら事

業を実施してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御丁寧な答弁〇１番（中畠孝幸議員）

をいただきまして、ありがとうございます。まず、

大項目１、名寄市立大学の今後の発展に向けてに

ついてですけれども、これを設定しましたのは名

寄の人口、現在２万６，０００人を切って２万五

千何百人かの規模ですけれども、その規模のまち

に８００人近い学生が在籍していると。そういう

８００人近い学生が勉学に励んで生活していると

いうことは、名寄市にとって非常に財産であると

いうふうに考えておりますので、そういった基本

的な認識をまず申し上げて、再質問をさせていた

だきたいと思います。

小項目の１について、志願者獲得についてです

けれども、進学説明会、高校訪問、それから里帰

り高校訪問、大学ＰＲ動画の作成、様々いろいろ

工夫を凝らしてやっていらっしゃるということは

よく分かりました。それから、助産師課程の新た

な創設とか、それから仙台市での受験会場を新た

に設けるなど受験生獲得に関して努力されている

ことが御答弁からよく分かりました。１つだけち

ょっと御質問したいのですけれども、名寄市立大

学の点検評価報告書を私見せていただいたのです

けれども、点検評価報告書の２０１７年度版、こ

れは毎年出しているわけではありませんので、２

０１７年度版が一番新しいものと考えられますけ

れども、その中の受験に関してですけれども、現

在の推薦枠について志願者獲得で大きな意味があ

ると思いますけれども、推薦枠である程度受験生

を確保して、一般入試でさらに確保するというこ

とが必要になってくると思いますけれども、点検

評価報告書の５９ページに推薦入試における地域

指定枠の募集人数が検討課題であるということを

書かれていまして、募集枠を充足できていない状

況にある学科があるということが書かれています。
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地域指定枠による推薦入試の在り方ですけれども、

それがこの点検評価報告書では大学入学者選抜改

革ワーキンググループで検討を進めていくという

ふうに書かれていますけれども、これ数年前の報

告書ですので、現在の時点で地域指定枠の推薦入

試に関してどのような議論がなされているのかと

いうことをひとつお伺いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

今の御質問〇市立大学事務局長（水間 剛君）

ありました学校推薦型選抜試験におきます地域枠

という内容の部分についてですけれども、私ども

のほうの大学におきましては地域枠については定

員の１割ということで、栄養学科でしたら４０人

の定員中１割ですから４名という、あとほかの３

つの学科は５０人ですので、１割の５名ずつとい

うことで地域枠を定めております。私どものほう

の大学が４大化になったときに地域枠の人数を指

定させていただきました。当時と比べまして、今

現状としては地域枠については上川北部に位置す

る高校を卒業する学生ということになりますので、

当時の大学が開学したときと今現状を比べますと

高校数も当然減っていますし、子供の数も大分減

っているということで、学科によっては地域枠の

部分の人数が受験されていないという現状もあり

ます。私どものほうとしては、地域枠の部分につ

きましてもう少し地域枠、先ほど言いましたよう

に、上川北部というエリアの中で定めている部分

もありますので、もう少し枠組みとして範囲を大

きくできる可能性はないのか、そういった部分も

含めて地域枠の在り方について早急に検討という

か、全体的な入試の学生確保も含めて重要だとい

うことで、地域枠の部分についてもそういったエ

リアなどの部分についてどうあるべきかという部

分について今数値的なものも含めて検討している

状況であります。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇１番（中畠孝幸議員）

それから、その点については理解できました。

外国人留学生に関してですけれども、私が見せて

いただいた資料で名寄市立大学の将来構想（ビジ

ョン２０２６）という資料がありますけれども、

その中で外国人留学生についてどのように進める

かという一覧表のようなものがあるのですけれど

も、そこで私費外国人留学生入試の実施検討とい

うのが２０２２年度に検討するというところに丸

がついているのです。その検討がどういうふうに

行われたのかということをお知らせいただきたい

のと、それから先ほどの御答弁の中で学部の一般

受験が留学生もできるというお話がありましたけ

れども、やはり外国人留学生にとっては日本語の

ハンディもありますし、同じ試験を受けて入って

くるというのはまず不可能に近いというふうに思

いますので、外国人留学生特別入試というのが必

要だという認識を私持っております。その点につ

いてお答えいただければと思います。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

外国人留学〇市立大学事務局長（水間 剛君）

生の部分については、具体的な内容の部分がまだ

決まっていないというのが現状であります。ただ、

私どものほうの大学につきましては、大学である

とともに養成校という位置づけもあります。そう

いったこともありまして、今後学生の、外国人の

留学生の部分についてはいろんなハードルがある

のかなとは考えておりますけれども、ただ外国人

だけではなくて、学生確保という部分については

様々な改革をしていかないといけないということ

で考えております。そういった部分を含めますと、

外国人留学の留学生の部分についても、先ほども

答弁させていただきましたけれども、そういった

改革の一つとして検討すべき課題の部分というこ

とで認識しておりますので、今後後期の大学の実

施計画というのが今年度から始まりますけれども、

その中でも検討してまいりたいと考えております。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇１番（中畠孝幸議員）
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それで、小項目の２に関してなのですけれども、

めいだい奨学金というのが支給されているという

ことで、各学科、成績優秀者だと思いますけれど

も、１名で月々２万円がめいだい奨学金として、

これは給付型の奨学金ということで返さなくても

いいということなのですけれども、１６人という

ことでたまたま議員の数と同じなのですけれども、

それをこの場で共有させていただいて、その金額

も、これは学生向けの大学案内の中でもＰＲで使

われていますので、受験生にとってもそういうも

のがあるのだということは知れていることだと思

いますけれども、その金額の妥当性などについて

も今後検討する機会がありましたら、また質問さ

せていただきたいと思います。

それから、３番目の教員に対する支援について

ですけれども、科研費への応募数、採択数につい

てお知らせいただきまして、ありがとうございま

した。それから、科研費の応募に関するＦＤ研修

の中で行う、ファカルティ・ディベロップメント

というのでしょうか、そのＦＤ研修の中で申請に

ついて経験者から経験がまだない教員の方に対し

て研修が行われているということ、非常にいいこ

とだと思いました。それから、サバティカル制度、

国内海外研修制度について５年以上在籍した人に

関して３か月以上１年以内でそういう制度がある

ということお知らせいただきました。実際にその

制度を利用された先生というのがこれまで２名と

いうことですので、もっと応募して、増やしてい

ただけたらいいのではないかなという印象を持っ

たということをお伝えして、大項目１に関しては

再質問を終わらせていただきます。何かありまし

たら。よろしいですか。すみません。こんなこと

言っていいのかどうか。私からそんなこと聞いて

いいのか分かりませんけれども。

大項目の２番目ですけれども、スポーツ合宿の

誘致に向けて、ここでも石橋部長から分かりやす

く御説明をいただきました。名寄の優位点、それ

からまだ欠けている点について私も同感だと思う

点が多かったです。交流人口を拡大する上でスポ

ーツ合宿を増やしていくということが必要だとい

うふうにお考え、私もまさにそのとおりだと思い

ますけれども、公共施設の再利用に関して、合宿

する若いアスリートのための安価な施設というこ

とを私言わせていただいたのですけれども、それ

に関しては過去に検討済みであるということで御

回答いただいたのですけれども、公共施設の再利

用などに関して、先ほど官民一体になってという

お話もありましたけれども、官でできなければ民

に頼って、そういう施設を運営してくれる民間の

方がいるようでしたらお願いするというような形

でぜひ進めていただきたいと思いますけれども、

それに関して何かありますでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

スポーツ振興、〇総合政策部長（石橋 毅君）

それから合宿誘致といった視点で本当に今後より

よくなるような御提言いただいていると受け止め

ております。今お話のあった宿泊施設に関する御

提言ですけれども、まさにおっしゃったとおりで

す。おっしゃっていただいたとおり、官ができな

ければ民という可能性も、それは当然探っていか

なければなりませんし、我々が行政としてこれを

振興するという最大の目的は、市内にしっかりと

経済効果をもたらす取組につなげなければいけな

いということがありますし、あとはやっぱりレベ

ルの高いスポーツがこの地域で見ることができる

といった部分も重要な観点かなと思っております

ので、しっかりと民間が着手しても、民間もしっ

かりと着手できるような事業体系がコーディネー

トできるようになれば、当然積極的な、積極的と

いうか、前向きに検討していきたいなというふう

には考えているところです。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

スポーツ合宿に関して、〇１番（中畠孝幸議員）

お話ししている中で、先ほど名寄市立大学のこと

に関係する話、ちょっと戻りたいのですけれども、

議長よろしいでしょうか。
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大学に関することです〇議長（山田典幸議員）

か。

はい、先ほどの。〇１番（中畠孝幸議員）

続きということですか。〇議長（山田典幸議員）

はい。〇１番（中畠孝幸議員）

どうぞ。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇１番（中畠孝幸議員）

先ほど名寄市立大学のことをお話ししていた中で、

教員に対する支援ということで、教員の研究をど

んどん進められるように支援をしてほしいという

こと申し上げましたけれども、その先できれば、

願わくばということで考えていますのは、スポー

ツ合宿とこれは関連することなのですけれども、

全国規模の学会を名寄に誘致してほしいというこ

となのです。これは全国規模の学会に限らず、何

か見本市でもいいのですけれども、大きなスポー

ツ大会を開くとたくさんの人が名寄に来てくださ

って、交流人口が増える、経済効果も上がるとい

うことでスポーツ合宿についてお伺いしたわけで

すけれども、先ほどちょっと言い忘れましたけれ

ども、大学の先生方に関しても研究を進めて、御

自分の所属する学会の全国大会、例えば看護関係

でも福祉でもいいですけれども、全国学会がある

と思いますけれども、それを名寄に誘致して、名

寄で大きな大会を開いてもらえれば、これは夏は

非常に冷涼な気候で、先生方、ちょっと遠いです

けれども、喜んで来てくださるのではないかと思

いますけれども、そのためには先生方に御苦労を

お願いしなければいけませんけれども、例えば学

生に対する教育効果ということを考えても名寄市

立大学で大きな学会が開かれるということは教育

面でもメリットが大きいと思いますので、そうい

うこともぜひ大学の先生方に、御苦労ですけれど

も、お願いできればということを考えています。

すみません。戻ってしまいましたけれども……

答え、答弁はいいです〇議長（山田典幸議員）

か。

ええ、よろしいです。〇１番（中畠孝幸議員）

すみません。それで、先ほどの続きですけれども、

大項目２番について、どうもありがとうございま

す。

それから、大項目の３、宗谷本線の活性化に向

けてということなのですけれども、まずサイクル

トレインに関しては、今検討のまないたの上にの

っていないというようなお話でしたけれども、先

ほど石橋部長もサイクルツーリズムの上で非常に

意味があるということをおっしゃってくださいま

したので、そういうこと、そういうお考えの上で、

できれば今後検討する余地があればぜひお願いで

きればというふうに考えています。

それから、エレベーター設置についてちょっと

突拍子もないというふうにお考えになったかもし

れないのですけれども、名寄市の現在の乗降客と

いいますか、名寄市に発着する列車の数ですけれ

ども、稚内方面、それから旭川、札幌方面含めま

して全部で３７本の列車が、名寄が始発の場合も

ありますし、名寄が終着点の場合もありますし、

特急のように名寄を通過する列車の場合もあるの

ですけれども、全部で３７本列車が走っています。

３７本のうち、現在１番線、２番線、３番線とい

うふうに分かれていて、１番線は改札を出てすぐ

乗れる場所です。それから、２番線、３番線は橋

を渡らなければ列車を利用できないという場所な

のですけれども、そのホームに関して先ほど申し

上げました３７本の列車のうち２０本の列車、２

０本は１番ホーム、１番線から発車、到着してい

ますので別にあまり障害はないのですけれども、

それから残りの１７本の列車は２番線、あるいは

３番線から発車しているということで、必ず橋を

渡っていかなければ到達できないということで、

あの橋を実際に渡ろうとすると分かるのですけれ

ども、何か大きな崖のようにそびえ立っているよ

うに、特にお年寄りにとっては大変な労力を使わ

ないと向こうに渡れないという現状があると思い

ます。それで、交通バリアフリー法というのがで

きたのが２０００年でありまして、体の不自由な
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方とかお年寄りでも公共機関を利用できるように

しようという法律、それが２０００年にできて、

もう２０年以上たつわけですけれども、でもそう

いうエレベーターを設置しなければならないとい

う基準がどうもあるようですけれども、５，００

０人であったり、あるいは改正されて３，０００

人以上というふうになったりしているようで、そ

の基準からしますと名寄駅は恐らく５００人に満

たない。平日ですと４００人前後の利用ではない

かと思いますけれども、そういった人数の利用の

駅で果たしてお金をかけてエレベーターをつける

意味があるのかということもちろん考えなければ

いけませんし、先ほど石橋部長がおっしゃったＪ

Ｒは民間企業であるということで、行政がそれに

関わることに対する疑問などもお話しになりまし

たけれども、ちょっと調べてみますと改札内のエ

レベーターが設置された例というのは、皆さん御

存じかもしれませんが、深川駅で数年前に設置さ

れています。深川駅で設置されている場合には、

深川市の負担が３分の２、それからＪＲ北海道の

負担が３分の１という形でどうも造られたようで

す。それから、これは最近の例で、北海道ではあ

りませんけれども、岡山県の津山駅でも３基エレ

ベーターが設置されておりますけれども、その場

合の費用の負担に関しては、ＪＲ西日本が２分の

１、それから国が４分の１、それから津山市が４

分の１を負担して造っているというような、そう

いうような事例もありますので、これはやはり名

寄市民が頻繁に利用するところでありまして、私

が観察したところでは、平日にちょっと見たので

すけれども、１日で１５０人ぐらいの人は橋を渡

らないと電車に乗り降りできないという、そうい

う現実があると思います。高校生は、駆け上った

り駆け下りたりできる非常に体力のある高校生な

んかはあまり問題ないかもしれませんけれども、

お年寄りであるとか体の不自由な方、あるいは子

供連れの方とか大きな荷物を持った方というのは

非常に危険を冒して橋を渡っているという現実が

あるということを申し上げて、ちょっと検討する

機会がありましたら検討していただきたいという

ことを申し上げたいと思います。

それで、これはもし本当に大きなお金をかけて

エレベーターをつけたとしても、今と利用状況が

変わらないようではあまりお金をかけた意味がな

いということが言えると思います。名寄の中心は

駅前というふうに私思っているのですけれども、

アスパラまつりをする場合も駅前通で行われてい

るわけですし、やはり名寄の中心は駅を中心、名

寄の中心街は駅を中心として考えるべきだという

ふうに思っているのですけれども、エレベーター

をつけることによってさらに利用が進んで、さら

には宗谷本線の利活用ができるようになるように

ということを願っているということなのですけれ

ども、ちょっとそれに関して何か石橋部長からあ

りますでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

いろいろ御提案〇総合政策部長（石橋 毅君）

いただきました。まず、我々というか、私のほう

で一定程度整理しなければならない論点というの

があるなと思っていまして、やはり事業者の責務、

それから公共交通という位置づけですから、では

地方自治体としての責務って何なのだろうという

ところをまず一番最初に整理しなければいけない

というふうに思っています。まず、鉄道事業者と

いうのは利便性だったり、サービス品質を向上さ

せたりとか、あとやっぱり魅力的な鉄道サービス

で利用促進を図っていくというのが、これが事業

者の務めで、責務であると。では、公共としての

責務って何なのだろうと整理をすると、地域の公

共交通の例えば需要だったり、あとアクセスを改

善して、要はシームレスな、いろんなバスとか鉄

道も含めてシームレスに公共交通が使えるような

環境をつくるといったことがやっぱり行政の役割

なのだろうというふうに整理をしたときに、御記

憶に新しいと思いますけれども、名寄高校駅とい

うのを実は移設をしました。これが私は行政とし
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てアクセスを向上させて、利用者数を上げる、増

やすという取組では典型的な好事例なのかなとい

うふうに思っていますし、これは全国的にもかな

り評価をいただいている事業でもあるかなという

ふうに考えています。全国的な事例で実際に導入

したケースという御紹介もいただきました。そん

な中で、やはり駅ですから、つながっての鉄道な

ので、名寄市民以外の利用も当然多くあるのだと

思います。そういった環境の中で、では名寄市が

単独自治体としてそこに投資をするといったこと

に対して、やはり名寄市民がどういった御理解を

いただけるのかといったところがまず一番のハー

ドルになってくるのだと思います。まず、名寄市

民がどれだけそういった恩恵を受けられるのかと

いったところもしっかりと分析して、ではほかの

地域の関係もどうするのだといろいろな難しい話

が出てきますので、私の中では主体的にやるべき

は事業者がやっぱりサービスの向上ということで

取り組んでいただくべきかなというふうには思っ

ているところです。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇１番（中畠孝幸議員）

小項目１に関してはそれぐらいにしたいと思い

ますけれども、それから小項目の２のところです

けれども、そこでも重要なことをいろいろお伝え

いただきました。例えば現在宗谷本線調査・実証

事業協議会で今年度の事業として行われようとし

ているのがＪＲとバスの時刻表、共通時刻表とい

いますか、ですからＪＲの時刻表にバスの時刻表

がくっついていて、どういうふうに乗り継げばい

いかということが分かるということなのです。で

すから、そういう時刻表を作ってみると、ちょっ

と運行の時刻が乗客目線でつくられていないなと

か、そういうことも分かってくると思いますので、

ぜひそういう共通時刻表をつくる中でそれを利便

性の向上に結びつけていただくことができればい

いなというふうに考えました。

それから、貨客混載に関してもおっしゃいまし

たけれども、それもやはり現在行われているので

すけれども、本当に空のまま走らせておくという

のはもったいないですので、人が乗らないのであ

れば荷物を載せる、あるいは先ほどからちょっと

しつこく申し上げますけれども、サイクルトレイ

ンで自転車を載せるとか、そういった空のまま走

らせないで利用する方法を考えるということは非

常に重要だと思いますので、そういう方向をぜひ

目指していただければと思います。石橋部長のほ

うから先ほど宗谷本線というのが重要な公共イン

フラであるということ、力強いお言葉いただきま

したので、宗谷本線をこれから本当に活用すると

いう方法をいろんな点から考えていけたらいいな

というふうに思います。

それで、もう最後に近いのですけれども、１つ

ちょっと申し上げたいと思っていましたのが、阪

急電車の創設者であります小林一三という人がい

ますけれども、小林一三という方が阪急電車を創

設したときに何を考えたかということなのですけ

れども、鉄道を経営するというのはもちろんなの

ですけれども、沿線の宅地開発、それから沿線に

宅地を開発して、例えば団地などを造れば、電車

を使って行き来をする人が増えるというのはもち

ろん当然なことですけれども、それから劇場とか

デパートを造ることによって人の移動を生み出し

たということです。これはもうかなり古い時代の

ことですけれども、今でも非常に参考になる私鉄

の事例ですけれども、沿線の宅地開発、あるいは

デパートとか劇場、阪急電車の場合には宝塚劇場

を造って、そこに人を集めて、鉄道利用者を増や

したということなのですけれども、ぜひそういっ

た小林一三の教えを受け止めて、いろんな条件は

違うかもしれませんけれども、天塩川に沿った宗

谷本線をぜひこれから生かしていくという、花た

びそうや号も非常に好評ですので、生かしていく

という方向で考えていただければと思います。す

みません。時間過ぎました。

終わります。
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以上で中畠孝幸議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午前１１時５２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 清 水 一 夫

署名議員 佐 藤 靖
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令 和 ５ 年 第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和５年６月２７日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１２号 名寄市過疎地域持続的

発展市町村計画の変更について

日程第４ 議案第１３号 令和５年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第５ 意見書案第１号 ２０２３年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第２号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保

・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書

意見書案第３号 地方財政の充実・強

化に関する意見書

意見書案第４号 食料安全保障の強化

及び食料・農業・農村政策の確立と酪

農・畜産経営の安定を求める意見書

日程第６ 報告第７号 例月出納検査報告につい

て

日程第７ 議会活性化特別委員会の設置及び委員

の選任

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１２号 名寄市過疎地域持続的

発展市町村計画の変更について

日程第４ 議案第１３号 令和５年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第５ 意見書案第１号 ２０２３年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第２号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保

・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書

意見書案第３号 地方財政の充実・強

化に関する意見書

意見書案第４号 食料安全保障の強化

及び食料・農業・農村政策の確立と酪

農・畜産経営の安定を求める意見書

日程第６ 報告第７号 例月出納検査報告につい

て

日程第７ 議会活性化特別委員会の設置及び委員

の選任

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員
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令和５年６月２７日（火曜日）第２回６月定例会・第４号

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

２番 富 岡 達 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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本日の会議に２番、富〇議長（山田典幸議員）

岡達彦議員から欠席の届出がありました。

ただいまの出席議員数は１５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 今 村 芳 彦 議員

１１番 高 野 美枝子 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（山田典幸議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登

校対策、ＣＯＣＯＬＯプランについて外３件を、

高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１２番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従い、順次質問をして

まいりますので、よろしくお願いいたします。

大きい項目１つ目、誰一人取り残されない学び

の保障に向けた不登校対策、ＣＯＣＯＬＯプラン

についてであります。全国の小中学校でコロナの

学校閉鎖の影響で不登校の児童生徒が急増し、約

３０万人の助けを求めようとする子供たちの中、

文部科学省は令和５年３月３１日に誰一人取り残

さない学びの保障を社会全体で実現していくとの

ＣＯＣＯＬＯプランを発表されました。教育行政

の責任者、文部科学大臣としては、１つには不登

校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたい

と思ったときに学べる環境を整える、２つには心

の小さなＳＯＳを見逃さず、チーム学校で支援す

る、３つには学校の風土の見える化を通して学校

をみんなが安心して学べる場所にする、このこと

により誰一人取り残さない学びの保障を社会全体

で実現すると言われております。不登校の児童生

徒全ての学びの場の確保についてでは、学校内の

スペシャルサポートルームの設置の促進について

であります。指導を行うために多様な学びの場の

確保や指導体制を整備することが必要であります。

教室に行きづらくなった児童生徒が学校内で落ち

着いて学習する環境のため校内教育支援センター、

スペシャルサポートルームの設置促進が進められ

ております。学校での授業や自宅やスペシャルサ

ポートルーム等、また教育支援センターに配信し、

オンライン授業やテストも受けられるとＣＯＣＯ

ＬＯプランにはあります。教室に行きづらくなっ

た児童生徒が学校内で落ち着いて学習ができる環

境の設置のスペシャルサポートルーム等、また教

育支援センターに配信し、オンライン指導のでき

る指導体制についての理事者の御見解をお伺いを

いたします。

次に、不登校児童生徒の多様な学びでの成績評

価の確実な実施についてであります。不登校の生

徒の多様な学び場が拡大している中、自宅、スペ

シャルサポートルーム等教育支援センターの学び

が学習成果として評価されないため、内申書の成

績がつかず、不登校の児童生徒の高校進学が制限

されるという問題が現在発生している状況であり

ます。スペシャルサポートルーム、教育支援セン

ター等での学習成果について生徒の状況を踏まえ

つつ一定の条件の下、成績が反映されるようにす

るとＣＯＣＯＬＯプランには明記されております

が、理事者の御見解をお願いをいたします。

次に、一人で悩みを抱え込まないよう保護者へ

の支援についてであります。不登校の子供を支援

していく、その保護者を支援していくことは大変

重要なことであります。不登校の子供の保護者会

は、非常に重要な役割を果たしております。しか

し、現状では行政からの支援はなく、意欲のある

保護者が自主的に設置しているため、保護者会の

設置は地域によって様々な状況があると思われま

す。そこで、本市において教育委員会が不登校の



－98－

令和５年６月２７日（火曜日）第２回６月定例会・第４号

子供の保護者であれば誰でも自由に参加できる保

護者会を設置し、そこにスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー等をコーディネータ

ー役として派遣し、不登校の子供の保護者を支援

していくことが必要と思われますが、ＣＯＣＯＬ

Ｏプランを受けて、今後本市の取組について理事

者の御見解をお伺いをいたします。

大きい項目２つ目、安心で安全な子育て環境の

体制についてであります。少子化がコロナにおい

て想定を大きく上回るスピードで進み、児童虐待

やいじめ、不登校、自殺も増え、子供をめぐる状

況は深刻です。また、子供を持つ自体をリスクと

考える若者が増えております。こども基本法が施

行され、こども家庭庁も設置され、子供や若者、

男女共同参画の視点から子供も親も希望を持って

幸せを実感できる社会への構造改革を本気で進め

るときだと思われます。そこで、ゼロ歳児の見守

り訪問事業の展開についてをお伺いいたします。

本年より妊娠期から出産、子育てまで一貫して伴

走型相談支援と妊娠、出産等に計１０万円相当の

出産費用の支援が支給されるようになっておりま

す。明石市では、市の研修を受けた配達員が毎月

おむつや子育て用品を自宅に届け、その際育児の

不安や悩みを聞いたり、役立つ情報を伝えたり、

ゼロ歳児の見守り訪問、おむつ定期便事業を行い、

子育ての伴走を進めております。そこで、本市に

おいてゼロ歳児の見守り訪問事業の展開について

何をどのように具体的に進められているのかをお

伺いいたします。特に現場に寄り添った伴走型支

援について、人材の育成や確保のための体制整備

が必要と考えますが、理事者の御見解をお伺いい

たします。

次に、産後ドゥーラ、家事、育児の訪問支援の

確保についてであります。ここで見守り訪問事業

等の実施の際、各家庭の事情や親の健康状態など

から子供と親の日常を守るため家事支援等が必要

なケースも予想されます。産後お母さんの御自宅

に伺い、家事からお子様のお世話もその１０万円

の費用で活用できるようになっております。お母

さんの情緒面を含め、産後のお母さんに寄り添っ

たサービスを提供する産後ドゥーラの育成や確保

も必要であると考えますが、理事者の御見解をお

伺いいたします。

そこで、家事、育児の支援の資格を得るため支

援制度の創設など有意義かと考えますが、理事者

の御見解をお願いいたします。

３つ目、子ども食堂の整備拡大についてであり

ます。子ども食堂の運営のためスタッフ、ボラン

ティアなど人材、事業を展開するための場所、事

業を継続するための運営資金、様々な食材、地域

や学校との連携のため人脈、保健衛生管理などの

知識など様々な運営資源の確保が必要になってお

ります。子ども食堂は、月１回開催するところも

あれば、３６５日３食提供しているところもあり

ます。数人を対象としているところもあれば、毎

回数百人が集まるところまであります。実に多様

であります。目的もおなかをすかせた子供への食

事提供から孤食の解消、滋味豊かな食材によって

食育、地域交流の場づくりと様々な活動を行って

おります。食事も数回しか与えられず、お風呂に

も入れず、児童虐待やいじめ、不登校、自殺に発

展するケースがあります。子供をめぐる状況は深

刻であり、様々な形態の子ども食堂の整備や運営

をサポートする体制を整備し、我が地域への柔軟

な積極的なコロナ禍での中断している子ども食堂

の整備を進めるべきと考えますが、理事者の御見

解をお願いをいたします。

大きい項目３つ目、学校施設の安全で快適なト

イレ整備についてであります。学校トイレの洋式

化に併せた多目的トイレの整備促進についてお伺

いをいたします。インクルーシブ教育で進められ

ている学校施設において、多目的トイレの整備は

不可欠であります。また、フェムテックを推奨さ

れている中、学校施設でも温水洗浄便座トイレの

設置が強く求められております。文部科学省は、

令和７年までに公立学校のトイレの洋式化を９５
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％まで整備を目標としております。そこで、１つ

目には本市の学校トイレの洋式化の現状と今後の

計画について理事者の御見解をお伺いをいたしま

す。

また、地域の学校トイレの洋式化を計画的に着

実に推進すると同時に、多目的トイレ、温水洗浄

便座トイレの整備を併せて推進すべきと考えます

が、理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目４つ目、安全で安心な避難所のトイ

レ整備についてであります。避難所における多目

的トイレの整備は、障がい者や高齢者、子育ての

中の方々にとって非常に大切なことであります。

さらに、温水洗浄便座トイレの設置については、

災害時の避難所での生活を余儀なくされた際、特

に女性、高齢者、障がい者の衛生管理の面で重要

な取組であると思います。避難所では、トイレが

不衛生なことが原因でトイレの回数を減らそうと

水分を控えたことで、健康被害や膀胱炎など発症

が懸念されております。そこで、災害時に避難所

となる学校施設の災害対策機能の強化の一環とし

て、トイレ整備には総務省の充当率１００％で補

助率７０％の緊急防災・減災事業債を活用するこ

とができます。よって、災害時に避難所となる学

校施設の災害機能の一環として総務省の緊急防災

・減災事業債を活用して多目的トイレ、温水洗浄

便座トイレの設置促進が求められておりますが、

理事者の御見解をお願いを申し上げ、この場での

質問を終わらせていただきます。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

おはようございます。〇教育部長（木村 睦君）

高橋議員からは、大項目４点にわたり御質問いた

だきました。大項目１と大項目３は私から、大項

目２は健康福祉部長から、大項目４は総務部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

まず初めに、大項目１、誰一人取り残されない

学びの保障に向けた不登校対策、ＣＯＣＯＬＯプ

ランについて、小項目１、学校内へのスペシャル

サポートルームの設置促進についてお答えいたし

ます。近年不登校児童生徒が増加し続け、国の令

和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導

上の諸課題に対する調査では、小学校及び中学校

で約２４．５万人に上り、過去最高になるなど生

徒指導上の喫緊の課題となっている状況を受け、

文部科学省は令和５年３月に誰一人取り残されな

い学びの保障に向けた不登校対策、ＣＯＣＯＬＯ

プランを取りまとめました。ＣＯＣＯＬＯプラン

では、不登校により学びにアクセスできない子供

たちをゼロにすることを目指し、不登校の児童生

徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったと

きに学べる環境を整える、心の小さなＳＯＳを見

逃さず、チーム学校で支援する、学校の風土の見

える化を通じて学校をみんなが安心して学べる場

所にするといった大きく３点の取組について速や

かに推進することとしております。本市において

は、今年度不登校児童生徒が学校、家庭、社会と

のつながりを切らさないために校内体制の充実、

相談体制の強化、ＩＣＴを活用した遠隔授業の実

施、スクールソーシャルワーカーの継続配置の４

つの取組を連携させた不登校対策の強化を進めて

おり、これらの取組はＣＯＣＯＬＯプランの趣旨、

内容と軌を一にするものであると考えております。

御質問の学校内へのスペシャルサポートルームの

設置促進についてでありますが、不登校児童生徒

の一人一人の状況は異なることから、個々の状況

やニーズなどに対応できるよう相談体制の強化に

より適応指導教室や学校における別室登校などの

体制整備を進めているとともに、１人１台端末を

活用したオンラインでの学習支援については、学

校内の別室と教室をつないだ遠隔授業の実施によ

り多様で効果的な教育や相談の機会、場の確保に

努めているところです。

次に、小項目２、多様な学びでの成績評価の確

実な実施についてお答えいたします。学習評価は、

学校における教育活動に対し児童生徒の学習状況

を評価するものであり、不登校児童生徒について
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は令和元年１０月の文部科学省の不登校児童生徒

への支援の在り方についての通知の中で学校外の

施設において相談、指導を受けたり、自宅におい

てＩＣＴ等を活用した学習活動を行ったりした場

合は、校長はその成果を評価に反映することがで

きることとしており、このたびのＣＯＣＯＬＯプ

ランの通知にも教室以外の学習等の成果の適切な

評価の実施として同様の趣旨が示されているとこ

ろです。教育委員会といたしましては、不登校児

童生徒の学習評価についてはこれまでも国及び北

海道教育委員会の通知や指導などを基に当該児童

生徒が在籍する学校が学校外における学習状況等

について適応指導教室などの施設や保護者との間

に十分な連携、協力関係を築き、学習活動に関す

る多様な情報を得て評価を進めてきており、今後

においてもＣＯＣＯＬＯプランなど国や道の対応

を注視し、不登校児童生徒の学びの保障や社会的

自立に向けて適切に対応してまいります。

次に、小項目３、保護者への支援、保護者の会

の設置についてお答えいたします。ＣＯＣＯＬＯ

プランにもあるとおり、不登校児童生徒の早期支

援のためにはその保護者が悩みを抱えて孤立せず、

適切な情報や支援を得られるようにすることは大

変重要です。本市においては、令和元年度に不登

校に悩む保護者や適応指導教室に通っている生徒

の保護者から同じ悩みを持つ保護者同士が交流す

る場をつくってほしいとの要望があり、令和２年

１月から名寄市教育相談センターが不登校の悩み

を抱える保護者を対象とした保護者つどいの会を

月１回、夜７時から８時の１時間、児童センター

を会場に開催しております。保護者つどいの会で

は、保護者同士が悩みや不安について話をし、交

流することで悩みや不安が和らぐとともに、保護

者間の関係づくりにも寄与しているものと考えて

おります。現在は社会福祉士の資格を持つ教育相

談センターの職員がコーディネーター役を務めて

おりますが、今後は必要に応じてスクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーも参加させ

たり、関係機関等とも連携、協力したりしながら

より効果的な対応を工夫し、継続した保護者の支

援に努めていきたいと考えております。

次に、大項目３、学校施設の安全で快適なトイ

レ整備について、小項目１、洋式化の現状と今後

の計画についてお答えいたします。文部科学省が

令和２年９月に公表した公立学校施設のトイレ状

況調査の結果では、小中学校のトイレの洋式化率

は全国平均で５７％でした。本市の学校トイレの

洋式化率は現在約６４．５％と令和２年度時点の

全国平均よりは高いものの、和式トイレが半数以

上を占める学校も複数あり、特に小学校低学年に

おいては和式トイレの経験がない児童が多く、休

み時間は洋式トイレ待ちをする列ができ、授業に

も影響が生じる場合もあることを学校やＰＴＡか

ら報告を受けるとともに、名寄市ＰＴＡ連合会か

らも学校トイレの洋式化を重点要望事項の一つと

して要望書を頂きました。そのため、今年度は名

寄西小学校８か所、名寄東中学校７か所の和式ト

イレを夏休みや冬休みの長期休業中に洋式トイレ

へ改修いたします。今後においても引き続き各学

校の状況を見ながら順次計画的に学校トイレの洋

式化への更新を考えておりますので、御理解願い

ます。

次に、小項目２、多目的トイレ、温水洗浄便座

の設置の考え方と計画についてお答えいたします。

多目的トイレは、車椅子利用者が利用できる広さ

や手すりなどに加えて、オストメイト対応の設備、

乳幼児対応の設備等を備えることで車椅子使用者

だけでなく、高齢者や障がい者、子供連れなど多

様な人が利用可能なトイレで、庁舎をはじめ市内

公共施設などに設置されています。しかしながら、

市内学校のトイレは通常児童生徒が利用すること

から、大半の学校では車椅子の児童生徒が利用で

きる広さや手すりなど一部の機能を備えた多目的

トイレを設置している状況です。また、温水洗浄

便座については、多目的トイレなど一部のトイレ

に設置されている状況にあります。そのため、多
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目的トイレや温水洗浄便座の設置については、各

学校の改修のタイミングに合わせて学校やＰＴＡ

など関係者と協議を行うことを基本としながら、

近隣自治体の設置状況を確認するなど研究を進め

てまいりますが、まずは学校トイレの洋式化率向

上に向けた取組を優先的に進め、児童生徒の教育

環境の整備に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇健康福祉部長（馬場義人君）

目２、安心で安全な子育て環境の体制について、

小項目１、ゼロ歳児の見守り訪問体制についてお

答えします。

昨年１０月に閣議決定された物価高克服・経済

再生実現のための総合経済対策を踏まえ、国では

令和４年度第２次補正予算において妊婦、子育て

家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実

施をする出産・子育て応援交付金の予算が計上さ

れました。本市においても本年３月１日より名寄

市出産・子育て応援事業を開始し、妊娠届出時と

妊娠８か月頃及び出産後の３回の面談を継続的に

実施する伴走型相談支援と出産応援ギフトとして

妊娠期に５万円、子育て応援ギフトとして出産後

に５万円を支給する出産・子育て応援給付金を国

の基準に基づき令和４年４月１日に遡及して一体

的に実施しております。従前から本市では令和２

年３月の子育て世代包括支援センター事業の開始

とともに、妊娠届出時と妊娠７か月時の全妊婦を

対象に保健師による面談を２回実施し、継続した

支援を行い、妊娠だけでなく、出産や産後の生活、

育児に対する気持ちや不安等を把握し、妊婦に寄

り添った支援を展開してきました。産後について

は、出産医療機関と連携し、母子の状況等の情報

提供を受け、支援を実施しています。また、退院

後は乳児全戸訪問事業、いわゆるこんにちは赤ち

ゃん訪問により対面での面談を行い、産後の母体

の状況や生活、育児環境などを把握し、必要に応

じ委託助産師が実施する産後ケア事業へつなげた

り、担当保健師による継続的な訪問を実施するな

ど支援体制を構築しています。おおむね産後２か

月までに実施されるこんにちは赤ちゃん訪問は、

長期里帰りにより市内不在の場合には滞在先の自

治体へ訪問を依頼したり、産後より長期に入院し

ている母児には入院中から母へ連絡を取りながら

退院後早期に訪問実施するなど、状況に合わせて

ほぼ対象全数に対面する相談支援を基本として実

施しております。また、こんにちは赤ちゃん訪問

後は４か月児健診、７か月児健診時の面談を通し

状況を確認し、支援の見直しを行っているところ

です。本市の子育て世代包括支援センターにおき

まして、妊娠時の面談から出産後の健診に至るま

で保健師、管理栄養士などの専門職がそれぞれの

専門性を生かした対応を行っており、今後も関係

機関と連携を図りながらきめ細やかな支援を継続

してまいります。また、現場に寄り添っての伴走

型支援の人材育成や体制整備につきましては、保

健師などの人材が必要不可欠であり、現在も名寄

市立大学をはじめとする専門職養成機関の実習受

入れなどを実施しておりますが、事業の実施には

優秀な人材が不可欠でありますので、今後も養成

機関との連携を図るとともに、職員のスキルアッ

プにも意を配してまいります。

次に、小項目２、産後ドゥーラ、家事、育児の

訪問支援の確保についてお答えします。本市では、

産後支援の一環として平成３０年１０月から助産

師による産後ケア事業を実施しております。国の

通知に基づき令和３年度からは利用対象者を産後

４か月未満から産後１年未満までに拡大し、出生

者数に対する利用者数の割合は拡大前の令和２年

度では２３％、拡大後の２年後の令和４年度では

３７．５％に増加しております。さらに、本年度

からは従来の訪問型だけではなく、通所型での利

用を追加し、母体の状況や生活環境、育児環境に

合わせた利用ができるよう内容を充実させていま

す。産後ケアの利用については、母体へのケアだ

けではなく、出産医療機関からの支援が必要な産
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婦の情報提供や保健師による訪問での産婦の状況

を判断し、育児支援や休息、レスパイト目的での

利用を勧めることもあり、産後の母子への支援体

制として有効に活用されています。産後ケアの利

用に当たっては、妊娠中の面談時に事業の周知を

行い、市内出産医療機関となっている名寄市立総

合病院にポスター掲示、病院助産師からの利用勧

奨、こんにちは赤ちゃん訪問時に再度周知を行い、

利用を勧めております。産後ケア利用後に行って

いるアンケートによると、産後ケアを利用した方

のほとんどが問題を解決することができたとの回

答を得ていることから、出産早期から育児不安な

どを解決できる機会となっていると考えており、

現在本市の産後支援においては一定の効果を得て

いるものと考えております。また、独り親家庭に

ついては、出産等により食事や住居の掃除など日

常生活を営むことに支障が生じている場合には家

庭生活支援員を派遣する事業も備えているところ

です。本市の産後支援につきましては、保健セン

ターでの子育て世代包括支援センター事業を中心

に保健師、助産師、保育士など専門職によるきめ

細やかな対応を引き続き行ってまいります。御質

問のいわゆる産後ドゥーラなどによる家事支援員

については、実施を行っている団体のホームペー

ジによりますと、北海道の登録者はまだ少数でご

ざいまして、派遣等に対する自治体助成につきま

しても首都圏を中心とする関東地方での実施がさ

れているのが実態のようでございますので、状況

を注視するとともに、当面は現状行っております

事業において対応してまいりますので、御理解願

います。

次に、小項目３、子ども食堂の整備拡充につい

てお答えします。市内の子ども食堂の取組につき

ましては、平成２８年度に名寄市立大学学長裁量

特別支援枠研究費を受けて、同大学社会福祉学科

教員が中心となり、関係機関で構成されるプロジ

ェクトにおいて子ども食堂、学習支援、居場所づ

くりを提供するなよろ子ども支援プロジェクトと

して開始しております。平成２９年度からは名寄

市立大学コミュニティケア教育研究センターが主

催して継続してきておりますが、令和２年度から

は新型コロナウイルス感染症の影響により子ども

食堂が実施できておりませんでしたが、学習支援

と居場所づくりにつきましては令和２年度と３年

度に各１回、令和４年度に２回実施されてきてい

るところです。運営については、名寄市立大学子

ども食堂サークルや民生委員児童委員連絡協議会

の皆さんと関係機関の御協力で実施されておりま

す。今年度なよろ子ども支援プロジェクト関係者

会議において子ども食堂の実施は見合わせました

が、子供の学習支援、子供の居場所づくりについ

ては本年度も４回の開催を予定しております。全

国的な状況では、厚生労働科学特別研究事業によ

る研究事業や全国こども食堂支援センターの全国

調査によりますと、子ども食堂の運営主体は任意

団体が４２．９％で、次いでＮＰＯ法人が１６．

２％、個人が１３％、地方公共団体は０．４％と

なっております。また、市区町村による独自の支

援については、補助金の支給が３０．４％、開設

運営支援が２０．８％、広報支援が２８．１％と

なっている一方、特になしとの答えが４２．７％

でした。子ども食堂については、既存の取組を超

える整備拡充を本市が主体的に行うことは難しい

と考えますが、こども家庭庁が本年４月１日に設

立され、子供の居場所づくりに関する指針が策定

される予定となっておりますので、国の動向も注

視しながら関係部局、機関との連携を図り、既存

の子ども食堂について今後の在り方などを含め協

議を進めてまいりたいと考えておりますので、御

理解願います。

以上、私からの答弁といたします。

渡辺総務部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項目４、〇総務部長（渡辺博史君）

安全で安心な避難所のトイレの整備について、小

項目１、総務省の緊急防災・減災事業債の活用で

学校施設に多目的トイレと温水洗浄便座の設置の
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考え方についてお答えいたします。

避難所生活におけるトイレなどの衛生環境の整

備は、非常に重要であるものと認識しております。

御提言のあった総務省の緊急防災・減災事業債を

活用した学校施設の多目的トイレと温水洗浄便座

の整備についてですが、学校施設の教育環境の整

備は先ほどの教育部長の答弁のとおり、計画的に

進められているところであり、整備を進める中で

緊急防災・減災事業債など有利な財源を活用でき

る場合は有効活用してまいりたいと考えておりま

す。なお、避難所において水が使用できないなど

施設のトイレが使用できなくなった場合は、段ボ

ールトイレのほか、排せつ物を密封して臭いや細

菌を遮断できる衛生面に配慮した自動ラップ式ト

イレを備蓄しておりますので、これらを活用する

こととしています。また、仮設トイレの設置やト

イレットペーパーなどの衛生用品は関係機関や民

間企業と協定を結んでおりますので、各方面から

御協力をいただきながら対応することとしており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございま〇１２番（高橋伸典議員）

した。それでは、先ほど質問させていただいた項

目に沿って再質問をさせていただきますので、お

願いいたします。

まず、誰一人取り残さない、本当に学びの保障、

社会全体で守っていくという部分をつくられて、

今年の予算で不登校対策、全ての子供と学校、家

庭、社会のつながりを切らさないということで先

ほど部長が言った校内体制の充実、相談体制の強

化、ＩＣＴを活用した遠隔授業の実施、そしてス

クールソーシャルワーカーの配置ということで予

算がつけられました。そして、まだ２か月ですか

ら、あんまり進んでいないと言ったらおかしいで

すけれども、今通達を出して、これから各学校が

進めていく状況だと思いますし、昨日もある議員

が不登校に対して言われた折、ある学校では別室

で授業を、ＩＣＴを使った授業でやっているとい

うことで、ある程度の部分は分かりました。先ほ

どそのように言われましたから、スペシャルサポ

ートルーム、私は設置しなくても学校はそういう

体制をつくれる場所があれば、全然その体制で進

んでほしいと思うのですけれども、今現状生徒数

も少なくなりましたし、きっと空き教室も十分あ

ると思いますので、その体制は組める思うのです

けれども、今現状２か月たって各学校、どのよう

な形でそういうふうに進めているのかちょっとお

知らせをいただきたいと思います。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

名寄市におきまして〇教育部長（木村 睦君）

は、この間答弁でもお話しさせていただいていま

すけれども、別室登校という形で各学校といいま

しょうか、まずは市内の中でも少し不登校の多い

学校を中心に別室登校というか、別室の教室を活

用しまして、今取組のほう進めています。２か月

ですけれども、今年度の予算にも盛りつけていた

だいたということもありますし、その前からとい

いましょうか、学校からもやはり不登校対策につ

いては非常に喫緊の課題であるし、何とかしなけ

ればならないよねというところもありまして、そ

して今年度特にそうした取組をさらに進めていこ

うということで、春先から始める前に市内全学校

において共通の認識を持っていこうということで

いろいろな打合せもさせていただいて、今回少し

多い学校を中心に別室のほうで取組のほう行わさ

せていただいているというような形になっていま

す。この間、先日ですか、山崎議員、さらには遠

藤議員からも御質問いただいたとおり、まだまだ

ちょっと教室には向かえないけれども、学校の別

室ならばという子供も結構おられますので、そう

いった子を含めていろいろな学びの場を提供して

いく必要があるというふうには我々も考えており

ますので、それぞれの子供に向き合いながら学校

を中心に取組のほう進めさせていただきたいと思

っておりますので、御理解のほうよろしくお願い
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いたします。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりました。ぜひ〇１２番（高橋伸典議員）

相談体制をしっかりやっていただいて、一人も取

り残さない制度をつくっていただきたいなという

ふうに思います。昨日の質問の中で北海道が不登

校１万１，３００、そして名寄市では小学校２０

人、そして中学校５４人、大変これ多いです。コ

ロナ禍でこういう状況になった部分も相当あると

思いますし、親の状況もあると思いますし、学校

の状況もあると思いますけれども、本当にしっか

り寄り添って進めていただければなというふうに

思います。先ほど遠隔操作のことを言われていま

した。学校で別室でやられているという部分お聞

きしました。その中で教育支援センター、こちら

の支援センターのほうで、去年も何回か訪問させ

ていただきましたけれども、数名の方が学習に来

られております。その中で１人１台のパソコンを

頂いているということで、こちらでの授業という

のはやられているのかちょっと教えていただきた

いなというふうに思います。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

議員おっしゃられて〇教育部長（木村 睦君）

いるのは、恐らく児童センターの中にある適応指

導教室のことかなというふうに思うのですけれど

も、今回別室登校のほうの取組を進めるに当たり

まして、やっぱり早期な対応というのが本当に必

要だなというところもありまして、教育相談セン

ターの職員と各学校の教員の方々がすごく非常に

連携が上手にというか、取組が本当によく図られ

ておりまして、様々なそういった相談体制が割と

早い段階で教育相談センターのほうに相談受ける

ことが多くなってまいりました。そういうことも

ありまして、やっぱり学校に少しでも足を運んで

いただくことが社会と切らさない、学校との取組

を切らさないということも非常に大事だというこ

とで、今現在適応指導教室に登録されている生徒

さんが本当に数少なくなっています。大多数の方

がまずは学校の別室でいってみようということで

御本人のほうも意向がありまして、そういった形

で今進んでいる状況になっています。ですので、

今現在は適応指導教室と学校を結んだオンライン

というのはやっておりませんけれども、もしそう

いう場面が出てくれば必要に応じて当然適応指導

教室と各学校をオンラインで結んだ遠隔授業も実

施できますので、必要に応じて対応はしていきた

いというふうに考えておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりました。適応〇１２番（高橋伸典議員）

指導教室でやれるということで確認をさせていた

だきました。学校内でできるのであれば、それが

一番いいのかなというふうに思います。でも、小

学校で２０人、中学校で５４人もいるということ

は、きっとクラスから離れた子って人と会いたく

ないのです。だから、５４のクラスが必要かなと

いう部分になってしまいますし、そういう体制を

しっかり整えていただくことをお願いしておきま

す。

また、成績のほうは令和元年から北海道教育委

員会等々で学校での指導だとか家庭でのオンライ

ンも成績に含むというふうに通達されているみた

いですから、これ安心して、どんどん進めていた

だきたいなというふうに思います。

そして、保護者の会、令和２年から開催されて

いるということで、月１回、本当にすばらしい部

分だなと。ないところがたくさんあるものですか

ら、そういう部分早めにつくっていただいて、感

謝をいたします。ぜひ不登校の生徒が一人も取り

残されない学習環境整備をこれからも進めていた

だくことをお願いいたします。

次に、こども基本法の部分のゼロ歳児の見守り

訪問事業の部分であります。伴走型等々含め進め

られていると。私もこの部分早めにやってほしい

ということで言いまして、早速スタートしていた

だきました。ありがとうございます。それで、名
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寄の場合、伴走は本当に心配していなかったので

す。すばらしいプロフェッショナルな職員がたく

さんおりますので、その辺は心配はしていなかっ

たのですけれども、産後ドゥーラ、食事提供の部

分だとかというのが名寄にはないなという思いが

ありましたので、こういう部分が出た場合どうす

るのか、そういう人材をどうするのかということ

で質問させていただきました。部長言うように、

関東が今中心で進められているという部分ですか

ら、あれなのですけれども、ぜひ、こういう産後

の方ってなかなか精神的な部分でいろんな方多い

ですから、産後ドゥーラ、１人体制でも２人体制

でもいいから、つくっておいていただければなと

いうふうに思うのですけれども、その辺どういう

ような考えでいるのか。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員から産後〇健康福祉部長（馬場義人君）

ドゥーラの取組についてのお話がございました。

議員からお話しいただきましたように、道内では、

ホームページ上で調べさせていただいた範囲でご

ざいますけれども、札幌圏に４人ぐらい、それか

ら十勝圏に２人ぐらいということで、まだ人数が

少ないようでございます。ただ、いろんな資格を

お持ちで、産後ドゥーラということで一定の教育

を受けた方が、親御さんたちが支援を受けるべく

この方がいいのかなというようなことを選べるよ

うなホームページになっていて、だんだん子供さ

んが、親御さんも働いていらっしゃったり、おじ

いちゃん、おばあちゃんが働いていらっしゃった

りだとか遠くにいらっしゃったりだとかというよ

うなことで、昔祖父母の方々が子育てに一部支援

していたという部分がもしかすると今後なかなか

社会情勢からいくと難しくなってくる可能性もあ

るのかなというふうに思います。そういったとき

に社会で子供を支えるといった意味では、産後ド

ゥーラとか産後ヘルパーさんとかというのは有効

なものの一つかなというふうに思っておりますし、

この間、今回議員から御質問をいただきまして、

私どもとしても一部内部で協議とか勉強させてい

ただいた中では、名寄市、どうしても転勤族の多

い方々がたくさんいらっしゃるというようなこと

も考えると、もしかすると祖父母という方々に見

ていただくことというのはもしかしたら難しいと

ころもあるのかなというふうに聞いております。

先ほど独り親家庭の方について一部必要であれば

ヘルパーのほうに対応させていただいているとい

うことですけれども、ここ三、四年の中で今のと

ころ１件ぐらいの事例だったということで、比較

的少ないかなというふうに思っていますが、ちょ

うど来年度、再来年度と子ども・子育て計画の準

備に入るというようなこともございますので、議

員からいただいたお話を念頭に置きながらまた進

めてまいりたいというふうに思っております。

以上です。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ、いつそういう〇１２番（高橋伸典議員）

方が現れるか分からないという状況だと思います。

今家庭的な部分でいえばやっぱり親と離れて暮ら

す方が本当に多い部分がありますので、この産後

ドゥーラ、きっと行く行くは必要になってくるの

ではないかな。でも、資格を取らなければいけな

いという部分で援助をしていただきたいというふ

うに思います。名寄の場合、さっき部長が言った

産後ケアの部分、１年間、昨年で約３７．５％の

方が、本当に３分の１以上がこれを受けていると

いう部分、すばらしいかなというふうに思います

し、ぜひ子供たちの見守り訪問を成功させて、名

寄に行けば、名寄で産めば子育ては安心だよとい

う名寄市をつくっていただければなというふうに

思いますので、よろしくお願いします。

それで次に、子ども食堂の部分であります。分

かります。十分、ここ３年間コロナで人の集まり

もなく、人の集まりの中では食事はできないとい

う部分は分かります。そして、今学習支援を中心

に行う、学習支援も十分あれですから、必要なの

ですけれども、昨日ラジオで、子ども食堂を運営
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している団体がありまして、約１，５００世帯の

方々、利用されている方々にアンケートを取った

みたいです。その中の９２％の世帯のお母さんが

物価高騰で夏休みに給食がなくなることで子供の

食事と健康面で、また栄養面で大変ですという答

えが返ってきたそうです。ここの子ども食堂を運

営している団体もやっぱり親がそういう思いされ

ているというのがすごく分かるというのです。何

でもかんでも今食材が上がって、家でも切り詰め

て、切り詰めて御飯食べて、何とか栄養取らせて、

話を聞くと子供には２食食べさせて、お昼給食、

夜食べさせているけれども、お母さんは１食で終

わらせているというところたくさんあるとテレビ

で言っていました。そんな中で、やっぱり名寄で

もゼロではないと思うのです、今状況を見ても。

ぜひ運営委員会で子ども食堂、今年は中止せざる

を得ない、行政でやるのは０．４％だから、行政

は関係ないよという感じみたいですけれども、そ

うではなく、先ほどもＣＯＣＯＬＯプランでもあ

るように、やっぱり社会全体で一人の子供を見て

いかなければいけない時代なのです。だから、そ

ういう時代にやはり子ども食堂を開催する等々の

部分はつくっていってあげてほしいなと、私はそ

ういう思いで今回この質問をさせていただきまし

た。本当にＮＰＯ法人だとか何かでやればいい、

あとは食材なんかは周りで賛同したメンバーが集

ってやればいいのだという部分も大事だと思いま

すけれども、行政も名寄市でそういう子供をつく

らない部分、そういう部分をやっぱり社会全体で

守っていくという部分で私は、今回は運営でやら

ないと言ったけれども、ぜひもう一度部長からで

もこういう状況もあるので、開催はできないでし

ょうかねという部分進めていただくことをお願い

いたします。部長からお聞きしません。ぜひもう

一度運営の組織と会っていただいて、市役所から

今まで補助金出していました。それぐらいだった

ら私は出せるのかなと思いますので、ぜひやって

いただくことをお願いいたします。

最後に、学校トイレについて質問いたします。

名寄はまだ、全国５７で、名寄市は６４．５％と

いう部分です。そして、今年西小、東中を八、七

個やるという部分で、７年までで９５％いけそう

なのですか、木村部長。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

少し数字的には厳し〇教育部長（木村 睦君）

い状況にあるのかなというふうには思っています。

ただ、頑張って学校とも協議させていただきなが

ら順次計画的に進めていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりました。ぜひ〇１２番（高橋伸典議員）

努力していただければなというふうに思います。

先ほど部長言われた低学年の子供たちが温水洗浄

便座でなければできない低学年の子供が多いとい

う。本当に分かるのです。うちの孫の話しさせて

いただきますけれども、孫来たらやっぱり洗浄便

座でなかったらできない。幼稚園の子供ですけれ

ども。今もほとんどの家庭が温水洗浄便座がつい

ている家庭ばかりで、学校のトイレ行ったらびっ

くりします、子供たち、意外と。だから、本当に

７年で９５％でなく、そういうちっちゃい子供た

ちのためにも少しずつでいいですから、ぜひ替え

ていっていただきたいなというふうに思います。

学校施設は防災拠点なのです。先ほど言った緊急

防災・減災事業債、７０％充当のもの、これをあ

る程度使っていただいて修復していけば、負担も

若干減るのかなというふうに思いますので、これ

をしっかり使って進めていっていただきたいなと

いうふうに思います。

そして、今名寄中学校で新校舎の設計等々が進

められていると思います。そして、あそこに今か

らやってもどうしようもないですので、去年２回

ほど名中訪問させていただきました。そして、あ

そこあすなろでしたか。障がいの方の学級ありま

すよね。そして、車椅子の方もおられました。私



－107－

令和５年６月２７日（火曜日）第２回６月定例会・第４号

はやっぱり名中には多目的トイレが必ず必要かな

という、あそこ意外とそういう方々が多い学校で

すので、必要かなと思います。今回、今設計やら

れていると思いますので、新校舎には多目的トイ

レは常備するという考えなのでしょうか。ちょっ

と教えていただきたいと思います。

木村教育部長。〇議長（山田典幸議員）

細かな機能といいま〇教育部長（木村 睦君）

しょうか、学校の施設についてはまだこれから決

めていくことになりますけれども、当然多目的ト

イレの設置についてはこれから議論させていただ

きたいと思いますし、いろいろな条件の下、そう

いった防災機能含めて考えていければ、やはりそ

ういった機能もこれからは必要になるものではな

いかなというふうには認識しているところでござ

います。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

それでは、時間がも〇１２番（高橋伸典議員）

うないようですので、最後渡辺部長とお話をさせ

ていただきたいなと思います。

先ほど安全で安心な避難所のトイレの部分が言

われました。しっかりと緊急防災・減災事業債活

用してやっていきますということ言っていました

ので、渡辺部長でしたらしっかりと進めていただ

くというふうに思っております。ぜひしっかり活

用していただいて、造っていただきたいなという

ふうに思います。学校の場合は、こういう部分は

十分対応できると思うのです。充当債でやれると

思うのですけれども、名寄には四十何ぼの町内会

館も入れての避難所があります。その中でそうい

う温水洗浄便座のついていない町内会館というの

はあるのでしょうか。避難所になりますので、そ

ういうところというのは町内会でやっぱり避難所

として温水洗浄便座をつけなければいけないとな

ると、きっと補助金を名寄市としてもしっかり出

していく部分は、改修だとか何かは大丈夫なので

しょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

町内会支援に関〇総合政策部長（石橋 毅君）

するお話でしたので、私のほうからお答えさせて

いただきますけれども、町内会館の修繕、改修に

ついては補助スキームがございますので、御相談

いただければ、対応させていただければと思いま

す。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりました。本当〇１２番（高橋伸典議員）

そういった部分で避難されている方、高齢者、障

がい者、子供たちの部分を考えると、本当今温水

洗浄便座が急務のところがたくさんあります。学

校も同じですけれども、予算つくる部分ですけれ

ども、ぜひ着実に進めていただくことをお願い申

し上げ、質問終わらせていただきます。

以上で高橋伸典議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

個人情報の保護対策について外２件を、川村幸

栄議員。

通告順に従いまして、〇８番（川村幸栄議員）

大項目３点にわたって質問をさせていただきます。

大項目１、個人情報の保護対策について伺いま

す。マイナンバーカードをめぐって５月２６日、

総務省などは個人情報が流出するミスが続発して

いることを公表しました。①、住民票の写しなど

コンビニ交付サービスで別人の証明書の発行が４

自治体で１４件、マイナンバーと公金受け取り口

座をひもつける手続で他人の口座の誤登録が１４

自治体で２０件、マイナポイントを別人に誤交付

が９０自治体で１１３件、マイナ保険証で別人の

医療情報がひもつけられたが約７，３００件、い

ずれも５月２６日公表のときの数字です。しかし、

これらは氷山の一角とも指摘され、その後今日に

至るまで毎日のように次々に明らかになっていま

す。５月３０日には、全国知事会が政府に対して

マイナンバーカードの安全、安定的な運用に向け

た緊急提言を出す異常事態となっています。名寄

市において個人情報の保護対策についてお伺いを

したいと思います。
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小項目１、マイナンバーカードをめぐる個人情

報の流出への対応について伺います。常任委員会

への報告では、名寄市は一件もないとのことでし

た。しかし、今後何もないとは言い切れないと思

いますが、そういった場合名寄市はどのように対

応しようとされているのかお伺いします。

小項目２、マイナ保険証の取扱いについて伺い

ます。３月の第１回定例議会の一般質問でもマイ

ナ保険証についてお聞きしました。顔認証ができ

るなど大きなメリットがあるとのお答えでした。

ところが、この顔認証でも別の人の顔で認証され

たケースもあったといいます。命に関わる問題で

はないでしょうか。国会の中でもマイナ保険証の

メリットは示せていません。改めてマイナ保険証

の取扱いについてお考えをお聞かせください。

小項目３、自衛隊への名簿提出に係る対応につ

いて伺います。名簿の提出を行っていること、除

外申請ができることの市民周知はどのようにされ

ているのかお伺いをいたします。

大項目２、ＡＩ活用型オンデマンド交通の導入

について伺います。交通弱者の移動の権利を守る

ことが何より大切と考えます。高齢化率も上がり、

運転免許証の返納者も増えています。１０月運行

開始を目指すＡＩ活用型オンデマンド交通の導入

についてお伺いします。

小項目１、公共交通の在り方について伺います。

自家用車の保有が多く、ドア・ツー・ドアが当た

り前になっている日常の中での公共交通の在り方

についての考え方を伺います。コミバスとの並行

運行も考えられているとのこと。改めて公共交通

の在り方について伺います。

小項目２、利用方法について、小項目３、利用

料金についてお伺いします。利用したいと思って

いる市民が安心して利用できる利便性の高い公共

交通を求めるものです。利用方法、利用料金につ

いてお知らせください。

大項目３、市営住宅を中心とした住宅セーフテ

ィーネット機能の強化について伺います。物価高

騰が続き、６月からは電気料金が大きく値上がり

しました。暮らしがますます大変になってきます。

住宅に困窮する低額所得者の居住の安定確保を役

割としている市営住宅の暮らしやすさも求められ

ています。第２次住宅マスタープランでは、重点

施策を設定し、住宅の確保に配慮が必要な高齢者

や所得の低い世帯などの増加が予測され、住宅施

策における重要な課題となっていますと述べてい

ます。また、公営住宅等長寿命化計画では、基本

目標として暮らしの安定を支え、安心して暮らせ

る住まいづくりが挙げられています。衣食住とい

う安心して暮らせる基本の住について、市営住宅

を中心にした住宅セーフティーネット機能の強化

についてお伺いします。

小項目１、入居申込資格について伺います。名

寄市営住宅に入居を希望される方へ申込資格５点

が挙げられています。この点についてのお考えを

お聞かせください。

小項目２、共益費等についてのお考えをお知ら

せください。

以上、この場からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

川村議員から３点に〇市民部長（廣嶋淳一君）

わたって御質問がございました。大項目１は私か

ら、大項目２は総合政策部長から、大項目３は建

設水道部長からそれぞれ答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

最初に、大項目１、個人情報の保護対策につい

て、小項目１、マイナンバーカードをめぐる個人

情報の流出への対応についてお答えをいたします。

現在マイナンバーカードをめぐる諸手続の誤りに

ついて総務省などから公表されており、国におい

ても各自治体に対して調査や手続に対する注意喚

起などが行われているところであります。本市に

おけるマイナンバーカードの手続につきましては、

新規取得やマイナポイントの申請支援、御希望に

より保険証や口座情報の登録支援などを行ってお
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ります。マイナンバーカードの申請手続につきま

しては、基本的には市民の方から国へ直接行って

いただいており、マイナンバーカードの受け取り

時の登録やマイナポイントの申込み、保険証や口

座情報の登録手続などにつきましては国の事務処

理要領に基づき職員の操作支援の下、基本的には

窓口に来られた方御本人にシステムへの入力を行

っていただいております。入力操作を進めるに当

たっては、その都度パスワードの入力、ログアウ

トを行っており、入力後にも改めて登録内容につ

いて御確認をいただくなど支援の際にも細心の注

意を払いながら行っている状況でございます。先

ほど議員から御質問のありましたマイナンバーカ

ードをめぐる誤交付、誤登録などの事例につきま

しては、今のところ本市においてはございません。

また、登録等に関わる問合せにつきましては、口

座情報について３件窓口にて確認の御依頼があり

ましたが、いずれにおきましても特に誤登録など

はございませんでした。今後におきましても国や

北海道からの申請、登録支援における注意換気等

の通知を遵守しながら、引き続き丁寧な窓口対応

に努めてまいります。

続きまして、小項目２、マイナ保険証の取扱い

についてお答えをいたします。マイナンバーカー

ドに保険証を登録する方法としましては、マイナ

ポータルサイトから保険証の利用を登録する手続

をしていただきますと、マイナンバーカードに保

険証情報が登録され、マイナンバーカードのみで

医療機関に受診することができます。本市におき

ましては、マイナポイントの申請支援、口座登録

の支援などと併せまして保険証の利用を登録する

手続の支援も行っているところでございます。現

在総務省などからマイナンバーカードへの保険証

のひもづけについて誤った登録手続が一部でされ

ているなどの事例が挙げられておりますが、今の

ところ本市におきましてはそのような事例はござ

いません。しかしながら、御自身のマイナンバー

カードへの保険証のひもづけについて不安に思わ

れる方がおられるかもしれませんが、その場合に

御自身においてマイナポータルサイトから保険証

の内容を御確認いただくことも可能となっており

ます。御自宅にパソコン、スマートフォンなどの

機器をお持ちでない方には窓口におきまして御相

談内容に応じて適宜対応してまいりたいと考えて

おります。これまでも窓口では日々細心の注意を

払って保険証の利用を登録する手続の支援を行っ

ておりますが、万が一受診の際などにおきまして

マイナ保険証の読み取りなどに不具合が生じた場

合には現在は従来の保険証が交付されております

ので、受診時の資格確認については確認ができ、

１０割負担に至っている例はないかと思われます

が、個人情報保護が担保され、正確で万全なシス

テムの確立が必要と考えております。今後におき

ましても国や北海道からの申請、登録支援におけ

る注意喚起等の通知を遵守しながら、引き続き丁

寧な窓口対応に努めてまいります。

次に、小項目３、自衛隊への名簿提出に係る対

応についてお答えをいたします。本市におきまし

て自衛隊への名簿提供につきましては、自衛隊法

第９７条第１項及び自衛隊法施行令第１２０条に

基づき、平成３１年度から年に１回の御依頼に基

づき名簿の提供を行っております。また、御質問

のありました自衛隊への情報提供を希望されない

方の申出、いわゆる除外申請につきましては、現

在本市におきましては実施をしておりません。以

前議員より自衛隊への名簿提出に関連した御質問

に回答させていただいたとおり、現在は名簿の提

供を行っている自治体などから除外申請の制度の

対応状況等につきまして調査を行っているところ

でございます。今後も引き続き本制度を導入して

いる自治体の要綱などについても調査を行ってま

いりたいと考えておりますので、御理解お願いい

たします。

以上、私からの答弁といたします。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇総合政策部長（石橋 毅君）
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目２、ＡＩ活用型オンデマンド交通の導入につい

てお答えいたします。

初めに、小項目１、公共交通の在り方について

ですが、本市の現状として日常の移動は自家用車

の利用が多く、さらに御高齢になられても運転を

される方が多くおられますが、今後さらなる高齢

化社会を迎えるに当たり、免許返納後の移動手段

としてバスなどの公共交通の重要性はさらに増し

ていくものと考えられます。今回導入を進めてい

るＡＩ活用型オンデマンド交通については、昨年

１０月に市内を循環するコミュニティバス西回り

線が運転手不足により減便されたことを受けて、

名寄市地域公共交通活性化協議会で新たな交通モ

ードの検討を行い、導入を進めております。ＡＩ

活用型オンデマンド交通とは、路線バスとタクシ

ーの中間的位置づけのものであり、近年の技術進

歩によるＡＩを活用することで効率的なルートで

乗り合いによる移動をするものです。人口減少、

高齢化社会が進展する中でも地域の足を守るため

に策定された名寄市の公共交通の指針となる名寄

市地域公共交通網形成計画では、自動車を持たな

くても生活できる居住環境の構築が本市の目指す

公共交通網の全体像とされています。これまでも

路線バスの廃止された郊外地区においてデマンド

バスを導入するなど、地域の足の確保に努めてま

いりました。国の交通政策基本法では、地域の交

通手段の確保は自治体が主体となって取り組むこ

ととされております。公共交通の在り方について

は、個人交通としてのタクシーによるドア・ツー

・ドア方式や停留所を用いるバスなどの公共交通

がございます。市民生活に不可欠な移動手段の確

保をするため、移動の利便性や効率的な移動サー

ビスを検討しながら交通事業者と連携して取り組

んでまいります。

次に、小項目２、利用方法についてお答えいた

します。ＡＩ活用型オンデマンド交通の利用方法

は、利用者が電話、スマートフォンのアプリ、イ

ンターネットのいずれかで予約を行い、配車され

て、移動するものです。利用の際には、市内の各

場所に設定された乗降ポイントで最適なルートを

ＡＩが作成し、乗り合わせしながら効率的に移動

をします。公共交通を利用する高齢者におかれま

しては、ＩＣＴを苦手とされる方もいらっしゃる

ことから、電話での予約も可能とする仕様での導

入を進めております。市内循環バス路線の減便な

ど公共交通環境の変化に対し、ＡＩ活用型オンデ

マンド交通の導入により持続可能な公共交通網の

再編成を目指してまいります。

次に、小項目３、利用料金についてお答えいた

します。現在市内循環のコミュニティバスにつき

ましては、決まった運行経路を１５０円、子供８

０円で距離にかかわらず利用することができる料

金体系となっております。今回導入を進めている

ＡＩ活用型オンデマンド交通は利用する出発地、

目的地、周辺での乗降ポイントで乗り合わせによ

り移動するものであり、利用料金については利便

性や既存の交通事業者への影響、利用促進など様

々な面から検討し、決定してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇建設水道部長（東 聡男君）

目３、市営住宅を中心とした住宅セーフティーネ

ット機能の強化についてお答えいたします。

初めに、小項目１、入居申込資格について申し

上げます。市営住宅の役割は、公営住宅法第１条

において住宅に困窮する低額所得者の居住の安定

を図る目的で整備しています。また、住宅セーフ

ティーネット法の定める公的賃貸住宅として住宅

確保要配慮者への住居供給も担っております。市

営住宅の入居申込資格については、公営住宅法に

規定される収入基準の上限以下であることと住宅

に困窮していることが定められ、また市営住宅管

理条例などでは同居親族要件のほか、６０歳以上

の方や身体障がい者、その他の特に居住の安定を

図る必要がある者などの条件を満たさなければ原

則入居はできないことになっています。また、市



－111－

令和５年６月２７日（火曜日）第２回６月定例会・第４号

営住宅の募集は、公営住宅法により公募によるこ

との定めに応じて実施をしています。募集をして

も希望者のタイミングにより応募がなかったり、

入居希望はあっても団地の場所や間取りなどの希

望ニーズが合致しないため入居者が決まらない場

合もあります。この応募がなかった住宅は、改め

て期間を設けた随時募集をすることでほぼ入居が

決定している傾向にあります。市営住宅に申し込

む方々の傾向は住まいを解体する、世帯構成が変

わる、世帯所得が減るなどによることが多く、最

近は物価高騰で生活が苦しく、住宅を申し込む方

もいますので、このような方々の住宅に困窮する

低額所得者は潜在していると判断していますので、

現時点での市営住宅の入居資格要件の見直しは考

えておりませんので、御理解願いたいと思います。

次に、小項目２、共益費について申し上げます。

市営住宅の廊下や階段などの共用部分の照明に係

る電気代や除雪に係る費用等は共益費として入居

者間で徴収を行っていただいています。入居者の

高齢化が進み、団地共用部の清掃や除雪などの維

持管理をはじめ、電気代集金などの共益業務が困

難な方々が増えていることや団地自治会や町内会

として快適な住環境を保持するのも難しくなって

くる団地もあると認識しています。しかしながら、

公営住宅では低廉な家賃で供給する住宅の性質上、

共益費は入居者自らが共用施設の維持管理や集金

を行うことで費用の節約につながり、共益費が抑

えられることと自助努力で暮らしている一般市民

と公営住宅入居者で既に維持管理をしている団地

との公平性を保つため、基本的には共用部分など

の維持管理は入居者負担であるとの原則を変えて

おりません。このことは、現在も入居者が決定し

たときに説明をし、御理解の上、入居をし、それ

ぞれの自治組織で自ら運営をしていただいており

ます。この共益業務の内容や手法については、団

地や住棟ごとに異なっているようですが、一般的

には棟単位で行う清掃や共益費の集金、それ以外

にも町内会の班長や回覧板などの地域自治活動を

含めて当番制で対応していると聞いております。

現時点ではこの方法で地域コミュニティーを形成

しながら共用部分の維持に御尽力をいただいてい

るため、入居者主体の相互協力の中で運営継続を

お願いしたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

それでは、それぞれ御〇８番（川村幸栄議員）

答弁をいただきましたので、再質問とさせていた

だきたいと思います。

まず、個人情報保護のマイナンバーカードから

お伺いをしたいと思います。いろいろ全国的には

不具合があちこちで発覚して、大きなニュースに

なっているわけですけれども、名寄では全くない

ということでした。細心の注意を払いながらとい

うことで、改めて窓口での対応を丁寧にやってい

ただいているのだなというのを確認をさせていた

だいたところであります。それで、ただ１つちょ

っと気になるのが総務省が発表したのが５月２６

日です。それで、その後ずっと新聞、テレビ等で

大きく取り上げられたのですけれども、ただ名寄

の地元新聞２紙にマイナンバーカードの休日、夜

間窓口の開設お知らせ６月分が６月９日付の地元

新聞に出ていて、ここには従来どおりの内容で、

マイナンバーカードの交付や申請支援も行うとい

う内容だけで、例えば相談だとか、先ほど御説明

がありましたけれども、確認もあったというふう

な、間違っていないかという確認もあったという

ことでしたが、そういった対応についても一切書

かれていなくて、いつもどおりの交付申請支援だ

けというふうな広告が載っていました。これには

ちょっと私も違和感を感じたところです。この点

について、どのような対応でこのようになったの

かお知らせいただければと思います。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

休日、夜間の関係の〇市民部長（廣嶋淳一君）

窓口開設のお知らせ、従来から毎月行っておりま

す。今回こういうマイナンバーに関わるトラブル
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が起きて、実際に不安に思っている方いらっしゃ

るかなというふうに考えておりますが、基本的に

休日、夜間、通常窓口におきましても通常の交付

の関係の、それからポイントだとか保険証、公金

口座のひもづけの関係についての支援も従来どお

り実施をしておりまして、またさらには今回の件

でのお問合せがありましたら、その場でマイナポ

ータルにつないでみての確認だとか、いろんなア

ドバイスについては従来どおりさせていただいて

おります。まだ国のほうから、今回いろんなトラ

ブル報道されたり、総務省、それからデジタル庁

のほうからも情報が提供されておりますけれども、

具体的に市町村が行う部分、市町村が国のシステ

ムにつないで、１件１件確認するということはで

きませんので、先ほど御答弁させていただいたと

おり、一番すぐ分かるのは御自分でマイナポータ

ルにつないで、自分の登録した内容が合っている

かどうかというのが一番間違いないということで

ありますので、その辺についての御支援とかアド

バイス等はさせていただいております。今後国の

ほうからも周知の仕方含めて指示がありましたら、

ホームページですとか様々な形で住民の方の不安

を取り除けるような対応をどうやったら取れるか

というところも含めて、今後どういうふうな形で

周知していくかというのは今内部でも検討させて

いただいているのと国、道からの情報も来次第そ

ういった形で反映していくなり、対応していきた

いなというふうに考えております。現行では従来

どおり実際の交付手続がまだ済んでいない方、申

請はしていますけれども、まだ交付が終わってい

ない方がたくさんいらっしゃいますので、まずそ

ちらを優先させていただいて、その中でそういっ

た大丈夫だろうかというのが相談ありましたら、

併せてその場で対応させていただいておりますの

で、今後周知のほう含めて検討したいなというふ

うに考えております。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

国のほうもいろいろ普〇８番（川村幸栄議員）

及を優先してしまったというところら辺でなかな

か認めずに、対応についても後手後手になってい

るといった状況でありますから、地方としても大

変かもしれないのですけれども、ただマイナンバ

ーカード取得をすることを優先していたのがその

まま継続しながら、いろんなことが発覚した後に

このように宣伝、広告を載せるというのはどうだ

ったかなと私は思っているのです。やっぱりその

ときに一言御相談もということがあってもよかっ

たのでは……御相談内容については難しいので、

なかなか書けないかとは思うのですけれども、た

だ従来どおりのマイナンバーカード取得のための

広告のみになっていたというふうに私は受け止め

ています、それしか書いていなかったですし。で

すから、やっぱり相談などの対応について、今お

話があったように、御自分のカードがどうなのか

という確認作業なんかも、そういうふうに細かく

書くといろいろあるのかもしれないので、御相談

も受け付けますぐらい書いてもよかったのかなと

いうふうに思って、ちょっと指摘をさせていただ

きたいなと思います。ですから、今後いろんな形

で国からも出てくるのかなというふうに思います

けれども、それに対してやはり地元の方々がどう

対応したら一番よりよい方法ができるのかという

あたりも考えながら進めていただければありがた

いなというふうに思いますので、よろしくお願い

します。

それで、マイナトラブルの関係でいうと、６月

１１日付の読売新聞が物すごくコンパクトにまと

めていて、分かりやすいなと。新聞ちょっと宣伝

するわけではないのですけれども、すごく分かり

やすくていたなというふうに思っています。その

中では、やっぱりカードの普及を優先して、登録

手続やシステム面の綻びが次々と表面化したとい

うふうに指摘をし、そして大きく問題が、５類型

というふうな言い方をしています。年金や保険証、

公金受け取り口座、マイナポイント、証明書等、
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５つのところで個人情報の取扱いという面でも深

刻なケースだというふうに書かれています。当然

のことだというふうに思っているのです。これを

やっぱりしっかりと捉まえながら、一番住民に近

い自治体の中での窓口業務される皆さんの御苦労、

大変だとは思うのですけれども、徹底して行って

いただきたいなというふうに思います。

あと、保険証の問題です、保険証、マイナ保険

証。それで、これはつながらなかったので、１０

割負担と。１０割請求されたケースもあったとい

うのが、これは全国保険団体連合会というところ

で調査したものです。保険料払って、保険証もら

っているのだけれども、マイナ保険、カードにな

ったら１０割請求されたなんていうことがあって

いいのかどうかということだと思うのです。それ

こそ命に関わる問題です。

それと、もう一点はこういった間違った情報が

いろいろ流される中で、ひょっとしてウェブ上に

情報が流れてしまったのではもう取り返しがつか

ないことになるというような、そんな指摘もされ

ています。この点についてお考えをお聞かせいた

だければと思いますが。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

マイナ保険証に関わ〇市民部長（廣嶋淳一君）

る部分での議員からの御心配ということでありま

した。私といいますか、担当する側としてもそう

いうことがあってはならないし、やはり制度実行

していく上できちんとした対応の中で進められて

いくのがベストかなというふうに考えております。

もともとマイナンバーカードにつきましては、あ

くまでもそのカードの中に情報が入っているとい

うことではありませんので、使い方を間違わなけ

れば個人情報としてはきちんと守られているシス

テムなのですけれども、現在いろんな形で誤登録

によって他人が他者の年金情報だとか、そういっ

たものが見られるというような、そういうトラブ

ルもありますので、本来はそういうことがあって

はいけないというふうに思いますので、現在国の

ほうでも情報総点検本部で２９項目の総点検が今

されているということで、その中でも今議員おっ

しゃった健康保険のデータですとか公金受け取り

口座だとか、そういった分の一番今問題になって

いる分については取り急ぎ検証されているという

ことですので、その点検の中でどういった問題が

あったのか含めて明らかにしていただいて、実際

にやっぱり窓口でこういったことを聞かれるのが

我々職員、実際窓口でありますので、そこできち

んとしたことが答えられるような形で制度がきち

んと運用されることがベストかというふうに考え

ておりますので、できるとすれば我々自治体の窓

口ではそういったことが起こらないようにマニュ

アルに沿った形できちんと対応していって、そう

いったひもづけだとか誤った情報の登録にならな

いように今後も気をつけていきたいなというふう

に考えております。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

マイナ保険証でいうと、〇８番（川村幸栄議員）

今つながっていなくて１０割負担ということも言

われました。つい最近では国のほうから３割もら

ってくださいというような、そんなことが言われ

ていましたけれども、それもいかがかなというふ

うに思っているのですけれども、紙の保険証でど

うして駄目なのかというところら辺がはっきりし

ていないかなというふうに思うのです。３月のと

きにもお伺いしました。どうして紙の保険証だっ

たらいけないのでしょうか。お聞きします。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

ただいまの御質問の〇市民部長（廣嶋淳一君）

件ですが、どこかの報道でも見たような気がする

のですが、現在紙の保険証について特にトラブル

が起きたから今回マイナンバーカードに一本化す

るというようなことではないですので、今のとこ

ろ特別なトラブルもない中で進められております

ので、私担当者としても何が駄目なのかというの

が答えられないのですけれども、ただ今国が進め



－114－

令和５年６月２７日（火曜日）第２回６月定例会・第４号

ている一本化の部分がきちんと対応できるように

なれば、逆に言えば正しい情報がきちんと載って

いれば一枚で全ての様々な手続も含めて対応でき

るということで、非常に便利なものだというふう

に考えておりますので、今の紙の保険証と同じレ

ベルでの認証ができればいいのかなというふうに

考えておりますので、紙の保険証、何が駄目だと

いうところについては答えられないのですけれど

も、今言われている部分が解消されれば、同じレ

ベルでの認証ということでできればベストかなと

いうふうに考えておりますので、それ以上の私と

しての答弁ちょっとできませんので、御了承いた

だければと思います。よろしくお願いいたします。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

苦しいところですよね。〇８番（川村幸栄議員）

３月にもお聞きしました。それで、さっきちょっ

と紹介した読売新聞のところに書かれているので

すけれども、２０２４年秋、来年の秋に健康保険

証を廃止して、今言われているマイナ保険証を一

本化するという、これは突然、突如決めたと、こ

ういうふうに指摘しています。結果的に問題が相

次いだのだということです。ですから、やっぱり

システムがきちっと醸成できて、うまくできるよ

うになってからしてもよかったのでしょうし、ま

たどうして紙の保険証では駄目なのかということ

の説明もつかないような、そういうやっぱり政策

は私はやめて、見直しが必要ではないかなという

ふうに思っているのです。そういう声は、市民の

皆さんからは届いていないでしょうか。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

ちょっと私のほうで〇市民部長（廣嶋淳一君）

は、医療機関でのトラブルについては特に報告は

いただいておりません。先ほど言いましたけれど

も、やはり今紙の保険証でできないこと、いろん

なお薬の情報だとか、いろんな情報がそこで見ら

れるだとか職が替わったりだとか転入、転出時も

すぐ切替えができるだとか、それから高額の限度

額の認定関係もそこで全部できるということです

ので、その部分がメリットになってくるかなと思

いますので、そこについてはそういったことでの

メリットというところで言われておりますので、

問合せがあった段階についてはそういうお話はさ

せていただいておりますけれども、やはり今検証

されている部分、そこが明らかになって、制度開

始できるように担当としては願っているところで

あります。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

先ほど御紹介した全国〇８番（川村幸栄議員）

保険団体連合会では、やっぱり医療機関の６５％

で被保険者の情報が正しく反映されないなどのト

ラブルがあったと、そういうふうにして公表して

います。やっぱり一旦立ち止まってしていくこと

が必要かな、そしてそういうことを国に対しても

言っていく地方自治体としての役割もあるのかな

というふうに思っていますので、ぜひとも皆さん

の不安を取り除くために御尽力をいただきたいな

というふうに思います。

それから、もう一つ、３番目になります。自衛

隊の名簿提出に関わってお尋ねをしたいと思いま

す。先日の北海道新聞の中で、個人情報の保護が

これだけ言われている中でなぜ自衛隊だけに名簿

が提出なのといった記事がありました。当然の疑

問だと思います。私の知り合いにも子供さんが適

齢期というか、その年に合った方がいらしていて、

突然来られてびっくりしたという話もお聞きして

います。この辺で、私の認識の中ではこの情報と

いうのは住民基本台帳を閲覧してもらって、それ

で隊員の皆さんが役所で個人情報を書き写すとい

った方式を採用しているのだとずっと私思ってい

ました。そしたら、予算審査のところでお聞きし

ましたら、平成３１年度から情報提供申出があっ

たので、出しているのですよということがありま

した。ちょっと調べましたら、２００６年に住民

基本台帳法が改正されて、ダイレクトメールの発

送など営利目的での民間企業の閲覧が禁止されて
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も自衛隊の閲覧は世論調査や学術研究などと並ん

で例外的に認められていますというふうになって

いるのです。こういった内容は、それこそこれだ

け個人情報の問題が言われている中で、やっぱり

市民の皆さんにお知らせする必要があるのではな

いかなというふうに思っているのですけれども、

この点についてはいかがでしょうか。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

閲覧の関係につきま〇市民部長（廣嶋淳一君）

しては、毎年、年１回閲覧の状況は公表させてい

ただいております。平成３０年までについては、

自衛官募集に係る対象者の情報については閲覧で

行っておりましたので、公表の中の一つとして市

民に公表していたということであります。３１年

から名簿の提供ということになって、切り替えて

から、一応住基法では閲覧に係る部分の公表すべ

きということになっていますけれども、それ以外

については公表すべきということになっておりま

せんので、具体的にはこの名簿の提供については

公表はしていないというような状況になっており

ます。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

閲覧しているのは、閲〇８番（川村幸栄議員）

覧した人たちが、どういった団体が来て、しまし

たと公表する。だけれども、データになるのか何

になる……紙で出されているのですか、それとも

電子媒体で名簿を提供されているのでしょうか。

提供されていることは周知はしなくていいという

のは、ちょっと理解できないのですけれども。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

名簿提供のほうにつ〇市民部長（廣嶋淳一君）

きましては、自衛隊法だとか自衛隊法施行令に基

づいて名簿のほうの提供しておりますけれども、

先ほど公表の関係につきましては住基法では閲覧

に係るものということになっておりますので、そ

の部分だけしか公表していないということになり

ますので、ほかの閲覧の対象になったものについ

ては公表させてもらっていますけれども、名簿提

供に切り替えてからはその後については除外して

いるという形になっております。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

閲覧して、記載して、〇８番（川村幸栄議員）

データとして持って帰るということなのですけれ

ども、それだと公開すると。だけれども、こちら

側が要請されて、市のほうで、こちら側が準備を

して、今ちょっとお聞きしたのは紙で出している

のですか、それとも……紙で出しているのですか。

では、紙で出しているのであれば、それを提供し

ているのであれば、これ全く今までの閲覧して、

データに書いて持っていったのと私は変わらない

というふうに思うのですけれども、どう違うので

しょうか。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

閲覧のほうにつきま〇市民部長（廣嶋淳一君）

して今議員おっしゃったように、御本人が来て、

閲覧をして、データを記録して帰るということな

のですけれども、名簿提供につきましては４情報

ということで名前だとか生年月日だとか住所だと

かということ、あと性別だけということで、それ

を抽出をして、名簿化して出しているということ

ですので、一応住基法によらないという形での解

釈で、公表については行っていないという形にな

っております。ただ、公表しなくてもいいという

ことも法令ではうたわれておりませんので、公表

することは可能かなと思いますけれども、住基法

による閲覧に当たらないということで、今まで公

表はしていなかったということになります。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

閲覧に当たらないと。〇８番（川村幸栄議員）

紙で印刷したのをあげているので、これは閲覧に

当たらないということなのですか。これはデータ

としてもらったのは、では閲覧は行って、見て、

見せてもらうということですから、届けを出すと
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いうのと情報が来て、見るのとは違うと言われれ

ば違うかもしれないのですけれども、ただ市民的

に、そういう年齢の子供さん持った市民にしてみ

れば、そんなに変わらないです。ということでい

えば、やっぱり紙で出しているのだったらば余計

に閲覧と同様な形で市民にこんなふうにして提供

していますよというのをお知らせする必要がある

のだというふうに思うのですけれども、いかがで

しょうか。

廣嶋市民部長。〇議長（山田典幸議員）

先ほどお話ししまし〇市民部長（廣嶋淳一君）

たとおり、公表してもしなくてもいいということ

で、法令では決まっていませんので、公表するこ

とは可能かと思います。それで、御質問のありま

した除外申請の関係につきましても今調査をさせ

ていただいていまして、ほかの事例見ますと公表

していることと、それから除外申請と同じ形で、

例えばホームページで情報公開しておりますので、

やろうとすればそういう形になるかなと思います

ので、議員おっしゃったとおり、そういう形での

公表は可能かと思いますので、今調査している中

でもその部分についてもどういう形が望ましいの

か含めて、その中でまたほかの自治体の状況見な

がら同じような形なのか、またホームページなの

か、いろんなほかの形も、提供方法もありますの

で、そこも含めて併せて調査させていただきたい

なというふうに考えております。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

先ほどの御答弁の中で〇８番（川村幸栄議員）

は、年に１回とおっしゃいましたね、提供は。年

に１回。ですから、提出した時期に合わせてこう

いうふうに提出しました、除外申請もできますか

ら、提供してほしくないと思われる方はぜひ申し

出てくださいということが除外申請ですよね。そ

れを早くしないと、気がつかないうちに自分の大

事な情報が自衛隊のところに行ってしまうという

ふうになってしまいますので、例えば除外申請し

ていないから同意したというふうにみなすという

ことにはならないだろうというふうに思いますの

で、やっぱりきちっと皆さんにお知らせする、早

くやっていただきたいなと思います、その点につ

いては。今まで、平成３１年度から提出している

わけですから、分からなかった方々もたくさんい

るかと思うのですけれども、やっぱり今道内でも

各地でされていますように、ぜひきちっと取扱い

をして、それで皆さんにお知らせしていただきた

いというふうに思いますので、ここを強く求めて、

次に行きたいというふうに思いますので、よろし

くお願いします。これだけしていると時間がなく

なってしまう。

ＡＩの活用型オンデマンド交通の件についてお

伺いをしたいと思います。先ほどのお話の中でち

ょっとうれしかったのは、利用するときに電話で

の申込みもいいですよというふうなことにしたい

というふうなお話があったかと思います。中富良

野町がやっている中で、ちょっと違うのですけれ

ども、ここも電話ででもオーケーですよ、スマホ

ででもオーケーですよという、こんなふうに分か

りやすい説明書がありました。こういったふうに

してもらうと、それこそＡＩの活用型オンデマン

ド交通ですから、ちょっと分かりにくいというと

ころがあるかなというふうに思っています。それ

で、昨日議員研修会でも話があった地域通貨の利

用もできるのだよという話でした。これが加わっ

てくると何が何だか分からないというところも出

てくるかなと。自分を中心に考えたらいけないの

ですけれども、でも私なんかは慣れない者にとっ

ては本当に納得して利用するというところら辺ま

でいくというのはやっぱり時間がかかるかなとい

うふうに思っています。１０月ですから、もうそ

んなにそんなに時間がないということかなと私は

思っているのですけれども、イメージするのに暇

がかかりますから、どのような進捗状況なのかお

知らせをいただければと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）
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今御指摘いただ〇総合政策部長（石橋 毅君）

いた部分は、まさにそのとおりだなというふうに

私も思っていまして、いかに早く市民の皆さん方

にこのような公共交通を用意しますよという情報

を出したいという思いではあります。しかしなが

ら、現在システムベンダー、ＡＩのシステムをこ

れから、今月中にできれば業者選定というスケジ

ュール感になっておりまして、そこの業者さんが

一定程度定まりましたら全体の仕様も見えてまい

りますので、そこは時間をかけずに発信できる情

報は広報等もうまく活用しながらいろいろな機会

で早めに情報発信をさせていただきたいというふ

うに考えております。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

あと、自家用車を、運〇８番（川村幸栄議員）

転免許証を返納した方々から何点かお話お聞きし

たので、そのことをちょっとお伝えして、ぜひこ

のことも検討の中身にしていただきたいなという

ふうに思っているのですが、先ほど公共交通の中

でドア・ツー・ドアの話をさせていただきました。

ある方は冬、バスの停留所でなかなか来ないバス

を寒い中待っているのは年寄りにとっては本当に

きついのだという話、二、三人からお聞きしてい

ます。確かにそうなのです。待っている。だから、

今これがＡＩのオンデマンド交通になるとこれが

なくなるのだよというような、そんな話もできる

かなというふうに思いながら私はお聞きしていま

す。

それから、あと一点は市内循環バスの時刻表の

ことなのですが、何時に来るのかと到着時刻等が

よく分からないので、乗らなければならないと思

ったときに、まず事前にあしたバスに乗ろうと思

ったら前の日に停留所に行って、バスの時刻表を

書いてくるのです。自分が乗りたい時間を書いて

きて、調べて、あしたこの時間に行って乗るとい

うふうな、だから循環バスということに慣れてい

ないのか、自家用車だけ乗っていたので、こんな

ふうになるのかなと思っていたら、何人かから聞

いています、この話。ちょっと今バス停のところ

行って、時刻表見てきたの、あした病院に行こう

と思ってという感じです。ということで、こうい

った部分も含めて、先ほど話ししたように、新し

いそういう乗り方のバスが出て、本当に便利でよ

かったなというふうに思ってもらえる中身にして

いただくようにこういった部分もぜひ検討してい

ただければというふうに思っています。できるだ

けということだったのですけれども、入札は終わ

ったのか、これからなのかというのを聞いていい

でしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

事業者の選定に〇総合政策部長（石橋 毅君）

ついては、今月末のスケジュール感で今調整をさ

せていただいております。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

期待をしていたいと思〇８番（川村幸栄議員）

います。

では、市営住宅に関わってお伺いをしたいと思

います。入居申込みの中で、いろいろ入居の御相

談を受けるときになかなか難しいことにぶつかる

ことが多いのです。それで、例えば収入に上限を

設けています。これは当然だと思っているのです

けれども、例えば年齢がそんなにいかない方でも

職を失い、生活保護を受けたいと思っても今家賃

が２万５，０００円以下の家賃のところにお住ま

いでなければ生活保護は受けられないというふう

に言われて、市内にはほとんど民間ではそういっ

たところは見当たらないわけです。お話を聞けば、

生活保護を受けるようになってからでないと公営

住宅には入れてもらえないと。高齢な方々、６５

歳以上というような方だとまたちょっと違ってく

るのですけれども、そこまでいかない方々です。

こういった部分では、どういうふうに相談して公

営住宅に、住宅に困窮する者に当たるかなという

ふうに思うのですけれども、どうなのでしょうか。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）
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ただいま議員か〇建設水道部長（東 聡男君）

ら御質問いただいた件では、住宅に困窮されてい

る方の希望住宅のニーズ、様々な形であろうかと

認識もしているところでございますし、また全て

を状況把握してマッチングさせるということも公

営住宅の今の私どもの入居基準の中では難しいか

なと考えている部分ではございます。しかしなが

ら、原因ですとか収入の関係なのか、その辺りい

ろんな諸条件あろうかと思いますけれども、その

辺は御相談いただいて、困窮状況に応じては庁内

連携をする中でいろんな方策を探してまいります

し、または今高いというお話もいただきましたけ

れども、民間事業者の不動産団体を紹介するだと

か、そういう部分も併せて行いながらこれからも

住宅困窮者に対する適切な対応を図ってまいりた

いと考えております。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

先ほどの御答弁では、〇８番（川村幸栄議員）

入居申込みの資格について見直しはする予定はな

いというようなお話でした。ただ、やっぱりいろ

んな状況があると思うのです。個人個人で本当に

百人百様だというふうに私は思っているのですけ

れども、そういった部分でどのようにしたらこの

方に、先ほどちょっと御紹介させていただきまし

たけれども、住宅マスタープランであったり、公

営住宅等長寿命化計画の中であったり、暮らしの

安定を支え、安心して暮らせる住まいづくりとい

うふうになっているわけで、ここをするための御

相談というか、ここに当てはまるというふうに指

示されると受け取る側はそこで終わってしまうの

です。だから、そういったところの対応のところ

を丁寧にやっていただくことを求めたいなという

ふうに思っています。

それから、例えば高齢女性の場合だと、ここに

も書いてあります。連帯保証人を１人決めていた

だきというふうになって、ここに書いてあるので

す。書いてあると、やっぱり高齢女性だとずっと

お仕事していた方かもしれませんけれども、そう

でない方が多い中だとどうしても連帯保証人を求

めることが難しいかなというふうに思っているの

です。これは、国交省の中でも強く求めないとい

うようなことがあったかなと思いますし、名寄の

市議会の中でも一般質問の中であったかなという

ふうに思っているのですけれども、この点につい

てはどのように対応されているでしょうか。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員御質問に〇建設水道部長（東 聡男君）

なられたとおり、私どもも今入居基準といたしま

しては連帯保証人を求めているところではござい

ます。このことにつきましては、従来からこのよ

うな形でずっと住宅の整備、国のほうも進めてき

たのですけれども、今国のほうでは、今議員おっ

しゃられたとおり、少しその辺の条件考えてみて

くださいというような情報もいただいております

けれども、今のところ私どももそこの部分につき

ましては、先ほど言われました生活保護の方であ

りますとか６５歳以上でどうしても連帯保証人立

てられないという方につきましては、状況相談さ

せてもらいながらということで、絶対今おられな

いので、入れませんというような状況にはしてい

ないつもりなのですけれども、今のところ連帯保

証人立てられなくて入居をお断りしたというケー

スはないものですから、これから以降もそこの部

分につきましては求めていきながらも相談には乗

りながらという形で、いいよという形にはなりま

せんけれども、そこの部分は求めていきながら御

相談に応じたいなというふうに思ってございます

ので、よろしくお願いいたします。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

あと、もう一点なので〇８番（川村幸栄議員）

すけれども、親族による２人以上の世帯であるこ

とと書いてあるのです。婚姻予定、または事実上

の婚姻関係にある者を含めますというふうになっ

ています。これ道議会の中で共産党の真下道議が

取り上げたのですけれども、これは道営住宅の問

題だったのですけれども、パートナーシップ制度
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がある市町村では入れることができるのだけれど

も、そこがないところは道営住宅に入れないので

すというお話がありました。先日の新聞の中では

旭川市と近隣の８町がパートナー制度を導入する

というふうになっています。ですから、例えばこ

この１番の親族による２人以上の世帯であること

というところでいうと、婚姻予定、または事実上

の婚姻関係にある者というところでいうと、この

パートナーシップ制度がないところは入れないと

いうふうに判断するのでしょうか。これを聞いて

終わります。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員おっしゃ〇建設水道部長（東 聡男君）

られましたとおり、道営住宅につきましては北海

道の規定において同性パートナーを入居させるこ

とは可能なのですけれども、そこそこの自治体で

パートナーシップ関係を証明する書類、これが必

要になってきますので、それは名寄市にある道営

住宅においても状況は同じでございますし、私ど

もの公営住宅も今そういう状況でございますので、

その辺の状況、環境整備が整った時点でまた検討

してまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

以上で川村幸栄議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

日程第３ 議案第１２号 名寄市過疎地域持続

的発展市町村計画の変更についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 名寄市過〇市長（加藤剛士君）

疎地域持続的発展市町村計画の変更について、提

案の理由を申し上げます。

本計画は、過疎地域の持続的発展を図るための

計画であり、今回の計画変更につきましては名寄

市総合計画（第２次）後期基本計画の策定に伴う

成果指標、ＫＰＩの変更及び国の財政支援策を有

効に活用するため事業の追加を行うものでござい

ます。北海道との協議が調いましたので、過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条

の第１０項で準用する同条第１項の規定に基づき

議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 議案第１３〇議長（山田典幸議員）

号 令和５年度名寄市一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 令和５年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心
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に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出にそれぞれ２，４６９万６，０００円を追加を

し、予算総額を２４２億２，６３４万８，０００

円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして情報化推進事業費９５９万６，

０００円の追加は、北国博物館、なよろ市立天文

台の観覧料とセットで地域通貨を利用できるトラ

ベルカードの作成業務委託料、健康イベント等市

が行う事業への参加に対して行政ポイントを付与

する負担金を追加をし、観光事業の促進、各種事

業の参加率の向上、事業効果の増進を図ろうとす

るものでございます。

７款商工費におきまして地域通貨普及促進事業

補助金１，５００万円の追加は、地域通貨運用開

始に際しプレミアムポイント付与に係る経費を補

助し、地域通貨の普及促進、地域経済の活性化を

図ろうとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１６款国庫

支出金におきまして新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金２，４５９万６，０００円

を追加しようとするほか、財政調整基金繰入金１

０万円を計上し、収支の調整を図ろうとするもの

でございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 意見書案第〇議長（山田典幸議員）

１号 ２０２３年度北海道最低賃金改正等に関す

る意見書、意見書案第２号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下

学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現

に向けた意見書、意見書案第３号 地方財政の充

実・強化に関する意見書、意見書案第４号 食料

安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立

と酪農・畜産経営の安定を求める意見書、以上４

件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外３件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

意見書案第１号外３件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、意見書案第１号外３件は原案のとおり

可決されました。

日程第６ 報告第７号〇議長（山田典幸議員）

例月出納検査報告についてを議題といたします。

本件については、報告書が配付されております

ので、これをもって御了承をお願いいたします。

日程第７ 議会活性化〇議長（山田典幸議員）

特別委員会の設置及び委員の選任を議題といたし

ます。

市民に分かりやすい開かれた議会を目指すこと

を目的に、議会の活性化に関する事項について、
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って構成する議会活性化特別委員会を設置し、こ

れに付託することにしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議会の活性化に関する事項について、

７名の委員をもって構成する議会活性化特別委員

会を設置し、これに付託することに決定いたしま

した。

ただいまの決定に基づき議会活性化特別委員会

の委員の選任については、委員会条例第７条第１

項の規定により、富岡達彦議員、山崎真由美議員、

谷聡議員、今村芳彦議員、川村幸栄議員、高橋伸

典議員、東川孝義議員、以上７名を指名いたしま

す。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時０７分

再開 午後 １時１４分

再開いたします。〇議長（山田典幸議員）

正副委員長の互選が行われましたので、結果を

報告します。

議会活性化特別委員会委員長に東川孝義議員、

副委員長に富岡達彦議員、以上であります。

日程第８ 閉会中継続〇議長（山田典幸議員）

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。配付いたしました各委員長

からの申出のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、申出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に付〇議長（山田典幸議員）

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和５年第２回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 １時１５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 今 村 芳 彦

署名議員 高 野 美枝子

令和５年６月２７日（火曜日）第２回６月定例会・第４号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和５年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 名寄市総合計画（第２次）後期基本計画の着実な推進に向けて

（Ｐ ２８） (1) 名寄市総合計画（第２次）後期基本計画の基本となる考え方につ

いて

(2) 重点プロジェクト事業の連携と効果の考え方について

(3) ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を設定した考え方について

２ 名寄市公共施設等再配置計画について

(1) 名寄市の目指すべきまちづくりの将来像について

(2) 優先される対象施設の現況と課題について

(3) 立地適正化計画との関連性について

２ 山 崎 真由美 １ 生涯活躍プロジェクトの推進に向けて

（Ｐ ３９） (1) 名寄市総合計画（第２次）後期基本計画初年度の具体的施策につ

いて

(2) 重点プロジェクトとしての取り組みがもたらす４年後の姿につい

て

(3) 生涯活躍できる環境の整備について

２ 安定した学びを保証する教育の実現について

(1) 不登校児童・生徒への対応について

(2) 特別支援教育の現状とインクルーシブ教育の推進について

(3) ヤングケアラーに対する支援策について

３ 遠 藤 隆 男 １ 公園の管理運営等について

（Ｐ ５１） (1) 公園の現状と管理要領等について

(2) 持続可能な公園の管理運営の考え方について

２ 教育行政にかかわって

(1) ＩＣＴ教育の現状と課題について

(2) 長期欠席者の現状と対策等について

(3) 特別支援教育の現状と課題について

令 和 ５ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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４ 谷 聡 １ 子育て政策の充実に向けた取り組みについて

（Ｐ ６３） (1) 医療費助成の現状と拡充について

(2) 学校給食の無償化に向けた全国的な流れについて

２ 北海道縦貫自動車道士別剣淵ＩＣ～名寄ＩＣ間の建設促進と課題に

ついて

(1) 進捗状況等について

(2) 物流拠点、広域防災拠点及び新たな道の駅の整備計画について

(3) 風連地域へのインターチェンジ設置について

５ 水 間 健 詞 １ 飼料・肥料・エネルギー高騰が市内農業に与えている影響と行政の

（Ｐ ７４） 対策について

(1) 飼料・肥料・エネルギーの前年対比と今後の見込みについて

(2) 国・北海道・名寄市の対策について

２ 濃厚飼料の自給に向けた取り組みについて

(1) 栽培試験を行っている、又は行う予定の飼料作物について

(2) 栽培試験の計画・成績について

(3) 今後の見込みについて

(4) 飼料の自給にインセンティブが働く仕組みについて

３ 酪農・畜産・耕種の連携に向けた取り組みについて

(1) 農業機械の大型化により作業効率が劣る圃場の将来について

(2) 飼料・堆肥の域内での循環に向けた取り組みについて

６ 中 畠 孝 幸 １ 名寄市立大学の今後の発展に向けて

（Ｐ ８２） (1) 志願者獲得について

(2) 学生に対する多方面のケアについて

(3) 教員に対する支援について

２ スポーツ合宿の誘致に向けて

(1) 諸条件からみた名寄の優位点・不足点について

(2) 他地域との共同・共存について

(3) 誘致を増大させるための課題について

３ 宗谷本線の活性化に向けて

(1) 利用者増への取り組みについて

(2) 地域公共交通の中での宗谷本線の位置づけについて

(3) 名寄市の役割について
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７ 高 橋 伸 典 １ 誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（ＣＯＣＯＬ

（Ｐ ９７） Ｏプラン）について

(1) 学校内へのスペシャルサポートルームの設置促進について

(2) 多様な学びでの成績評価の確実な実施について

(3) 保護者への支援・保護者の会の設置について

２ 安心で安全な子育て環境の体制について

(1) ０歳児の見守り訪問体制について

(2) 産後ドゥーラ（家事・育児の訪問支援）の確保について

(3) 子ども食堂の整備拡充について

３ 学校施設の安全で快適なトイレ整備について

(1) 洋式化の現状と今後の計画について

(2) 多目的トイレ・温水洗浄便座の設置の考え方と計画について

４ 安全で安心な避難所のトイレの整備について

(1) 総務省の緊急防災・減災事業債の活用で学校施設に多目的トイレ

と温水洗浄便座の設置の考え方について

８ 川 村 幸 栄 １ 個人情報の保護対策について

（Ｐ１０７） (1) マイナンバーカードをめぐる個人情報の流出への対応について

(2) マイナ保険証の取り扱いについて

(3) 自衛隊への名簿提出にかかる対応について

２ 「ＡＩ活用型オンデマンド交通」の導入について

(1) 公共交通のあり方について

(2) 利用方法について

(3) 利用料金について

３ 市営住宅を中心とした住宅セーフティネット機能の強化について

(1) 入居申し込み資格について

(2) 共益費等について
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令和５年第２回名寄市議会定例会議決結果表

令和５年６月９日～令和５年６月２７日 １９日間

本会議時間数 ９時間３３分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一 ― ― 5. 6. 9
第 １ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 5. 6. 9
第 ２ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 5. 6. 9
第 ３ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 5. 6. 9
第 ４ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認について（令和４年 ― ― 5. 6. 9
第 ５ 号

度名寄市一般会計補正予算（第１３号）） ― ― 承 認

専決処分した事件の承認について（令和４年 ― ― 5. 6. 9

第 ６ 号 度名寄市国民健康保険特別会計補正予算（第 ― ― 承 認

４号））

専決処分した事件の承認について（令和４年 ― ― 5. 6. 9

第 ７ 号 度名寄市立大学特別会計補正予算（第４ ― ― 承 認

号））

専決処分した事件の承認について（令和４年 ― ― 5. 6. 9
第 ８ 号

度名寄市病院事業会計補正予算（第３号）） ― ― 承 認

令和５年度名寄市一般会計補正予算（第２ ― ― 5. 6. 9
第 ９ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和５年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 5. 6. 9
第 １ ０ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和５年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 5. 6. 9
第 １ １ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

名寄市過疎地域持続的発展市町村計画の変更 ― ― 5. 6.27
第 １ ２ 号

について ― ― 原 案 可 決

令和５年度名寄市一般会計補正予算（第３ ― ― 5. 6.27
第 １ ３ 号

号） ― ― 原 案 可 決

報 告 令和４年度名寄市一般会計予算繰越明許費繰 ― ― 5. 6. 9

第 １ 号 越計算書の報告について ― ― 報 告 済 み
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

報 告 令和４年度名寄市一般会計予算事故繰越し繰 ― ― 5. 6. 9

第 ２ 号 越計算書の報告について ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 5. 6. 9
専決処分した事件の報告について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 5. 6. 9
債権放棄の状況報告について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 5. 6. 9
公害の現況に関する報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 5. 6. 9
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 5. 6.27
例月出納検査報告について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済 み

諮 問 ― ― 5. 6. 9
人権擁護委員の候補者の推薦について

適 任 と 認 め る第 １ 号 ― ―

意 見 書 案 ２０２３年度北海道最低賃金改正等に関する ― ― 5. 6.27

第 １ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２ ― ― 5. 6.27
意 見 書 案

への復元、「３０人以下学級」など教育予算 ― ― 原 案 可 決
第 ２ 号

確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書

意 見 書 案 ― ― 5. 6.27
地方財政の充実・強化に関する意見書

第 ３ 号 ― ― 原 案 可 決

食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政 ― ― 5. 6.27
意 見 書 案

策の確立と酪農・畜産経営の安定を求める意 ― ― 原 案 可 決
第 ４ 号

見書

― ― 5. 6.27
議会活性化特別委員会の設置及び委員の選任

― ― 選 任

― ― 5. 6.27
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

令 和 ５ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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